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特恵関税に関する原産地規則
（ＥＵ）

９０年代の初頭より、ＥＵは中・東欧諸国との欧州協定（連合協定）を締結、現在は加盟

交渉を進めている。これは、中・東欧諸国がＥＵの関税同盟に参加することを意味してお

り、原産地規則でも汎欧州原産地規則が適用されることになる。これまで、中・東欧の

ＥＵ加盟候補国は、完成品のＥＵ向け輸出を前提に、第３国からの原材料輸入について関

税の減免措置を講じてきた。しかし、これはＥＵの生産者よりもこれらの国で生産を行う

第三国の生産者の方が優遇されてしまうので、暫定期間経過後、廃止されることになった。

他方、中・東欧諸国との特恵関税措置を規定する欧州協定（ＥｕｒｏｐｅＡｇｒｅｅｍｅｎｔ）に属

さない開発途上国向けの一般的な特恵関税の形態として、ＥＵは一般的な優遇関税制度を

適用する理事会規則（ＧＳＰ）を採択している。ＧＳＰは約１５０ヵ国からのＥＵへの工業製品輸

入に適用される。また、当該国の発展の度合いにより、ＧＳＰの適用が解除される卒業メカニ

ズムを有している。最近では、韓国、シンガポール、中国香港などが同制度の適用外とされた。

本レポートは、欧州に進出する、もしくは進出しようとする日系企業が、今後、ＥＵ向けの

生産拠点をどのように展開していくべきか、考える際の基礎情報資料として、ＥＵ通商法に

詳しいＤｅＢａｎｄｔ，ｖａｎＨｅｃｋｅ，Ｌａｇａｅ＆Ｌｏｅｓｃｈ法律事務所パートナーである柴崎洋一弁

護士に「特恵関税に関する原産地規則」についての解説をお願いしたものである。

ブリュッセル・センター

（１） 意義－安く作ってかつ安く輸出する

特恵関税とは、一定の国を原産とする輸入

品につき、関税の全部または一部を賦課しな

い制度である。

日本の多くの企業の基本的・伝統的な営業

理念は、「良い商品を安く作って輸出する」

ことである。欧州の市場においてこれをさら

に発展させるために特恵関税制度が役に立つ。

つまり、特恵関税制度は、これを利用して安

く作った商品をさらに安くＥＵに輸出しよう

１．特恵関税制度
とする前向きのプロジェクトを可能にする。

通商法のもう１つの分野であるアンチダン

ピング制度が、日系企業にとってもっぱら災

難でありこれに対してもっぱら防戦一方の分

野であるのに対し、特恵関税制度は、これを

利用しなければ、無関係であり、活用するこ

とにより積極的な利益が得られる。

（２） 複数の特恵関税制度

特恵関税と一口に言っても、法律的にはい

くつかの異なる制度の集合体である。その中

でも、開発途上国に対し特恵関税の恩恵を与
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える閣僚理事会規則２８２０号（ＣｏｕｎｃｉｌＲｅｇ‐

ｕｌａｔｉｏｎ２８２０／９８ｏｆ２１Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９９８ａｐ‐

ｐｌｙｉｎｇａｍｕｌｔｉａｎｎｕａｌｓｃｈｅｍｅｏｆｇｅｎｅｒ‐

ａｌｉｓｅｄｔａｒｒｉｆｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｆｏｒｔｈｅｐｅｒｉｏｄ１

Ｊｕｌｙ１９９９ｔｏ３１Ｄｅｃｅｍｂｅｒ２００１、いわゆる

“ＧＳＰ”制度）と中欧・東欧を中心とする

周辺諸国との間でほぼ同一内容で締結された

い わ ゆ る「欧 州 協 定」（Ｅｕｒｏｐｅ Ａｇｒｅｅ‐

ｍｅｎｔ）に基づく特恵関税が重要である。し

たがって、この２つの制度につき解説する。

ＥＵは、開発途上国からの工業製品に対し

て１９７１年から一般的な優遇関税制度を適用す

る閣僚理事会規則（以下「ＧＳＰ」という）

を採択しているが、９５年から下記のように

ＥＵの特恵関税の制度が大幅に変更された。

９４年までは、毎年一年間有効な特恵関税の

新規則を制定したが、９５年からは４年間、そし

て最新の規則は２年半有効である。最新規則

は９８年末に採択された閣僚理事会規則２８２０／

９８（以下「ＧＳＰ規則」という）、発効は９９年７

月１日からであり、その前の類似の規則を半

年延長しているので、実質的な期間は３年と

言っても良いであろう（ＯＪＬ３５７，３０ｄｅ‐

ｃｅｍｂｅｒ１９９８，ｐ．１）。このようにして９５年か

ら対ＥＵ輸出の比較的長期計画が可能になった。

（１） 対象国は広範に及んでいる

対象国は、約１５０ヵ国に達している。アジ

ア（マレーシア、タイ、インド、ベトナム、

インドネシア、フィリピン、中国、アフガニ

スタン、バングラデシュ、パキスタン、ラオ

スなど）、中東（クエート、サウジアラビア、

イラン、アラブ首長国連邦、レバノン、シリ

アなど）、旧ソ連邦の多くの国、南アを含む

アフリカの多くの国、中南米の多くの国（メ

キシコ、コロンビア、ベネズエラ、ペルー、

チリ、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ

など）、バルカン半島などＥＵ周辺国である。

２．ＧＳＰによる特恵関税の意義と目的

なお、韓国、シンガポールおよび中国香港は、

９８年より対象国からはずれている。台湾にも

ＧＳＰは適用されない。また、後述　に述べ

られるようにこれらの国またはその一定の商

品が、一定の基準に達した場合に、特恵関税

の恩恵からはずれる点に注意する必要がある。

（２） 関税化（ｔａｒｉｆｆｉｃａｔｉｏｎ）

９４年までのＥＵのＧＳＰは、関税を掛けるか

否かというオール・オア・ナッシングのアプ

ローチであった。また、当該輸入品の一定の

数量を超えると、関税が直ちに適用されたり

もしくは適用が可能になる数量制限の制度

（ｑｕｏｔａまたはｃｅｉｌｉｎｇ）を廃止した（この制度

のもとでは、しばしば当該商品の輸入が可能

なのは、実際上年初の短期間に限られていた）。

９５年から関税は一律免除ではなく、次の４

つの製品のグループごとに重要度（ｓｅｎｓｉ‐

ｔｉｖｉｔｙ）を考慮して異なる割引率を適用する

（第２条）。これを関税化（ｔａｒｉｆｆｉｃａｔｉｏｎ）

と呼ぶ。この点、後述する欧州協定に基づく

特恵関税が１００％免除となるのに比較すると、

メリットの劣る点である（しかし、メリット

の程度は具体的に製品ごとにチェックしなけ

ればならない）。

ａ．最重要品目、関税（ＭＦＮｄｕｔｙ）の８５％

ｂ．重要品目、関税（ＭＦＮｄｕｔｙ）の７０％

ｃ．中間重要品目、関税（ＭＦＮｄｕｔｙ）の３５％

ｄ．非重要品目、関税は、０％になる。

例えば、

①多くの農業製品、ジュース（共通関税コー

ドＨＳ ２００９）などの食品、たばこ（ＨＳ

２４０１）、人絹単繊維（ＨＳ５４章）、人絹スフ

（ＨＳ５５章）などの一部の繊維などが上記

のａ．のグループに所属する（これらを

ｖｅｒｙｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔｓという）。これら

は、関税率のさらに８５％の対象になる（官報

で１４頁のリストであるが、適用範囲はそれ

ほど広くない）。

②生きた動物（共通関税コードＨＳ０１０１、
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０１０４、および０１０６）、肉（ＨＳ０２０７、０２０８

および０２１０など）、生きた植物（ＨＳ０６０１）、

多くの果物（ＨＳ０８１１）、植物油（ＨＳ１５１５）、

チョコレート（ＨＳ１９０４）、パスタ（ＨＳ

１９０２）、パン（ＨＳ１９０５）、そのほか多くの食

品類、靴（ＨＳ６４章）、陶器の食器（ＨＳ６９１２）、

ガラスの食器（ＨＳ７０１３）、銅および銅製

品（ＨＳ７４章）、チタニウム製品の一部（ＨＳ

８１０８）、原子力発電機（ＨＳ８４０１）、ターボ・

ジェットそのほかのガスタービン（ＨＳ

８４１１）、ミシンの一部（ＨＳ８４５２）、電気

モーターを含む家庭電気製品（ＨＳ８５０９）、

ラジオ受信機（ＨＳ８５２７）、テレビ受信機

（ＨＳ８５２８）、カセット・デッキ（ＨＳ８５２０）、

ＶＣＲ（ＨＳ８５２１）、マイクロウェーブ・オー

ブン（ＨＳ８５１６５０００）、フォークリフト

（ＨＳ８４２７）、自動車（ＨＳ８７０３）、トラック

（ＨＳ８７０４）、オートバイ（ＨＳ８７１１）その

ほか多くの製品が、関税率の７０％の関税の

対象となる重要品目（ｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔ）

である（紙面の都合で多くを掲載できない

が、官報で１９頁の長いリストである）。

③魚（共通関税コードＨＳ０３０１、０３０３、０３０４、

０３０６、０３０７など）、調理または貯蔵された

魚（ＨＳ１６０４）、②でリストされた物以外

のジュース（ＨＳ２００８、２００９）、アクリル酸

（ＨＳ２９１６１１１０）、人工甘味料の一部（ＨＳ

２９４０００９０）、鞄類（ＨＳ４２０２）、皮革製品

（ＨＳ４２０４および４２０５００００）、傘（ＨＳ６６章）、

②でリストされた物以外のセラミック製品

（ｅｘ６９章）、鉛および鉛製品（ＨＳ７８０１）、

亜鉛および亜鉛製品（ＨＳ７９０１および７９０３）、

金属食器（ＨＳ８２章）、ＨＳ８４７１以外のプリ

ンター（ＨＳ８４４３）、旋盤などの工作機械

（ＨＳ８４５９、８４６０、８４６１、８４６２および８４６３）、

ディーゼルエンジンの一部（ｅｘ８４０８）、変

圧器の一部（ｅｘ８５４２）、エアコン（ＨＳ８４１５）、

冷蔵庫・冷凍機の一部（ｅｘ８４１８）、洗濯機

および乾燥機（ＨＳ８４５０および８４５１）、タイ

プライターおよびワープロ（ＨＳ８４６９）、計

算機ならびに計算機を組み込んだ券売機、

キャシュレジスターおよび類似の機械（ＨＳ

８４７０）、鉛筆削り、ホッチキス、包装用機

械（ＨＳ８４７２）、変圧器（ＨＳ８５０４）、電気

磁気（ＨＳ８５０５）、マイクロフォン、スピー

カーヘッドフォン、アンプリファイヤー

（ＨＳ８５１８）、テレビ・ラジオ発信機およびテ

レビ・ビデオカメラ（ＨＳ８５２５）、レイダー

（ＨＳ８５２６）、電気コンデンサー（ＨＳ８５３２）、

電気スイッチおよびコネクター（ＨＳ８５３６）、

クレーン、ミキサー、自動車などの特殊目

的自動車（ＨＳ８７０５）、そのほか多くの製品

は、関税率の３５％の対象となる中間重要品

目（ｓｅｍｉ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔ）である（紙

面の都合で掲載できないが、官報で１５頁の

比較的長いリストである）。

④写真および映画製品（共通関税コードＨＳ

３７章）、①および②ならびにＨＳ３８０９１０お

よび３８２４６０でリストされた物以外の化学

製品（ＨＳ３８章）、②および③でリストさ

れた物以外のプラスチック製品（ＨＳ３９

章）、②および③でリストされた物以外の

ゴム製品（ＨＳ４０章）、石、プラスター、

セメント、アスベストス、ミカ（ｍｉｃａ）

および類似の製品（ＨＳ６８章）、②および

③でリストされた物以外の電気機械器具、

ならびに音声録音器・画像録画機およびそ

れらの部品ならびにアクセサリー（ＨＳ８５

章）、電気機関車（ＨＳ８６章）、ＨＳ８７０９を

除くトラクター（ＨＳ８７０１）、航空機、宇

宙船およびそれらの部品（ＨＳ８８章）、②

および③でリストされた物以外の光学・写

真製品（ＨＳ９０章）、座席（ＨＳ９４０１）、台

所家具（ＨＳ９４０３４０）、玩具・ゲームの一

部（ＨＳ９５章）などの製品は関税が完全に

免除される。官報で１０頁の比較的短いリス

トであるが適用範囲は広い。

（３） 卒業メカニズム（ｇｒａｄｕａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍ）

従前のＧＳＰに基づく特恵関税では、韓国、
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シンガポール、中国香港も含む１４５ヵ国・地

域の開発途上国が関税の免除または減額の恩

恵の対象となっていたが、開発が進み国民所

得が増加した一定の国の一定のセクターにつ

いては、特恵関税の適用を徐々に廃止する。

これをＧＳＰの卒業メカニズム（ｇｒａｄｕａｔｉｏｎ

ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）という。

現在ＧＳＰの対象国となっている国につい

ても、下記の２つのファクターにより開発の

程度と専門化の程度を測定して、特恵関税の

適用を廃止していく（ＧＳＰ規則第３条１項）。

①当該国の一人あたりの国民所得および輸出

と、ＥＵの一人あたりの国民所得および輸

出との比率

② 下記ａ．とｂ．の比率：

ａ．当該国の当該セクターのＥＵへの輸出

が当該セクターの全輸出国からＥＵへ

の輸出品に占めるシェア。

ｂ．当該国の全製品のＥＵへの輸出がＥＵ

の全輸入品に占めるシェア。

すでに約３０の対象国の一定のセクターにつ

きＧＳＰの不適用がＧＳＰ別表Ⅱに明記されて

いる。重要なものとして次のものがある。肥

料を除く化学製品（中国）、肥料（ロシア、白

ロシア、カザフスタン、ウクライナおよびチ

リ）、プラスチックおよびゴム（マレーシア

およびタイ）、皮革製品（アルゼンチン、ブ

ラジル、インドおよびパキスタン）、木材（マ

レーシアおよびインドネシア）、紙製品（ブ

ラジル）、ＨＳ５０－６０章の各種繊維製品（イン

ドおよびパキスタン）、ＨＳ６１－６３章の各種

衣類（マレーシア、タイ、マカオおよび中国）、

ＨＳ６４－６７章の各種靴（ブラジル、タイ、イン

ドネシアおよび中国）、ガラスおよび陶器

（中国）。このリストは拡大する。なお、旧ソ

連およびその周辺諸国ならびにブラジル、メ

キシコ、南アおよび中国からのＥＣＳＣ鉄鋼製

品は、特別の理由でＧＳＰの適用がない。

さらに、当該国からのあるセクターの製品

がＧＳＰ受益国の同セクターの輸出合計の２５

％を越える場合には、特恵関税の恩恵が失わ

れる（ライオンのシェア条項、ＧＳＰ規則第

４条１項）。

従って、国民一人あたりの所得が高い国、

また同種の製品を大量にＥＵに輸出している

国は、ＧＳＰによる特恵関税の恩恵を取得す

ることが将来困難になる。

ただし、その国からの当該製品のシェアが

全受益国のＥＵへの当該セクターの全輸出の

２％以下の場合には、卒業メカニズムは適用

されない（ミニマムシェア条項、ＧＳＰ規則

第４条２項）。

なお、自由労働組合および労働協約に関す

る国際労働機関（ＩＬＯ）憲章８７および９８、な

らびに児童労働の禁止に関するＩＬＯ憲章１３７、

一定の環境基準を遵守するためのコストを考

慮してＧＳＰによる関税の引き下げ幅を顕著

に拡大する（ＧＳＰ規則第１０条）。

ＥＣと欧州自由貿易連合（ＥＦＴＡ）は、古

くから自由貿易協定を締結し、相互の原産品

が特恵を享受するために必要な原産地のルー

ルを採択した。９４年からは、欧州経済領域

（ＥＥＡ）協定を締結し、ＥＦＴＡにとって替

わっている。

ＥＵは、経済相互援助会議（ＣＯＭＥＣＯＮ）

解体後、旧ソ連衛星国と友好通商条約を結ん

でいった。ついでＥＵは、チェコ、ポーラン

ド、ハンガリー、スロバキアの中欧、ブルガ

リア、ルーマニア、スロベニアの東欧、バル

ト３国、スイス、ノルウェー、アイスランド

の１３ヵ国との間に、欧州協定（Ｅｕｒｏｐｅ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）と呼ばれる第二世代の自由貿易

協定を締結した。これは、デモクラシーおよび

基本的人権擁護の理念ならびに「欧州拡大の

挑戦」という欧州委員会のレポートおよび９２

年８月のエジンバラサミットの宣言に基づき、

将来これらの国の多くがＥＵに加盟するとい

３．中・東欧諸国、ＥＦＴＡ、ＥＥＡと

ＥＵとの欧州協定
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う可能性を念頭に入れて締結されたものであ

る。具体的には、ＥＦＴＡの旧加盟国の大部分

が現在のＥＵに加盟したように、まずＥＵ－

ＥＦＴＡの条約に類似する条約を締結かつ積

極的に展開し、ＥＵ加盟交渉を並行的に行う。

欧州協定は、技術的にはＥＵと上記の各国

との間において締結されている。しかし、内

容的には、周辺国間相互に極めて類似してい

ると共に最終的にはＥＥＡ協定となったＥＵ－

ＥＦＴＡ間の条約に類似している。欧州条約

によると、「商品自由流通」（ｆｒｅｅ ｍｏｖｅ‐

ｍｅｎｔｏｆｇｏｏｄｓ）の理念に基づき（農産物、

繊維および鉄鋼製品など重要品目について保

護を認めるという例外を除き）、自由貿易の

領域が漸増していく。

また、ＥＵの経済、社会労働関係の多くの

指令および規則は「商品自由流通」を促進す

る目的もしくは効果を有する。さらにこれら

のＥＵ法を国内法化することがＥＵへの加盟

交渉の要件であるので、これらのＥＵ法の多

くは、これらの国の国内法としてすでに受け

継がれている。

欧州協定のもとでは過渡期間を過ぎれば相

互にそれぞれＥＵもしくは他の当該国の原産

品については、関税を全く適用しない。また、

ＥＵおよび原産国の原産材料のみならず他の

欧州協定加盟国の原産材料も原産材料として

最終製品の原産材料の計算に加算される（汎

ヨーロッパ原産地ルール）。この点、後に詳

細に説明する。

ＧＳＰと異なり製品の重要性により多くの

製品につき、関税が減額されるのではない。

また、相手国の多くが最終的にはＥＵ加盟を

目指しているので、貿易プロジェクトが成功

すると卒業条項によって特権関税の適用が終

了してしまうというＧＳＰのジレンマはない。

さらに、ＧＳＰは、期限のある規則の形で制

定され、現在の規則は２００１年１２月まで有効で

ある。その後今までと同様に継続されるかい

なかは、厳密に言えばその直前に規則が制定

されるまでわからないが、欧州協定には、そ

のような期限はない。したがって、長期的な

生産・投資計画が可能である。また、生産国

がＥＵの一部になれば共通市場に自動的に参

入できる。

欧州協定の中・東欧など多くの相手国が、

輸出用製品の製造のための原料・部品につき

輸入税の減免措置を与えていたが、これは

ＥＵの生産者よりもこれらの国で生産を行う

第三国の生産者の方が優遇されてしまうので、

暫定期間の経過後廃止されることになった

（欧州協定のＰｒｏｔｏｃｏｌ４の第１５条）。たとえ

ば、日本のメーカーが、ハンガリーで日本か

らの部品を用いて生産した製品の部品には関

税がかからないとすると、オランダのメー

カーが日本から部品を買って来てＥＵの関税

を払い、オランダで生産するのに比べてより

有利になる。

（１） 原産地の概念

原産地（または原産国、ｃｏｕｎｔｒｙｏｆｏｒｉ‐

ｇｉｎ）とは、当該製品がどの国で作られたか

を決定するルールと一応言えるが、その基準

は適用される協定や規則によって内容や条件

が異なるため相対的である。このことが多く

の人の誤解の原因になっている。

原産地のルールには、特恵関税に関するも

の（ｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｏｒｉｇｉｎ）と非特恵関係の

もの（ｎｏｎ－ｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｏｒｉｇｉｎ）とがある。

両者は、目的および内容・条件が異なるので、

原産国の決定も異なる場合がしばしばある。

「原産国」または「原産地」という言葉が

使われる場合、その意味は、たいてい「非特

恵の原産地」である。非特恵の原産地は，文

字どおり「当該製品がどの国で作られたか」

を決定するルールなので、非特恵の原産地は、

必ずある。これに対して、特恵関税の恩恵を

付与するための原産地の条件は、かなり高く

設定され、その取得がしばしば困難であるた

４．原産地の概念は相対的である
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め原産地の条件を満たす国がないことがしば

しばある。換言すると非特恵関係の原産地は、

「どこの国か？」という問題であるのに対し、

特恵関係のための原産地のルールは、「ある

かないか？」の問題である。

（２） 非特恵原産地

非特恵関係の原産地の意義は、下記のとお

りである。

① 第１に、輸入通関の手続の際に、原産地を

申告し、輸入統計の資料となる。ＥＵでは原

産地によって関税が異なるという取り扱いを

していないので関税率の点では、差異はない。

② 第２に、非特恵関係の原産地は、アンチ

ダンピング税を賦課する際の基準として使わ

れる。すなわち、かりにマレーシアの複写機

について反ダンピング調査が行われる場合に、

調査の範囲はマレーシアを原産とする複写機

となる。したがって、マレーシアで製造され

た複写機の検査のみ日本で行い、これを日本

からＥＵに出荷しても、アンチダンピング調

査の対象からはずれるわけではない。また、

この例でアンチダンピング税が賦課された場

合には、マレーシアを原産地とする複写機に

ついてアンチダンピング税が適用される。

実際、タイを原産とするミニチュアベアリ

ングにつき最初のアンチダンピング手続が行

われたときには、当該製品はタイを原産とす

るものではないという理由で手続を終了した。

結果としては、日本産であるという理由で日

本のミニチュアベアリングにつき適用されて

いたアンチダンピング税が当該製品について

適用されたはずである。

なお、この点については、ＥＵ基本アンチ

ダンピング規則に、迂回防止条項（ａｎ‐

ｔｉ－ｃｉｒｃｕｍｖｅｎｔｉｏｎ）が含まれているので、

その適用によるべきであって、第三国組み立

て品に対して、迂回防止条項の適用をするの

みならず、原産地規則を重複的にまたは選択

的に適用すべきでないとする議論がある。

③ 第３に、ＥＵアンチダンピング規則に、

昔スクリュードライバー条項と呼ばれた迂回

防止条項（ａｎｔｉ－ｃｉｒｃｕｍｖｅｎｔｉｏｎ）が含まれ

ている（ＥＵの基本アンチダンピング規則第

１３条１０項）。

ＥＵの規則ではＥＵ内または第三国でおこ

なわれた組立作業が次の条件をみたすときに

部品に対してアンチダンピング税の賦課が行

われる。

ａ．アンチダンピング調査の開始以降または

その直前に作業が開始され顕著に増加した。

ｂ．アンチダンピング措置の適用を受ける国

から輸入される関係部品が、製品の部品の

全価値の６０％以上の場合。「アンチダンピ

ング税の適用を受ける国から輸入される部

品」とは、そのような国を原産地とする材

料のことを指すので、ＥＵ内で製造された

部品でも、孫部品の大部分の原産国が輸出

国と認定されれば、その部品は依然として

アンチダンピング税の適用国を原産地とし

ている旨考えられる。

ただし、組立工程で持ち込まれた部品に対

する付加価値がその製造コストの２５％を上回

る場合には、回避行為とはみなされない。

④ 第４に、９２年ＥＣ域内統一市場（ｉｎｔｅｒ‐

ｎａｌｍａｒｋｅｔ）の完成によって、各加盟国の

輸入数量制限（ｑｕｏｔａ）は、原則として廃止

されたが、例外的に一部が残存している。こ

の場合に、法律的には、非特恵関係の原産地

の基準が使われると想定される。

⑤ 第５に、ＷＴＯセーフ・ガード協定に基

づく緊急輸入規制が行われる場合に、非特恵

関係の原産地の基準が使われると想定される。

（３） 非特恵関係の原産地の実体的基準

ＥＵの非特恵関係の原産地の実体的基準は、

６８年の閣僚理事会規則８０２号（８０２／６８）の規

定を引き継いだＥＵ関税法（Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

ＣｕｓｔｏｍｓＣｏｄｅ）により、製品の生産が２ヵ

国以上にわたるときは、最終の実質的（ｔｈｅ
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“ｌａｓｔｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｐｒｏｃｅｓｓｏｒｏｐｅｒａｔｉｏｎ”）

な工程が行われた国を原産地とする旨定める

とされる。ただし、最終の実質的工程は、経

済的に正当化され、そのための施設を有する

工場でなされ、新しい製品の製造もしくは製

造の重要な工程に該当しなければならない。

このような抽象的な規定では、実際の判断

が難しいので、十数種類の製品については、個

別的な規則が採択された。たとえば、ラジオテ

レビ受信機、カセットレコーダーについては、

付加価値が４５％である（付加価値基準）。半導

体については、拡散工程（ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）を行う

ことが条件である（工程基準）。しかし、ほ

とんどの製品につきこのような具体的な基準

はない。この点につき関税協力理事会を継承

するＷＣＯ（ＷｏｒｌｄＣｕｓｔｏｍｓＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ、

在ブリュッセル）が具体的な基準を作ること

になっているが、その作業は進んでいない。

原産地ルールは、特恵関税に関するものも

非特恵関係に関するものも、組み立てなど当

該オペレーションが行われる国の原産地が取

得できない場合にそのオペレーションを禁止

したり違法にしたりするものではない。関税

やアンチダンピング税を賦課されるだけであ

る。しかし、生産国政府から日系企業の進出

や投資にあたり政治的な理由で、一定の付加

価値やローカルコンテンツを要求される場合

がある。そのため、そのような場合と原産地

ルールとが混同される１つの原因になってい

る。日本からの自動車の数量制限との関係で、

本来適用されるべき非特恵原産地ルールの代

わりに、特恵関税の原産地ルール（６０％）ま

たはこれよりもさらに困難な基準（７０％もし

くは８０％）を政治的な圧力から要求されたこ

とは記憶に新しいことである。

（１） 原産地取得の条件

生産が２ヵ国にわたるときは、十分な加工

が 行 わ れ た （ｕｎｄｅｒｇｏｎｅ ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｌｙ

５．ＧＳＰに基づく原産地規則

ｗｏｒｋｉｎｇｏｒｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）ときに、当該国

が原産地と考えられる（第６７条１項（ｂ））。

「十分な加工」とは、９９年１月２２日までは、

非原産材料のすべての関税分類コードが変更

するかまたはＥＵ関税法施行規則（Ｃｏｍ‐

ｍｉｓｓｉｏｎＲｅｇｕｌａｔｉｏｎｌａｙｉｎｇｄｏｗｎｐｒｏｖｉ‐

ｓｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅｉｍｐｌｉｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆＣｏｕｎｃｉｌ

ＲｅｇｕｌａｔｉｏｎｅｓｔａｂｌｉｓｈｉｎｇｔｈｅＣｏｍｍｕｎｉｔｙ

ＣｕｓｔｏｍｓＣｏｄｅ）の添付１５の表の定める条

件を満たす場合となっていた。

しかし、９９年１月１５日の欧州委員会規則４６

号（４６／１９９９）により変更されたＥＵ関税法

施行規則により、単にＥＵ関税法の添付１５の

表の定める条件を満たす場合のみ、十分な加

工が行われたと考えられる（第６９条第１項、

２項）ことになった。したがって原産地の基

準は、歴史的には、関税コードの変更を基礎

にする場合が多かったが、現在は付加価値お

よび非原産材料の価額よりも大きな原産材料

の価額などの基準を多く使用している。また、

一般的な傾向として原産地の条件をかなり緩

和してきている。したがって、５年前、１０年

前に困難であったことがそうでなくなってい

る場合がしばしばある。現在の添付１５の表は、

９９年１月１５日付けの欧州委員会規則４６号

（４６／１９９９）で改正されている（ＯＪＬ１０，

１５Ｊａｎｕａｒｙ１９９９，ｐ．９－８０）。

従来は、ＧＳＰの原産地の条件は、欧州協

定のそれよりもハードルのより高い、難しい

ものであったが、この改正でほとんど同じ水

準になった。

① ４０％基準

ＧＳＰ規則添付１５の表のうち最も簡単な条

件は、「非原産材料が、工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」こと

である。このアプローチは、付加価値６０％と

必ずしも同じではない。工場渡し価格がコス

ト割れの場合には、コストによる付加価値が

６０％であっても非原産材料が、工場渡し価格
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（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えてしまう。

蒸気機関（ＨＳ８４０６）、エンジン（ＨＳ

８４０７）、上記２つのパーツ（ＨＳ８４０９）、ジー

ゼルエンジン（ＨＳ８４０８）、モーター（ＨＳ

８４１２）、エアコン（ＨＳ８４１５）、繊維製造用機

械（ＨＳ８４４４－８４４７）、タイプライターおよ

び計算機などの事務機（ＨＳ８４６９－８４７２）、

旋盤・工作機械（ＨＳ８４５６－８４６６）、種々の

機械／部品（ＨＳ８４８５および８５２２）、電気絶

縁コードおよび機器（ＨＳ８５４４、８５４６および

８５４７）、炭素電極など（ＨＳ８５４５）、電気機関

車（ＨＳ８６０８）、自動車（ＨＳ８７０３）、オプ

ティカルファイバー（ＨＳ９００１）、レンズ、

プリズム、鏡その他光学機器（ＨＳ９００２）、

眼鏡（ＨＳ９００４）、楽器（ＨＳ９２章）などは、

これだけが条件になっている。

② 非原産材料が原産材料を超えない

「非 原 産 材 料 が、 工 場 渡 し 価 格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」こ

とに加えて「非原産材料が原産材料を超えな

い」という第二の要件をも満たすことが必要

とされる場合。（ｘ）マイクロフォン、アン

プおよびスピーカー（ＨＳ８５１８）、ラジオ送

信機、テレビカメラなど（ＨＳ８５２５）、レー

ダー、ラジオリモートコントロール（ＨＳ

８５２６）、ラジオ受信機（ＨＳ８５２７）、テレビ受

信機（ＨＳ ８５２８）、ＨＳ ８５２５－８５２８の部品

（ＨＳ８５２９）、ならびに（ｙ）カセットレ

コーダー（ＨＳ８５２０）、ＶＣＲ（ＨＳ８５２１）、エ

ンジンのサイズにより２０～３０％オートバイ

（ＨＳ８７１１）などである。これらについては、

また選択的な１つの条件として、「非原産材

料が工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の２５

％以下（ｘの場合）もしくは３０％以下（ｙの

場合）、またはオートバイのようにエンジン

の容量により２０～３０％」であれば、通常原産

品と扱われ特恵関税の対象となる。

③ すべての材料の４桁の関税コードが変更

されること

下記の製品については、すべての材料の関

税コードが変更されることが要件とされてい

る。セラミック製品（ＨＳ６９章）、ガラス

（ＨＳ７０章）、ナイフおよび切削刃（ＨＳ８２１１

および８２１４）、スプーン（ＨＳ８２１５）、集中暖

房用ボイラー（ＨＳ８４０３および８４０４、ただし、

上記４０％の基準も選択的に使える）、船舶

（ＨＳ８９章、ただし、上記４０％の基準も選択

的に使える）。一般的にこの要件を満たすの

は容易ではない。そのため、過去においては、

この基準が多くの製品に適用されてきた。

上記の組み合わせのような条件を必要とす

る製品もある。

④ ①と③の組み合わせ

４０％とすべての材料の４桁の関税コードが

変更されることの双方が必要とされる製品と

して下記がある。原子炉（ＨＳ８４章）、ター

ボ・ジェット、ターボ・プロペラ、その他の

ガスタービン（ＨＳ８４１１）、工業用扇風機およ

び送風機（ＨＳ８４１４）、計量器（ＨＳ８４２３）。

選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％（原子炉は３０％）を超えなければ

それだけ原産地が取得できる。

⑤ ①、②および③の組み合わせ

冷蔵庫および冷凍機（ＨＳ８４１８）、望遠鏡

および双眼鏡（ＨＳ９００５）。

これらについては、また選択的な１つの条

件として、「非原産材料が工場渡し価格（ｅｘ－

ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の２５％以下（前者）もしくは３０

％以下（後者）であれば、原産品と扱われる。

⑥ 製品と同じ関税コードの部品の材料価額

が工場渡し価格の１０％を超えないこと

例えば、材料（ｍｉｃｒｏｃｈｉｐｓ）から製造さ

れた関税コード（ＨＳＨｅａｄｉｎｇ８５４２）の半

導体（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔｓ）については、
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次の２つの条件が規定されている。電気モー

ターおよび発電機（ＨＳ８５０１および８５０２）も

ほぼ同じ内容である。

－ａ．非原産材料が製品の工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えないこ

と、およびｂ．非原産材料のうち、共通関

税コードＨＳ８５４１およびＨＳ８５４２の材料が

製品の工場渡し価格の１０％を超えないこと。

－選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％を超えなければそれだけで原産

地が取得できる。

また、以前存在した「非原産国の専用部品

が工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の５％

を超えないこと」という条件は、しばしば困

難を伴う。このため、アンチダンピング税を

賦課された某社が、日本から第三国に複写機

生産を移したときに、この要件のため特恵関

税は得られなかったと言われている。

さらに、上記の２つの要件に加えて少数の

製品であるが、ラジオ・テレビ受信機など、

「トランジスターがすべて原産国製品であ

る」という追加要件が比較的最近まで必要で

あり、日本製のトランジスターを使わせない

ようにしていた。しかし、この点は、最近改

正されたので、ビジネスチャンスである。最

新の添付表は、９９年に採択されたので、一読

されることをお勧めする（ＯＪＬ１５Ｊａｎｕ‐

ａｒｙ１９９９，ｐ．９－８０）。

（２） 原産地条件の例外

① 不完全な加工

上記　の条件を満たせば、原産地の条件は

満たされるのが通常である。しかし、何も実

際の加工をせず利益のみで付加価値をつけよ

うとする濫用も考えられるので、下記の加工

などでは不十分であると規定されている（関

税施行規則第７０条１項）。利益が付加価値と

して認められること自体が否定されるもので

はない。

ａ．製品の保護・保管のための運送・保管中

の良い条件を維持するための活動

ｂ．廃塵、取捨選択、分類、結合、洗濯、塗

装、切断などの単純な活動

ｃ．ｉ．包装の変更、パッケージの破棄およ

びその組み立て

ｉｉ．単なる瓶、フラスコ、袋、ケース

への充填、単なるカードもしくは板へ

の接着ならびにその他すべての単純な

梱包活動

ｄ．製品もしくはその包装におけるマーク、

ラベルその他類似の識別のための符号を付

加すること

ｅ．混合物の構成物が輸出国またはＥＵの原

産地の条件をみたさない場合にこれら同種

または異種の製品を単に混合すること

ｆ．完成品を構成する部品の単なる組み立て

ｇ．ａ～ｆまでの組み合わせ

ｈ．動物の解体処理

② ５％の例外

上記の例外としてＨＳ５０～６３章以外の製品

については、最終製品の工場渡し価格の５％

を超えない範囲で非原産材料を用いることが

できる。非原産材料が超えてはならない１以

上の最大限のパーセンテージが要件となって

いる場合は、これらのパーセンテージを超え

てはならない（関税施行規則第７１条）。した

がって、この例外が意味を有するのは、関税

コードの変更や非原産材料が原産材料を超え

てはならない条件など、パーセンテージの要

件以外の条件が適用される場合であろう。

③ アクセサリー、スペアパーツおよび道具

アクセサリー、スペアパーツおよび道具

（ｔｏｏｌｓ）が、通常機械、車両などの一部と

なりその価格に含まれているかまたは別に請

求されない場合には、機械、車両などの一部

となる（関税施行規則第７３条）。
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④ セット

セットは、それを構成している物品が原産

品である場合に原産品となる。ただし、セッ

トが原産品と非原産品で構成されている場合

は、非原産品の物品の価額がセットの工場渡

し価格の１５％以下であれば、セット全体が原

産品となる（関税施行規則第７４条）。

（３） ＥＵ原産材料の加算

「ＥＵ－輸出国原産材料の累積」が重要で

ある（ｄｏｎｏｒｃｏｕｎｔｒｙｅｌｅｍｅｎｔ）。例えば、

インドからの輸出品については、ＥＵを原産

とする材料は、すべて原産品に加算される

（関税施行規則第６７条２項）。そのような材

料は、十分な作業または工程を経る必要はな

いが、関税施行規則第７０条の不十分な作業ま

たは工程を超える作業または工程を経なけれ

ばならない。

（４） ＡＳＥＡＮ原産材料の加算

「ＡＳＥＡＮ地域付加価値累積ルール」が重

要である。ＡＳＥＡＮ地域の材料は、すべて加

算される（関税施行規則第７３条）。例えば、

輸出国がマレーシアで、材料がインドネシア、

タイ、フィリピンおよびベトナムから調達さ

れている場合には、ＡＳＥＡＮ地域の原産品は

すべて最終工程が行われた国の付加価値に累

積される。ただし、最終工程が行われた国の

付加価値が、材料を供給したＡＳＥＡＮの他の

国の材料のうち最も高い材料を供給した国の

価額よりも高くなければならない。そうでな

い場合には原産材料のうち最も高い価額の材

料を供給した国の原産品と考える（同第７２条

３項）。

（５） 吸収ルール（ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｒｕｌｅまたは

ｒｏｌｌｕｐｒｕｌｅ）

非原産材料も輸出国において原産地ルール

の適用により原産材料に転換することもでき

る。すなわち、非原産材料が原産材料に転換

される。たとえば、マレーシア原産となった

半導体の一部の材料が日本を原産とする場合

であっても、それがマレーシアでテレビの製

造に使われれば、半導体の価額の全額がマ

レーシア原産とカウントされる（関税施行規

則第６９条３項および添付表１４、ノート３．１参

照。ＯＪＬ１０，１５．１．１９９９，ｐ．１－４）

なお、下記７．（６）に記載されたエンジンに適

用される吸収ルールは、ＧＳＰ規則の上記ノー

ト３．１でも同様に引用されている。ただし、下

記７．（５）との比較では、ＡＳＥＡＮを別とする

と汎ヨーロッパ原産地ルールに匹敵する広域

における原産地部品の調達が難しいのでその

分がＧＳＰでは困難な要素となる可能性があ

る。

（６） 個別適用

上記の原産地の条件を判断するための単位

は、ＨＳシステムの関税の分類を行うときの

基本単位（ｂａｓｉｃｕｎｉｔ）である。ＨＳシステ

ムの関税の分類により１つの製品が複数の物

もしくは集合体である場合、その全体が基本

単位となる。貨物がＨＳシステム上同一の関

税分類がなされる商品の場合、その各々につ

き原産地の条件が満たされなければならない

（関税施行規則第７０条ａ．１項）。

したがって同種の商品を反復して輸入する

場合には、各々の商品につき原産地の条件を

毎回充足しなければならない。製品全体の平

均として、または一定の期間の平均もしくは

会計年度で平均値として満たせばよいもので

はない（ここは、アンチダンピング調査の際

の計算方法と異なるところである）。

（７） 直接輸出の要件

輸出国とＥＵの間の運送は、原則として直

接行われなければならない（関税施行規則第

７８条）。

（８） 原産地証明書の発行と提出
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特恵関税の適用を実際に受ける場合に必要

な移動証明書（ｍｏｖｅｍｅｎｔｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）は

Ｆｏｒｍ Ａと呼ばれ、これは原産地証明書で

もある（関税施行規則第８１条１項）。Ｆｏｒｍ

Ａは、輸出国の税関または権限のある当局が

発行する（関税施行規則第８１条５項）。

Ｆｏｒｍ Ａは、輸出者書面による申請に基づ

き、かつ特恵関税のための証拠書類が提出さ

れた場合のみ発行される（同条２、３および

４項）。輸出者は、税関など輸出国当局の請

求により常に適正な証拠を提出しなければな

らない（同条４項）。輸出国の当局が、製品

の原産地の確認に必要な手続を行う責任を有

する（同第８４条）。

Ｆｏｒｍ Ａは、輸出国当局の発行から１０ヵ

月以内に輸入国の当局に提出されなければな

らない（関税施行規則第８２条１項）。上記時

間の制限は、例外的な場合には超過が許され

る（同２項）。また、他の遅延の場合も製品

が１０ヵ月以内に輸入国の当局に提示されれば、

これを受諾することができる（同３項）。

（９） ＧＳＰに基づく原産地証明書の調査手続

互恵・共同運用のＥＵと相手国間のいわゆ

る欧州協定特恵関税に相対してＧＳＰの規則

に基づく特恵関税は、ＥＵが多くの開発途上

国に対して一方的、恩恵的に与える制度であ

る。したがってその運用も、輸出国の税関に

行わせしむる点もあり、ＥＵまたはその加盟

国の税関の一方的な運用という側面もある。

Ｆｏｒｍ Ａ（原産地証明書）が輸出国に返

還された後、輸出国の税関は、６ヵ月以内に

調査確認手続（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を行い、かつ

その結果を当該ＥＵの税関に伝達しなければ

ならない（関税施行規則第９４条３項）。この

結果は、Ｆｏｒｍ Ａが実際に特恵関税を受け

られることを証明（ｅｓｔａｂｌｉｓｈ）するもので

なければならない。この点に関して、輸出国

の関税当局は、輸出関係の文書を少なくとも

３年間保管しなければならない（同条７項）。

したがって、いったん輸出国の当局が原産地

を認めたからといっても、後に覆されること

が当然ありうるわけである。日系企業は、

「いったんお上が発行してくれたものは、覆

らない（少なくとも自分の責任ではない）。」

あるいは「当局が発行してくれれば、弁護士

の意見や詳細の検討など不要である」という

安易な仮定をする場合が多いので注意しなけ

ればならない。

Ｆｏｒｍ Ａ（原産地証明書）の事後調査確

認（ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）手続の要請

から６ヵ月以内に輸出国の税関当局が調査の

結果に関する回答をしない虞れが存し、また

は当該回答が製品の原産地を決定するのに十

分な情報を含まない場合には、２回目の調査

要請の連絡を輸出国当局に送付する（関税施

行規則第９４条５項）。２回目の調査要請の連

絡の後４ヵ月以内に輸出国の税関当局が調査

の結果に関する回答をせずまたは当該回答が

製品の原産地を決定せしめない場合には、調

査を要請した当局は、例外的な場合を除き、

特恵関税の適用を拒絶する（同９４条５項）。

互恵的な欧州協定と異なり、ＧＳＰの制度に

おいては、解釈の問題が生じたり２国間で紛

争が生じたときも、ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎＣｏｍｍｉｔ‐

ｔｅｅまたは関税協力委員会に相当する機関は

ない。また、ＦａｒｏｅＳｅａｆｏｏｄ事件（Ｊｏｉｎｅｄ

Ｃａｓｅｓ Ｃ－１５３／９４ ａｎｄ Ｃ－２０４／９４［１９９６］

ＥＣＲ２４６５，２５５２）で欧州裁判所は、ＥＵが調

査団を輸出国に派遣した例で、原産国の確認

が出来ない場合には、仮に輸出国当局が信義

にしたがって証明書を発行し、かつＥＵとは

相異なる意見を有していても、また原産地委

員会に付託されていなくても、輸入国の税関

は当該商品の通関後であったとしても関税の

請求を行うことができる、と判示している。

（１） 原産地を取得するための条件

特恵関税の原産地の取得に関する従前の原

６．欧州協定に基づく原産地規則
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産地ルールは、新しい汎ヨーロッパ原産地

ルールに関しても維持されている。すなわち、

非原産品も、「十分に加工された」（ｓｕｆｆｉ‐

ｃｉｅｎｔｌｙｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ）場合に原産地を取得

する。しかし、実際には各商品ごとに具体的

な要件を定めた表が、欧州協定のプロトコー

ル４（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ４）に別表２として添付され

ているのでそれにより具体的なルールが確認

できる（なお、当該製品が各協定にカバーされ

ているかいないかは、各協定によって異なる

のでこの点をまず確認しなければならない）。

新しい汎ヨーロッパ原産地ルールは、今ま

で最も進んだ原産地のルールとされている

ＥＥＡルールを模範としているが、いくつか

の違いが認められる。

第１に、９６年１月１日に発効した関税の分

類 に 関 す る 統 一 制 度 （ｈａｒｍｏｎｉｚｅｄ

ｓｙｓｔｅｍ）に基づいている。

第２に、技術進歩に伴う加工の進歩がある

程度考慮されている。

第３に、多くの協定が、多国籍累積ルール

（ｄｉａｇｏｎａｌａｃｃｕｍｌａｔｉｏｎｒｕｌｅ）により相

互に関係している。

なお、以下のルールは、具体的な原産地の

条件の例示であるが、前に述べた事由により、

ＧＳＰの最新の改正により、これらの製品に

ついては同じ条件となっている。

① ４０％基準

プロトコール４添付２の表のうち最も簡単

な条件は、「非原産材料が、工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」こと

である。このアプローチは、付加価値６０％と

必ずしも同じではない。工場渡し価格がコス

ト割れの場合には、コストによる付加価値が

６０％であっても非原産材料が、工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えてしまう。

蒸気機関（ＨＳ８４０６）、エンジン（ＨＳ

８４０７）、上記２つのパーツ（ＨＳ８４０９）、ジー

ゼルエンジン（ＨＳ８４０８）、モーター（ＨＳ

８４１２）、エアコン（ＨＳ８４１５）、繊維製造用機

械（ＨＳ８４４４－８４４７）、旋盤・工作機械（ＨＳ

８４５６－８４６６）、タイプライターおよび計算機

などの事務機（ＨＳ８４６９－８４７２）、種々の機

械／部品（ＨＳ８４８５および８５２２）、電気絶縁

コードおよび機器（ＨＳ８５４４、８５４６および

８５４７）、炭素電極など（ＨＳ８５４５）、電気機関

車（ＨＳ８６０８）、自動車（ＨＳ８７０３）、オプ

ティカルファイバー（ＨＳ９００１）、レンズ、

プリズム、鏡そのほか光学機器（ＨＳ９００２）、

眼鏡（ＨＳ９００４）、楽器（ＨＳ９２章）などは、

これだけが条件になっている。

② 非原産材料が原産材料を超えない

「非原産材料が、工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋ

ｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」ことに加えて「非

原産材料が原産材料を超えない」という第二

の要件をも満たすことが必要とされる場合。

（ｘ）マイクロフォン、アンプおよびスピー

カー（ＨＳ８５１８）、ラジオ送信機、テレビカメ

ラなど（ＨＳ８５２５）、レーダー、ラジオリモー

トコントロール（ＨＳ８５２６）、ラジオ受信機

（ＨＳ８５２７）、テレビ受信機（ＨＳ８５２８）、ＨＳ

８５２５－８５２８の部品（ＨＳ８５２９）、ならびに（ｙ）

カセットレコーダー（ＨＳ８５２０）、ＶＣＲ

（ＨＳ８５２１）、エンジンのサイズにより２０～３０

％オートバイ（ＨＳ８７１１）などである。これ

らについては、また選択的な１つの条件とし

て、「非原産材料が工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋ

ｐｒｉｃｅ）の２５％以下（ｘの場合）もしくは３０％

以下（ｙの場合）、またはオートバイのよう

にエンジンの容量により２０～３０％」であれば、

通常原産品と扱われ特恵関税の対象となる。

③ すべての材料の４桁の関税コードが変更

されること

下記の製品については、すべての材料の関

税コードが変更されることが要件とされてい

る。セラミック製品（ＨＳ６９章）、ガラス

（ＨＳ７０章）、ナイフおよび切削刃（ＨＳ８２１１
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および８２１４）、スプーン（ＨＳ８２１５）、集中暖

房用ボイラー（ＨＳ８４０３および８４０４、ただし、

上記４０％の基準も選択的に使える）、船舶

（ＨＳ８９章、ただし、上記４０％の基準も選択

的に使える）。一般的にこの要件を満たすの

は容易ではない。そのため、過去においては、

この基準が多くの製品に適用されてきた。

上記の組み合わせのような条件を必要とす

る製品もある。

④ ①と③の組み合わせ

４０％とすべての材料の４桁の関税コードが

変更されることの双方が必要とされる製品と

して下記がある。原子炉（ＨＳ８４章）、ターボ

・ジェット、ターボ・プロペラ、その他のガ

スタービン（ＨＳ８４１１）、工業用扇風機およ

び送風機（ＨＳ８４１４）、計量器（ＨＳ８４２３）。

選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％（原子炉は３０％）を超えなければ

それだけ原産地が取得できる。

⑤ ①、②および③の組み合わせ

冷蔵庫および冷凍機（ＨＳ８４１８）、望遠鏡

および双眼鏡（ＨＳ９００５）。

これらについては、また選択的な１つの条

件として、「非原産材料が工場渡し価格（ｅｘ－

ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の２５％以下（前者）もしくは３０

％以下（後者）であれば、原産品と扱われる。

⑥ 製品と同じ関税コードの部品の材料価額

が工場渡し価格の１０％を超えないこと

例えば、材料（ｍｉｃｒｏｃｈｉｐｓ）から製造さ

れた関税コード（ＨＳＨｅａｄｉｎｇ８５４２）の半

導体（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔｓ）については、

次の２つの条件が規定されている。電気モー

ターおよび発電機（ＨＳ８５０１および８５０２）も

ほぼ同じ内容である。

－ａ．非原産材料が製品の工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えないこ

と、およびｂ．非原産材料のうち、共通関

税コードＨＳ８５４１およびＨＳ８５４２の材料が

製品の工場渡し価格の１０％を超えないこと。

－選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％を超えなければそれだけで原産

地が取得できる。

（２） 原産地条件の例外

① 不完全な加工

上記　の条件を満たせば、原産地の条件は

満たされるのが通常である。しかし、何も実

際の加工をせず利益のみで付加価値をつけよ

うとする濫用も考えられるので、否定的に下

記の加工などでは不十分であると規定されて

いる（プロトコール４、第７条１項）。利益

が付加価値として認められること自体が否定

されるものではない。

ａ．製品の保護・保管のための運送・保管中

の良い条件を維持するための活動

ｂ．廃塵、取捨選択、分類、結合、洗濯、塗

装、切断などの単純な活動

ｃ．ｉ．包装の変更、パッケージの破棄およ

びその組み立て

ｉｉ．単なる瓶、フラスコ、袋、ケース

への充填、単なるカードもしくは板へ

の接着ならびにその他すべての単純な

梱包活動

ｄ．製品もしくはその包装におけるマーク、

ラベルその他類似の識別のための符号を付

加すること

ｅ．混合物の構成物が輸出国またはＥＵの原

産地の条件をみたさない場合にこれら同種

または異種の製品を単に混合すること

ｆ．完成品を構成する部品の単なる組み立て

ｇ．ａ～ｆまでの組み合わせ

ｈ．動物の解体処理

なお、ＥＵと他方の締約国のそれぞれの活

動を合わせて考慮したうえで当該活動が不十

分か否かの判断を行う（プロトコール４、第

７条２項）。この点は、ＧＳＰ規則には、規定
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されていない点である。

② １０％の例外

上記の例外としてＨＳ５０から６３章以外の製

品については、最終製品の工場渡し価格の１０

％を超えない範囲で非原産材料を用いること

ができる。非原産材料が超えてはならない１

以上の最大限のパーセンテージが要件となっ

ている場合は、これらのパーセンテージを超

えてはならない（プロトコール４、第６条２

項）。したがって、この例外が意味を有するの

は、関税コードの変更や非原産材料が原産材

料を超えてはならない条件など、パーセン

テージの要件以外の条件が適用される場合で

あろう。

③ アクセサリー、スペアパーツおよび道具

アクセサリー、スペアパーツおよび道具

（ｔｏｏｌｓ）が、通常機械、車両などの一部と

なりその価格に含まれているかまたは別に請

求されない場合には、機械、車両などの一部

となる（プロトコール４、第９条）。

④ セット

セットは、それを構成している物品が原産

品である場合に原産品となる。ただし、セッ

トが原産品と非原産品で構成されている場合

は、非原産品の物品の価額がセットの工場渡

し価格の１５％以下であれば、セット全体が原

産品となる（プロトコール４、第１０条）。

（３） ２国間累積ルール（ｂｉｌａｔｅｒａｌａｃｃｕ‐

ｍｕｌａｔｉｏｎｒｕｌｅ）

従来から２国間累積ルール（ｂｉｌａｔｅｒａｌ

ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎｒｕｌｅ）が認められている。こ

れによると、「ＥＵを原産とする材料は、

チェコにおいて取得される製品に組み込まれ

る場合にはチェコを原産とすると考えられる。

そのような材料は、十分な作業または工程を

経る必要はないが、第７条１項の不十分な作

業または工程を超える作業または工程を経な

ければならない」（プロトコール４、第３条）。

（４） 汎ヨーロッパ原産地ルール

９７年および９９年、欧州協定（Ｅｕｒｏｐｅ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）の原産地ルールの改正により、

汎ヨーロッパレベルの原産地累積のルール

（Ｐａｎ－ＥｕｒｏｐｅａｎＳｙｓｔｅｍ）が成立した。

新しい汎ヨーロッパ原産地ルールの主な目的

は、ＥＵとポーランド、ハンガリーなどの旧

社会主義国との間の原産地に関する協定を、

ＥＦＴＡまたはＥＥＡとの間でＥＵが結んでい

る協定の進んだ内容に改めることである。こ

の汎ヨーロッパ原産地ルールは、発展段階の

飛躍的に進んだ原産地規則の形態である。

ＧＳＰには、一般的に含まれていない。ＧＳＰ

には、ＡＳＥＡＮなどの地域累積のルールがあ

るが、汎ヨーロッパ原産地ルールに比べると

遙かに限定的である。

ＥＵ、ノルウェー、アイスランド、スイス、

リヒテンシュタイン、トルコ（例外あり）、

チェコ、スロバキア、ブルガリア、スロバニ

ア、ルーマニア、エストニア、ラトビア、リ

トアニア、ポーランドおよびハンガリーを原

産とする材料は、輸出国において取得される

製品に組み込まれる場合にその国またはＥＵ

の原産品と考えられる（多国間累積ルール、

プロトコール４の第３条１項、第４条１項）。

そのような材料は、十分な作業または工程を

経る必要はないが、第７条１項の不十分な作

業または工程を超える作業または工程を経て

いない場合には、輸出国における付加価値が

上記の他のいかなる１国における付加価値よ

りも大きくなければならない。」（プロトコー

ル４の第３条２項、第４条２項）。

例えばポーランドで生産を行うものは、こ

れらの地域の何れの国からその原産材料を調

達しても、第７条の不完全な加工以上の加工

を行えば非原産材料とはならないのでＥＵに

輸出される場合原産地の認定上有利に扱って

もらえる。ＥＵの生産者も、チェコから調達

した材料について、第７条の不完全な加工以
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上の加工を行えば非原産材料として扱われな

いので特恵関税を利用して中欧の他の国に輸

出できる。

（５） 関税払い戻しの禁止

従来中欧などの生産を伴う投資招聘国では、

輸出される場合に輸入材料に適用される関税

の払い戻し（または免除）を行っていたとこ

ろがあった。ＥＵの生産者が、ＥＵ外からの

輸入部品または材料につき必ず関税を払わな

ければならないことと権衡を失するという批

判があった。

したがって、新しい原産地ルールは、これ

を禁止することにした（第１５条１項）。しかし、

これらの国の関税は、ＥＵのそれよりも高い

場合が多いので、多くの製品の種類につき、そ

の関税分類により５％（ＨＳ２５～４９章および

６４～９７章）または１０％（ＨＳ５０～６３章）という

ような関税の払い戻し（または免除）を認めた。

また、暫定的に払い戻し（免除）制度を継続で

きるという例外が定められている場合がある。

（６） 吸収ルール（ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｒｕｌｅまたは

ｒｏｌｌｕｐｒｕｌｅ）

非原産材料も輸出国において原産地ルール

の適用により原産材料に転換することもでき

る。すなわち、非原産材料が原産材料に転換

される。たとえば、ブルガリア産となった半

導体の一部の材料が日本を原産とする場合で

あっても、テレビの製造に使われれば、半導

体の価額の全額がブルガリア原産とカウント

される（プロトコール４別表１、ノート３．１）。

これを吸収ルールという。

吸収ルールは重要である。上記の半導体の

例では、日本から材料を持ってきて製造を

行っている日系メーカーからその製造国の原

産品である半導体を購入すれば、購入価格全

体が原産材料となる。

また、例えば、エンジンも自動車も非原産

材料が４０％を超えないことが原産地取得の条

件である。上記プロトコール４別表１、ノー

ト３．１に粗加工材料、例えば、ＨＳ ７２２４

“ｏｔｈｅｒｓｔｅｅｌｒｏｕｇｈｌｙｓｈａｐｅｄｂｙｆｏｒｇ‐

ｉｎｇ”からエンジンを製造する具体例が示さ

れている。まず日本（またはその他のＥＵも

しくは上記の国々以外の国）からの鋳塊

（ｉｎｇｏｔ）は、粗加工材料（例えば、ＨＳ

７２２４など）に加工される段階で加工地の原産

地を取得するので日本など第三国の材料は吸

収されてカウントされなくなる（かりにこの

部分を３万円としよう）。さらに、このよう

に吸収されなかった日本その他の第三国の材

料が１０万円あったとする。エンジンの価額を

２５万円とすると、日本から１３万円の材料を

持ってきて２５万円のエンジンを作ると２５万円

全体が原産材料になる。

上記の例で自動車の価格を１００万円、現地

の自動車生産会社の利益を５％とすると、残

り７０万円（＝１００－５－２５）の付加価値のう

ちまだエンジン以外に４０万円日本から持って

きてよいことになる。かりに労務費・製造加

工費が１５万円とすると、材料費合計８０万円

（＝１００－５－１５）のうち、５３万円相当分日

本から持ってきてよいことになる。吸収ルー

ルをエンジンのほかに他の部品にも適用でき

れば、実際日本から持ってこられる部品はさ

らに増えてもよいことになる。勿論、エンジ

ンやその他の部品は自分で作らなくても部品

メーカーや他の自動車メーカーから買っても

よいわけである。

（７） 個別適用

上記の原産地の条件を判断するための単位

は、ＨＳシステムの関税の分類を行うときの

基本単位（ｂａｓｉｃｕｎｉｔ）である。ＨＳシステ

ムの関税の分類により１つの製品が複数の物

もしくは集合体である場合、その全体が基本

単位となる。貨物がＨＳシステム上同一の関

税分類がなされる商品の場合、その各々につ

き原産地の条件が満たされなければならない
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（プロトコール４、第８条）。

したがって同種の商品を反復して輸入する

場合には、各々の商品につき原産地の条件を

毎回充足しなければならない。製品全体の平

均として、または一定の期間の平均もしくは

会計年度で平均値として満たせばよいもので

はない（ここは、アンチダンピング調査の際

の計算方法と異なるところである）。

（８） 直接輸出の要件

輸出国とＥＵの間の運送は、原則として直

接行われなければならない（プロトコール４、

第１３条）。

（９） 原産地証明書の発行

特恵関税の適用を実際に受ける場合に必要

な移動証明書（ｍｏｖｅｍｅｎｔｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）は

ＥＵＲ．１と呼ばれ、これは原産地証明書でもあ

る。

ＥＵＲ．１は、輸出国の税関が発行する。さ

らに、最近輸出者はその責任でＥＵＲ．１を発

行できるようになった（第１７条１項）。輸出

者は、税関の請求により常に適正な証拠を提

出する用意ができていなければならない（同

３項）。また、輸出者は、第１７条３項に規定

された証拠を３年間保管しなければならない

（第２８条１項）。輸出国の税関は、原産地の

要件を確認する責任を有する（第１７条５項）。

（１０） 欧州協定に基づく原産地の調査

原産地証明書ＥＵＲ．１発行後の調査および

確認（ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）は、輸出国

の税関によってアトランダムにもしくは輸入

国の税関当局が原産地の有無もしくは書類の

真正またはその他プロトコール４の条件につ

き合理的な嫌疑を有する場合に行われる

（ＥＵ・チェコ間の欧州協定のＰｒｏｔｏｃｏｌ４、

第３２条１項）。

輸入国の税関のイニシアチブにかかる場合、

輸入国の税関は、輸出国の税関にＥＵＲ．１お

よびインボイスを返却する。適当な場合には、

調査を求める理由を添える。原産地の証拠と

して提出された情報が不正確であることを示

す書類または情報も送付される（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ４、

第３２条２項）。

ＥＵＲ．１の確認は、輸出国の税関がこれを

行う。輸出国の税関は、証拠を請求し、輸出者

の会計書類またはその他の書類を検査する

（同３項）。調査期間中、輸入国の税関は、その

後の輸入通関につき、予防措置（ｐｒｅｃａｕ‐

ｔｉｏｎａｒｙｍｅａｓｕｒｅ）を条件にこれを認める

ことができる（同４項）。実務上、予防措置とし

て銀行保証の差し入れがなされる場合が多い。

ＥＵと上記の１０数ヵ国とのいわゆる欧州協

定のプロトコール４により規定されている

ルールは、２当事国間の国際協定による取り

決めで、かつ相互的な特恵の付与の形をとっ

ている。この取り決めの運用および原産地の

調査確認手続は、その多くが共同行為によっ

て行われる。

ＥＵＲ．１（原産地証明書）の調査確認

（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）手続の要請から１０ヵ月以内

に輸出国の税関当局が調査の結果に関する回

答をしない虞れが存し、または当該回答が製

品の原産地を決定するのに十分な情報を含ま

ない場合には、調査を要請した関税当局は特

恵関税の適用を拒絶する（第３２条６項）。実

務上は当事者がある程度の理由を有する場合

には、ただちに関税を賦課しない場合も多い。

しかし、関税の時効は、一般に３年なので早

急に必要な措置を取らないと厳しい取り立て

の手続が始まる。

この際に、輸出国および輸入国の間におい

て解決の出来ない紛争が生じ、またはプロト

コールの解釈の問題が生じたときは、Ａｓｓｏ‐

ｃｉａｔｉｏｎＣｏｍｍｉｔｔｅｅに付託される（Ｐｒｏｔｏ‐
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ＥＵの税制動向と企業の組織再編
（ＥＵ）

現在、欧州（西欧、一部中・東欧諸国も含む）に進出する日系製造業企業数は約８５０社

（ジェトロ調べ、９９年１２月現在）にのぼるが、域内市場統合、単一通貨ユーロの導入、生

産規模の拡大などに伴い、欧州統括本部の設置、組織再編など欧州域内での経営の効率化

が求められている。とりわけ統一的な経営手法に対する企業の関心はますます高まってい

るとみられる。

一方、ＥＵでは約４０年前から税制調和に取り組んでいるが、各国財政の基本となる税制

については伝統的に大きな違いが存在し、特に企業誘致政策の面ではＥＵ加盟各国とも自

主性の維持に固執しており、調和への道筋は困難を極めている。２０００年６月に開催された

ポルトガル・フェイラでのＥＵ首脳会議で、ようやく２００２年末までに現在提案されている

税制調和に関する包括パッケージ指令の決着を図ることで合意が形成された。しかし、付

加価値税（ＶＡＴ）、法人税の調和については、各国の税収に直結することから当面の実現

は困難とみられている。

本レポートはＫＰＭＧユーロ・ジャパン・センター（在ブリュッセル）の野村正智ディ

レクターに、ＥＵの税制統合の現状と見通し、包括パッケージ指令案（親子会社間の金利、

ロイヤリティー支払いの源泉税免除、預金金利の源泉税調和、有害な法人税競争と認定さ

れた６６の制度）、税制の活用をふまえた欧州における効率的な組織運営などについて解説

をお願いしたものである。

ブリュッセル・センター

（１） ユーロの市場統合へのインパクト

ユーロが導入されたことにより、ＥＵの市

場統合は一層進んで行くと見られています。

特に、直接的には次のインパクトが予想され

ています。

① ユーロ圏内では、通貨交換の必要がなく

１．ユーロとＥＵ市場統合による競争

の激化

なるため、取引コストが低下します。

② 為替リスクがなくなるため、ユーロ圏内

の投資リスクが低下します。

③ 同じ通貨単位となることで価格の比較が

しやすくなり、その結果、ユーロ圏内での

価格差が縮小します。

さらに、ユーロが導入されることにより、

中長期的には次の間接的なインパクトが現れ

る可能性があると思われます。
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① ユーロ参加国に対しては、財政赤字の制

限などが課されているため、財政赤字の原

因を取り除くため、財政の改革・社会保障

制度の改革が促進されます。財政・社会保

障制度の改革が進むと、政府部門の縮小、

課税軽減につながります。

② 労働コストの上昇で一国の競争力が失わ

れた場合、ユーロ圏内では為替レートの切

り下げによる競争力の回復ができなくなる

ため、労働力の流動化（雇用条件の変更、

企業・産業・地域間の移動など）によって、

競争力を回復する必要が出てきます。その

ため労働市場の流動化が促進されます。

（２） ＥＵ市場の方向

ユーロの導入により、ＥＵの市場統合は加

速されます。市場統合の進展は、国ごとに定

められていた規制が緩和、統合されることに

より、ＥＵにおけるビジネス・コストの低下、

参入コストの低下につながります。さらに電

子商取引の発展により、一層のビジネス・コ

スト低下が実現しうることなどの相乗効果を

伴って、今後ＥＵ市場における競争は激化し

て行くと思われます。

このような市場の変化に対応するためには、

あらゆる合理化の道を検討して、効率の追求

による生き残りをはかる必要があるでしょう。

効率化のひとつの方法として、税制の統合

を利用して市場統合に対応した効率の良い組

織再編を行い、競争力を強化することが考え

られます。

（１） 統合の現状

① 間接税

ａ．共通関税制度

ＥＵでは６８年に当時のＥＥＣ（欧州経済共

同体）として、対外的に共通の関税制度が

確立されました。

ｂ．共通ＶＡＴ（付加価値税）制度

ＶＡＴ（付加価値税）制度は、７７年に最

初の共通化指令が採択されて以来段階的に

統合が行われました。９１年には、ＥＵ内の

国境における検査を廃止する指令が採択さ

れ、９３年１月１日から実施されました。

９１年１月１日以来現在に至るこの制度で

は、ＶＡＴの賦課方法を一加盟国内の取引、

ＥＵ内の他の加盟国との取引、ＥＵ外の国

との取引の三種類に分けています。

商品の取引の場合、一加盟国内の取引で

あれば、販売者がＶＡＴを徴収して納付し

ます。他のＥＵ加盟国との取引で、相手が

ＶＡＴ番号を持っているＶＡＴ業者であれば、

相手のＶＡＴ番号を請求書に記載して、税

率は０％とします。取引相手は、その国の

ＶＡＴを申告することになります。ＥＵ外

の国の業者との取引であれば、税率０％で

２．ＥＵの税制統合の現状と見通し

・取引コストの低下

・価格差の縮小

・投資リスクの低下

・財政改革・社会保障制度の改革

・労働市場の流動化

図１ ユーロの市場統合へのインパクト

図２ ＥＵ市場の方向

規制緩和、競争の推進、電子商取引の発展

競争の激化

効率の追求による生き残り

市場統合の加速
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輸出します。

現行制度では、他のＥＵ加盟国のＶＡＴ

業者との取引を、原則としてＥＵ外の国の

業者との取引と同様に扱っており、一加盟

国内の取引とは区別しています。このため、

ＥＵ市場統合の観点からは、暫定的な制度

と考えられています。最終的には、ＥＵ内

取引においても、販売者が出荷国のＶＡＴ

を徴収して納付するという制度とし、ＥＵ

内取引を一加盟国内取引と同様に扱うこと

が予定されています。

当初は９７年に最終的な制度に移行するこ

とが予定されていましたが、制度変更に伴

い、消費国から出荷国（輸入の多い国から

域内輸出の多い国）にＶＡＴ収入が移るた

め、その調整、再配分をどのように行うか

などの難問があり、最終的な制度導入の目

途は全く立っていません。

欧州委員会では、最終的な制度導入に対

する加盟国のコンセンサス形成は当面難し

いと見ており、その代わりとして、簡素化、

手続きの統一などを通じて、現行の制度を

使いやすくすることに力を入れています。

② 直接税

税務当局同士の情報交換などの促進は早く

から行われていましたが、直接税の分野での

実質的な税制の調和は、９０年まで実現しませ

んでした。９０年には下記の３つの指令・協定

が一括して採択されました。

ａ．親子会社間の配当に対する源泉税の免除

に関する指令（理事会指令９０／４３５）

ＥＵ内にある親会社が、ＥＵ内にある子

会社の株式を２５％以上所有している場合、

子会社から親会社への配当に対して源泉税

を徴収しないことを定めました。

ｂ．特定の組織再編の際のキャピタルゲイン

への課税繰延（合併指令）（理事会指令

９０／４３４）

ＥＵ内における特定の形の企業の合併・

分割、資産の譲渡の際に発生するキャピタ

ルゲインへの課税を繰り延べる共通の税制

が定められました。

ｃ．移転価格に関する二重課税回避のための

仲裁制度を設立するための協定

移転価格税制適用に伴う、関係会社間の

利益の調整に際し、二重課税が発生するこ

とを防止するための仲裁制度が、ＥＵ加盟

国間の協定という形で採択されました。

（２） 現在提案されている税制の統合

① 包括法案

下記の法案を一括して採択することを条件

とした包括法案が提案されており、審議は大

詰めを迎えています。

ａ．親子会社間の金利・ロイヤルティ支払い

に対する源泉税免除指令案

ＥＵ内にある持株率２５％以上の関係会社

間の金利・ロイヤルティ支払いに対して源

泉税を徴収しないことを提案しています。

ｂ．預金金利に対する源泉税の調和指令案

預金金利に対する源泉税の調和を提案し

ています。居住者、非居住者に関わらず一

律に２０％の源泉税を賦課するか、居住国の

税務当局に通知を行うかの選択を加盟国が

行うことで、制度を調和させることを提案

しています。

ｃ．有害な法人税競争の排除

国外からの投資を国内企業による投資よ

りも優遇することで、ＥＵ内の投資をゆが

める可能性のある優遇法人税制度を廃止す

ることを定めています。ただし、これは拘

束力のない行動綱領に加盟国が合意すると

いう形をとっています。

上記の包括法案は、９９年１２月に開催された

ヘルシンキ首脳会議（欧州理事会）で採択さ

れるはずでしたが、預金金利に対する源泉税

の調和指令案に対し、イギリスとルクセンブ

ルクが反対したため、採択が延期されました。

２０００年６月に開催されたフェイラ首脳会議で
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は２００２年末までに同包括法案を採択すること

など一定の合意に達しましたが、今後も実質

的な詳細項目について合意形成が進められる

予定です。

また、有害な法人税競争の排除に関しては、

９９年１１月に６６の制度を有害と認定した報告書

が経済財政理事会に提出されました。この報

告書では、オランダ、ベルギーなどの投資誘

致制度を軒並みリストアップしているため、

報告書作成に参加したオランダ代表が反対を

表明しています。このため、経済財政理事も

態度を保留しています。

② その他の法案

①の包括法案のほかに、下記の税制統合が

提案されています。

ａ．ＥＵ内の子会社で発生した損失を、他の

ＥＵ加盟国にある親会社の利益と相殺する

ことを認める指令案

ｂ．損失の繰り越しに関する制度を調和させ

る指令案

この指令案は、損失と利益の相殺指令案

と対をなす法案です。

ｃ．欧州会社法案

欧州会社法案は、欧州会社（Ｓ．Ｅ．）を

設立するための会社法ですが、損失と利益

の相殺を認める税制が含まれています。

③ 今後提案される可能性のある税制統合

９２年に欧州委員会が作成した報告書では、

これまで触れた点のほかに、次の分野の統合

が重要であるとしていました。

ａ．移転価格税制適用の際の事前協議制度

ｂ．過小資本税制の統一

ｃ．本社費用の配賦と株主費用に関する共通

ルール

ただし、現在これらの分野でＥＵ統合政策

を実現しようという動きはみられません。

④ ＥＵ税制統合の中長期的見通し

ａ．税制立法に関する、全会一致制が廃止さ

れると、税制に関する法案の採択は急速に

進むと予想されます。

各加盟国の税制をどのように定めるかは、

各加盟国の国益に関わる重大な事項である

ため、ＥＵでは税制の立法において全加盟

国の賛成を要件としています。この税制立

法の可決に全加盟国の賛成が必要な点が、

ＥＵにおける税制統合の進展を遅らせてい

る第一の原因だといえます。しかしながら、

ユーロの導入によって通貨という障壁がな

くなったため、税制がクロスボーダーの事

業展開に対する障壁としてより強く認識さ

れるようになりました。現在、ＥＵの制度

改革のための政府間協議（ＩＧＣ）が開催さ

れていますが、ここで欧州委員会は税制立

法に特定多数決（加盟国の大きさによって

加重した投票方式による多数決制）を導入

するよう提案しています。税制立法に特定

多数決制が導入されると、税制の統合は急

速に進展すると予想されます。

ｂ．加盟国間の課税に関する考え方の違いが

あるため、税制は中長期的にも加盟国の権

限として残ると予想されます。

現在のＥＵの法人税制の統合は、税制そ

のものの調和というよりも、ＥＵ内におけ

る二重課税の排除が主な目的です。今後、

もし税制立法に特定多数決制が導入される

と、税制立法は急速に進展すると予想され

ます。しかしながら、税制そのものの調和

は、加盟国間で課税に対する考え方に大き

な違いがあるため、立法方式に関わらずコ

ンセンサスの形成は非常に難しいと言えま

す。例えば、英国は小さい政府、課税軽減

を掲げているのに対し、欧州大陸の国々は、

高福祉高課税を政策としてきました。欧州

委員会にしても税制は基本的に加盟国の主

権に属する事項であり、ＥＵの単一市場に

必要最小限の範囲を超えての立法は行わな
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いと、特定多数決制度導入提案の際に明言

しています。従って、法人税率や法人税課

税基礎などの調和は、現在のＥＵ統合の範

囲としては考えられていないといえます。

ｃ．課税軽減のトレンドは、財政・社会福祉

制度改革への圧力として働くと予想されま

す。

税制は、一国の経済的資源をどのように

再配分するかを定める、一国の経済政策の

重要な要素です。さらに税制は一国の競争

力を直接左右する可能性があります。現在

先進国の間では、米国、英国が小さな政府、

軽課税による経済発展を実現したため、政

府部門の縮小、課税軽減を目指す動きが目

立っています。特に名目上の企業の税負担

の目安である法人率については、低下が顕

著です（表１参照）。

しかしながら、欧州大陸の主要国は、従

来大きな政府、高負担をを政策としてきた

ため、政策の転換に苦しんでいます。総体

としての財政規模縮小に手間取っているた

め、法人税率の低下は、個人に対する課税

（個人所得税、社会保険料、付加価値税な

ど）の強化につながっています。相対的に

資本は移動しやすく、労働者は移動しづら

いと考えられていますが、有害な法人税競

争の排除は、移動しやすい資本に対する課

税軽減の代償として、労働に対する課税強

化が行われるという流れを止めようとして

いることに端を発しています。別の見方を

すれば、ユーロ導入に象徴されるＥＵ統合

に伴う財政・社会福祉制度改革への圧力が

非常に強いことを物語っています。ですか

ら、欧州大陸の各国はいずれは政府部門の

表１ 主要国の法人税率

９８年 ９９年 ２０００年 トレンド

オーストリア ３４％ ３４％ ３４％

ベルギー ４０．１７％ ４０．１７％ ４０．１７％

デンマーク ３４％ ３２％ ３２％

フィンランド ２８％ ２８％ ２９％ ↑

フランス ４１．６６％ ４０％ ３６．６６％ ↓

ドイツ ５６．６６％／４３．６％ ５２．３１％／４３．６％ ５１．６３％／４２．８０％ ↓

ギリシャ ３５％／４５％ ３５％／４５％ ３５％／４０％ ↓

アイルランド ３２％ ２８％ ２４％ ↓

イタリア ４１．２５％ ４１．２５％ ４１．２５％

ルクセンブルク ３７．４５％ ３７．４５％ ３７．４５％

オランダ ３５％ ３５％ ３５％

ポルトガル ３７．４％ ３７．４％ ３７．４％

スペイン ３５％ ３５％ ３５％

スウェーデン ２８％ ２８％ ２８％

英国 ３１％ ３１％ ３０％ ↓

チェコ ３５％ ３５％ ３１％ ↓

ハンガリー １８％ １８％ １８％

ポーランド ３６％ ３４％ ３０％ ↓

日本 ５１．６％ ４８％ ４２％ ↓

米国 ４０％ ４０％ ４０％

（２０００年１月１日現在 ＫＰＭＧ調べ）
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縮小、課税軽減を成功させると期待するこ

とができます。

（１） 組織効率化の分野

欧州における効率的な組織を考える場合、

大きく次の３つの分野が考えられます。

① キャッシュフローの見直し

② 販売の強化

③ バックオフィスの合理化

従来、日本企業は、親会社の単独決算が重

要視され、また日本の法人税率が比較的高

かったため、子会社レベルでの税効率を重視

する必要があまりありませんでした。しかし

ながら、次の理由により、全世界的な税効率

を見直すメリットが現れてきました。

① 日本の税制では、外国の支店、子会社、

孫会社で支払った税の控除を認める外国税

額控除制度があります。しかしこの制度に

は日本の法人税率にリンクした限度額があ

り、現在のように日本の法人税率が低下し

てくると、欧州で支払った税金を全額控除

できなくなってきます。このため、欧州で

の節税が重要になってきます。

② 日本で連結決算が重視されるようになっ

てきたため、子会社から本社へ配当する必

要が減ります。

③ ＥＵ市場統合の進展によって、従来の国

単位の販売組織が必ずしも必要ではなく

なってきました。

④ 税制統合を利用して欧州の事業組織を再

編することによって、欧州事業全体の税負

担を引下げることができます。

（２） 中間持株会社によるキャッシュフロー

の改善

全世界的な利益の流れと課税の見直しを行

うと、キャッシュフローに大きなインパクト

があります。欧州に限れば、利益の上がる各

市場での課税、配当に際しての課税、欧州・

３．欧州における効率的な組織の追求

日本での受取配当に対する課税に注目するこ

とになります。

ＥＵ内に中間持株会社を導入する利点は、

次の税効率の向上です。

① ＥＵ内の親子会社間の配当源泉税免除指

令を利用することで、各子会社が配当する

際の配当源泉税がゼロになる。

② 対日配当源泉税が低い、もしくは、ない

国に中間持株会社を設置すると、日本に配

当する際の源泉税が削減できる。

③ 利益を日本に配当せずに中間持株会社か

ら再投資すれば、日本での課税、外国税額

控除の限度額の問題を回避し、資金効率を

高めることができる。

④ ベルギー、オランダ、ルクセンブルクな

ど、キャピタルゲイン非課税国に設立する

ことで、非課税で事業の売却を行うことが

できる。

さらに、中間持株会社設立の際には、日本

の法人税法第５１条を利用して簿価での再編が

可能です。日本の法人税法第５１条では、新設

会社に対する既存子会社の株式の現物出資、

新設会社の株式の９５％以上所有などを条件に、

日本国外の子会社の簿価による再編を認めて

います。

図３ 欧州持株会社

親 会 社

欧州持株会社

販売現法 販売現法 製造現法
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（３） 販売の強化とバックオフィスの合理化

一般的に、顧客と対面で接する営業の最前

線の中央集中化は、事業にとってマイナスの

影響を持つとみられています。しかし、顧客

と対面で接することのない販売サポート機能、

バックオフィス機能などは、１ヵ所に集中、

合理化することで規模の利益を実現すること

ができます。バックオフィスの合理化による

コスト削減と営業の最前線の強化による販売

の拡大を同時に行うことが、理想的であると

いえます。

ＥＵ市場統合に対応した販売の強化方法と

しては、例えば次の分野が考えられます。

① 国別販売テリトリー（一国一販売会社）

の見直し

② 欧州内地域本部制の導入

③ 事業部別欧州本社の設立

バックオフィス機能合理化の例としては、

次の分野が考えられます。

① 支店化

② 代理店方式（コミッショネア方式）

③ サービス・センター、コール・センター、

ディストリビューション・センターなどの

設立

各地に分かれていた機能を一ヵ所に集中

することによって規模の利益を実現するこ

とができます。

（４） 支店化

① 支店化の概要

営業は販売子会社ではなく、支店を通じて

行います。事業を統括するための本店を置き、

支店を管理します。本店と支店は法的に一体

であるため、組織の簡素化が容易になります。

② 支店化の長所

ａ．欧州本店への権限の集中が容易になりま

す。

ｂ．間接部門の合理化が可能になります。

ｃ．支店の損益を本店の利益と相殺できます

（ＥＵ加盟国により制度が異なる点に注意

する必要がある）。

③ 支店化の短所

ａ．販売子会社を支店化する際に、営業権の

移転を伴うため、営業権に対するキャピタ

ルゲイン課税が発生する可能性があります。

ただし、合併指令の利用による課税繰り延

べを行える可能性があります。

ｂ．支店化の際に、従業員との雇用契約、顧

客、代理店、サプライヤーなどとの契約を

すべて移転しなければならないため、手続

きが煩雑になる可能性があります。ただし、

ひとつのまとまった事業として支店化する

場合、一括して移転を行える可能性があり

ます。

ｃ．本店と支店は同一法人とみなされるため、

本店は支店に対し無限責任を負うことにな

ります。

ｄ．支店ごとの法人税・ＶＡＴの申告、会計

記録の維持を行う必要は残るため、機能の

集中化を伴わないと、合理化の効果は限定

されてしまいます。

（５） 代理店（コミッショネア）方式

① 代理店方式の概要

ａ．代理店は、営業に専念します。在庫など

の販売リスクは一切取りません。

ｂ．売り上げは本店が立てます。本店は代理

図４ 支店化

親 会 社

欧 州 本 店

支 店 支 店 支 店
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店に手数料を支払います。在庫・債権管理

も本店で行い、利益を本店に集中させます。

ｃ．代理店の売り上げは、原則として本店か

らの手数料だけになります。

② 代理店方式の長所

ａ．本店を低税率国に置くことで、税効率が

飛躍的に高まる可能性があります（法人税

に関しては、表１参照）。

ｂ．代理店の機能を、営業に絞ることができ

るため、全体の組織が一層簡素化でき、効

率的になります。

③ 代理店方式の短所

ａ．代理店は、本店名義ではなく、自店名義

で営業を行うことが必要です。

ｂ．販売会社方式から、代理店方式への転換

の際に、営業権移転を伴うため、販売会社

側で営業権に対するキャピタルゲイン課税

が発生する可能性があります。

図５ 代理店（コミッショネア）方式

本 店

代理店

顧 客

手数料

対面営業

配送・請求・
アフターサービスなど
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フランダース地方における
廃棄物規制（ベルギー）

ベルギー・フランダース地方では９７年１２月１７日、廃棄物の予防および管理に関するフラ

ンダース規則を定めるフランダース地方政令（通称：ＶＬＡＲＥＡ）を導入した。同政令に

基づきフランダース地方では、９９年７月１日から、消費者が有する家庭用電気製品や自動

車など特定の廃棄物を、消費者が代わりの製品を購入することを条件として、産業側が引

取りをおこなう義務が発生している。同規制はＥＵレベルで導入が検討されている電気・

電子機器廃棄物（ＷＥＥＥ／ＷａｓｔｅＥｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＥｑｕｉｐｍｅｎｔ）の新たな規

制を先取りするものとして注目される動きであることから、以下に、同政令の概要を紹介

するとともに、これに対する産業側の対応として、特に家庭用電気製品産業の動きについ

て報告する。

ブリュッセル・センター

ＶＬＡＲＥＡは、フランダース地方の廃棄物

行政のフレームワークを定める８１年７月の廃

棄物の予防および管理に関するフランダース

地方法律を主たる根拠とし、既存の廃棄物関

連規制を整理し、さらにいくつかの新たな概

念を導入するために制定された政令であり、

廃棄物の回収義務、再利用、回収・輸送・処

理の方法、および廃棄物の輸出入などについ

て細かく規定している。同政令では廃棄物を

原則として、①家庭から生じる「家庭廃棄

物」、②産業活動により生じる「産業廃棄物」、

③危険物質や農鉱業原料、および同政令が特

に規定する廃棄物を集めた「特別廃棄物」の

３つのカテゴリーに分類している。

１．ＶＬＡＲＥＡの概要
（１） 廃棄物の回収義務

ＶＬＡＲＥＡでは、特に「特別廃棄物」に分

類される廃棄物のうち、①紙類、②乾電池お

よび蓄電池、③自動車、④タイヤ、⑤家庭用

電気製品の５分野について、フランダース地

方の最終販売者、流通業者、製造者、輸入業

者に対し、その回収を義務づけている。これ

らの製品の回収は、回収義務を課せられた者

の費用負担でおこなうこととされ、また回収

の対象となる廃棄物には、消費者が製品買い

替えなどの理由により、廃棄を希望する中古

製品も含まれる。同政令ではこれらの廃棄さ

れた中古製品のうち使用可能なものについて、

回収後、回収センターなどで再販売すること

も義務づけている。

同政令では、上記５分野のうち特に自動車、
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タイヤ、家電製品について、産業界への影響

を配慮し、回収義務の本格的導入までに過渡

的な取扱いを認めている。具体的には、これ

ら３分野における廃棄物の回収にあたり、回

収のための前提条件などを次の２段階に分け

て設定している。

第１段階：１９９９年７月１日から廃棄物回収義

務の発生と、「１対１の回収」条件の導入。

第２段階：２００４年７月１日から「１対０の回

収」条件の導入（回収義務の本格化）。

参考：ＶＬＡＲＥＡの概略

廃棄物の予防および管理に関するフランダース規則を定めるフランダース地方政令

【公布日】１９９７年１２月１７日【官報掲載日】１９９８年４月１６日

【施行日】１９９８年６月１日（一部の規定につき１９９８年１１月１日から施行）

第１章：総則

廃棄物の目録、廃棄物の除去作業および廃棄物の再利用を定義。

第２章：廃棄物の分類

廃棄物を家庭廃棄物、産業廃棄物、特別廃棄物および危険廃棄物に分類。

第３章：回収義務

回収義務のある廃棄物、回収作業のための認可団体および廃棄物処理計画の提出を規定。

第４章：廃棄物の再利用

再資源としての廃棄物の使用方法および使用の際の廃棄物証明について規定。

第５章：廃棄物の回収、輸送および処理

回収者の認定、運送者の登録、および廃棄物の申告・登録義務について規定。

第６章：廃棄物の輸出入

廃棄物の輸出入管理は９３年２月１日付欧州理事会指令（９３／２５９／ＥＣ）による規定の導入を規定。

第７章：廃棄物の分析

分析機関および分析方法を規定。

第８章：廃棄物の管理

行政担当者の権限を規定。

第９章：雑則・廃止規定

附則１．２．１： 廃棄物の目録（リスト）

附則２．４．１．１： 廃棄物の分析方法について

附則２．４．１．２： 危険廃棄物の目録（リスト）

附則４．１： 再利用すべき廃棄物の目録（リスト）

附則４．２．１： 肥料や土地改良剤としての再利用について

附則４．２．２： 建材としての再利用について

附則４．２．３： 土壌としての再利用について

附則４．３： 廃棄物証明の申請様式

附則： 環境測定パラメータのリスト（抄）

附則５．５．３．２： 医療廃棄物の目録（リスト）

附則６： 輸出入廃棄物の目録（リスト）
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上述の回収条件について、「１対１の回

収」条件とは、消費者が廃棄する製品を産業

側が無料回収するにあたって、廃棄する製品

（１個）のための代替製品を（１個）購入す

ることを産業側が要求できることを意味し、

「１対０の回収」条件とは、消費者に廃棄す

る製品（１個）のための代替製品購入を要求

することなく（０個）、無条件で無料回収を

おこなわなければならないことを意味する。

なお、回収義務の発生と回収条件の適用の

各時期については、表１のとおり整理される。

（２） 廃棄物行政の担当機関

廃棄物の回収義務は、フランダース地方で

製品を販売する各企業（あるいは個人）に対

して定められているものであるが、この義務

を個別企業単位で履行することは、費用的見

地あるいは行政効率の面から現実的ではない。

そのため同政令では、企業（個人）に課され

た回収業務を代行する者として、業界で組織

する非営利団体の設立を規定し、その業務範

囲や業務の認可などを定めている。

ＶＬＡＲＥＡでは、フランダース地方の廃棄

物行政をおこなう機関として、フランダース

公共廃棄物協会（通称：ＯＶＡＭ）を指定し

ている。ＯＶＡＭは、８１年７月の廃棄物の予

防および管理に関するフランダース地方法律

に基づき、８１年１０月１日に設立された協会で、

廃棄物および土壌汚染についての政策立案と

その行政実行の権限を有している。同政令に

規定される行政権限としては、①業界で組織

する非営利団体の認可と監督、②製品ごとに

定められたリサイクル率の監督、③廃棄物を

資源として再利用する際の証明書の発行、④

廃棄物回収業者および運送業者の認可、登録

および監督、⑤産業廃棄物やＰＣＢなど危険

物質の輸出入および国内取引における取扱い

数量などの情報管理、が挙げられる。

（３） 再生資源としての廃棄物の利用

ＶＬＡＲＥＡでは、特別廃棄物のうち、農業

廃棄物、鉱業廃棄物、溶剤、燃料などをリス

トアップし、①肥料、土地改良剤、②建材、

③土壌、④溶剤、潤滑剤、⑤燃料の５分野に

おける再生資源として最大限利用することを

規定している。これらの廃棄物を再生資源と

して利用する者は、当該廃棄物が再利用でき

ることを証明する有効証書を取得しなくては

ならない。

また、後述する家庭用電気製品については、

再生資源の具体的回収目標として、２０００年ま

でに鉄９５％、非鉄金属８５％、プラスチック２０

％を設定している。

（４） 廃棄物の回収・輸送・処理

ＶＬＡＲＥＡでは、危険廃棄物などの回収業

者に対して認可の取得を、またその輸送業者

に対しては登録を求めている。一方、産業廃

棄物を産出する者に対しては、産出した廃棄

物の性質とその構成、数量、処理方法などの

情報を記録し、１年に１度申告する義務を課

している。これらの認可・登録申請、廃棄物

情報の申告は、ＯＶＡＭに対してなされる。

表１ 条件別回収義務の発生時期

回収義務の発生 １対１回収 １対０回収

① 紙類 １９９８／６／１ １９９８／６／１～

② 乾電池および蓄電池 １９９８／６／１ １９９８／６／１～

③ 自動車 １９９９／７／１ １９９９／７／１～ ２００４／７／１～

④ タイヤ １９９９／７／１ １９９９／７／１～ ２００４／７／１～

⑤ 家庭用電気製品 １９９９／７／１ １９９９／７／１～ ２００４／７／１～
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（５） 廃棄物の輸出入

ＶＬＡＲＥＡでは、廃棄物の輸出および輸入

については、９３年２月１日付ＥＵ域内におけ

る廃棄物輸送の管理および監視に関する欧州

理事会指令（９３／２５９／ＥＣ）の規定に基づくと

し、同指令を国内法に導入するための規定を

定めている。

ＶＬＡＲＥＡの規定により９９年７月から、フ

ランダース地方の産業界に対して、表２に挙

げる家電製品の廃棄物の回収義務が発生して

いる。規制の対象となる家電製品は、主に

“白物家電”と称される大型の家庭用電気製

品（小型の家庭用電気器具を含む）と、“茶

物家電”と称される電子機器類の２つに大別

されている。

これらの家電製品は回収後、認可を受けた

処理施設内で、中古商品として再使用が可能

なものと、不可能なものの２つに分別される。

中古商品に分別された廃棄物は、処理施設に

付属する販売店で再販売されなくてはならな

い。一方、再使用不可能な製品については、

分解などの廃棄処理がおこなわれるが、その

際、危険物質および取扱いが危険な部品を選

別除去し、また鉄や非鉄金属、プラスチック

などの再生資源を回収しなくてはならない。

同政令では、回収された製品廃棄物について、

次の作業順序に従い処理することを義務づけ

２．家庭用電気製品の廃棄物

ている。

（１） 製品部品およびその構成物の本来の使

用目的に沿った再使用

（２） 材料の再使用またはリサイクル

（３） 熱分解または加水分解による化学物質

または原料の回収

（４） エネルギー回収を伴う焼却

このほか、本政令に規定され産業界が負う

べき義務としては、製造者、流通業者、最終

販売者の各レベルにおける、回収廃棄物の数

量および種類の年次報告義務、さらに製造者

については、これらの情報に加えて処理方法、

リサイクル達成率、最終処理形態（再利用か、

焼却処分か、埋め立て処分か）などの報告義

務が規定されている。

フランダース地方では、法律上は企業によ

る廃棄物の回収義務を定めているものの、実

際にはいくつかの未解決問題が残されている

ため、法律遵守の段階に至っていないのが現

状である。そのため現在、地方政府と産業界

がＥＵによる新たな廃棄物指令の導入を参考

にしながら、具体的な規制運用のあり方を模

索しているところである。規制の運用にあ

たっての未解決問題は以下の点に整理される。

３．実行上の問題点

表２ 廃棄物回収義務の対象となる家電製品

家庭用電気製品

（白物家電）

冷蔵庫、冷凍庫、空調機器、調理機、洗濯機、食器洗い機、脱水機、乾燥
機、温水器、オーブン、換気扇、電子レンジおよびその他のレンジ、移動
可能な暖房機具、湯沸し機、油揚げ機、トースター、ミキサーおよび泡立
て器、園芸用機具、掃除機、ミシン、アイロン、ヘアードライヤー、電気
シェーバー

電子機器類

（茶物家電）

テレビ受像機、コンピューター用モニター、ラジオ、アンプ、チューナー、
カセットテープレコーダー、レコードプレーヤー、ＣＤプレーヤー、ビデ
オ、ビデオカメラ、コンピューターおよび周辺機器、電話機およびファッ
クス機、コピー機、プリンター、携帯電話、拡声器
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（１） 産業界が負う回収義務は、個別企業レ

ベルで対応するよりも業界が設立する回収

団体をもって対応する方が費用的にも現実

的であるが、実際にはどのような形態（業

種区分、出資形態）の回収団体が適当であ

るのか。

（２） 家電製品廃棄物を例にとっても回収の

対象とされる製品が非常に多岐にわたり、

かつ消費者の製品入手経路も複雑である。

そのためフランダース地域の業界が設立す

るリサイクル団体が、いわゆる「フリーラ

イダー」（回収団体に出資しない企業）の

製品を回収せざるを得ない事態が起こり得

るのではないか。またその場合、費用負担

はどうするのか。

（３） ＶＬＡＲＥＡ法では再使用が可能な廃棄

物については中古販売することを義務づけ

ているが、その場合の品質保証は、誰がど

のようにおこなうのか。

（４） 国内のその他の地方（ワロン地方、ブ

リュッセル首都圏）では、ＶＬＡＲＥＡ法に

相当する規制を導入していない。そのため

フランダース地方の企業が、製品回収コス

トを製品価格に上乗せした場合、ベルギー

国内において同一製品に価格差が生じ得る。

なお、ＥＵが導入に向けて検討を進めてい

る電気・電子機器廃棄物（ＷＥＥＥ）指令に

おいても産業界による製品回収を義務化する

流れがあるが、現状、ＶＬＡＲＥＡ法はＥＵを

上回る規制内容となっていること、また、９９

年７月のフランダース地方政権の交代を受け

ＶＬＡＲＥＡ法に関する地方政府と業界とのそ

れまでの折衝は見直しされたことから、２０００

年３月末の時点で、上述の議論について目

立った進展がみられていない。

一方、産業界による製品回収の義務化およ

び廃棄物処理の流れを先取りしたビジネスが

進展しつつある。オランダでは、９８年６月に

施行された家電製品の処分に関する政令にも

とづき、フランダース地方に先行して、産業

界に対する製品回収義務や環境保護を目的と

する廃棄物の処理を定めているが、これを受

けて、オランダ・アイントホーフェン市近郊

にあるＭＩＲＥＣ社は、コンピューターおよび

そのモニターを中心とした廃棄物処理事業を

展開している。同社は当初、フィリップス社

（蘭）の製品リサイクル・センターとして設

立され、その後ワトコ・グループ（仏）の廃

棄物処理事業部門として今日に至っている。

４．規制を考慮した廃棄物処理事業の進展

図１ 代行サービスの流れ
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同社はＴＶモニターやコンピューター本体、

製品工場から排出される部品の屑や原材料屑

などを回収し、分解・破砕および危険物の選

別除去をおこなっている。また鉄、銅、プラ

スチックなどは再資源として回収している。

同社は、ＶＬＡＲＥＡ法などが規定する認可

を受けた廃棄物処理施設としての業務も、将

来の主要な事業と位置付けており、以下の代

行サービスを提案している。

（１） 認可を受けた廃棄物回収業者として、

廃棄物回収義務を負う個々の企業あるいは

それら企業が設立した業界団体と契約を行

い、法に定められた廃棄物回収、分解、分

別、処理、廃棄などの業務を代行する。

（２） 契約先企業（団体）に対しては、廃棄

物行政当局が求める資料（廃棄物処理状況

の報告など）を供給する。

（３） 契約先企業（団体）の求めに応じ、再

利用可能品の再販売を行う。

一方、ベルギー国内でもアントワープ近郊

のＡＰＰＡＲＥＣ社が、家電製品廃棄物につい

て同様な処理事業を展開しているほか、フラ

ンダース地方内だけでも１０数社が廃棄物処理

に関連した事業を手がけている。

（付録資料）：ベルギー、オランダを中心とした廃

棄物処理関連企業リスト（ＯＶＡＭ提供）

（注）９７年１２月１７日付け、廃棄物の予防および管理

に関するフランダース規則を定めるフラン

ダース地方政令（通称：ＶＬＡＲＥＡ）本文の

抄訳（ＪＥＴＲＯ仮訳）をご希望の方は、ジェ

トロ海外調査部欧州課（Ｔｅｌ：０３－３５８２－

５５６９）までお問い合わせ下さい。

（付録資料）

Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｓｃｒａｐ
（ベルギー、オランダを中心とした廃棄物処理関連企業リスト）

Ｔｈｉｓｌｉｓｔｉｓａｐｐｌｉｃａｂｌｅｆｒｏｍｔｈｅｄａｙｏｆｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ．
Ｔｈｉｓｌｉｓｔｗａｓｂａｓｅｄｏｎｄａｔａｒｅｇａｒｄｉｎｇｔｈｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｌｉｃｅｎｓｅ，ｉｎｆｏｒｍｅｄｂｙｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓｗｈｏａｒｅ
ｉｎｃｈａｒｇｅｏｆｔｈｅｌｉｃｅｎｓｅ．
ＯＶＡＭｉｓｎｏｔｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅｆｏｒｔｈｅｃｏｍｐｌｅｔｅｎｅｓｓ，ｎｏｒｆｏｒｔｈｅａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｗｈｉｃｈａｒｅｎｏｔｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅｄ
ｔｏｔｈｅＯＶＡＭ．

ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＣＥＮＳＥＵＮＴＩＬＬ

Ａｎｄｒｉｅｓ ３０－０４－２０１６

Ａｌｂｅｒｔｓｔｒａａｔ３２

２２００ＨＥＲＥＮＴＡＬＳ－ＮＯＯＲＤＥＲＷＩＪＫ

Ｔｅｌ：０１４／２６２１６３

Ｓｍａｌｌｓｔｏｒａｇｅｏｆｂｒｏｗｎｇｏｏｄｓａｎｄａｓ‐

ｓｏｒｔｅｌｅｃｔｒｉｃａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｍａｔｅｒｉａｌ

Ａｐｐａｒｅｃ ２３－１２－２０１７

Ｂａｅｃｋｅｌｍａｎｓｓｔｒａａｔ１２５

２８３０ＴＩＳＳＥＬＴ

Ａｎｔｗｅｒｐｅｎ

Ｔｅｌ：０３／８８６０８８１

Ｆａｘ：０３／８８６２２５２

Ｅ－ｍａｉｌ：

ｍａｒｋ．ａｄｒｉａｅｎｓｓｅｎｓ＠ａｐｐａｒｅｃ．ｂｅ

Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄｉｓａｓｓｅｍｂｌｉｎｇｏｆｗｈｉｔｅａｎｄ

ｂｒｏｗｎｇｏｏｄｓ

ＣＡＴ ０１－０９－２０１８

Ｍｏｌｌｅｓｔｒａａｔ－Ｆａｉｒｆｉｅｌｄｐａｒｋ

２８００ＭＥＣＨＥＬＥＮ

Ｔｅｌ：０１５／６１１００２

Ｆａｘ：０１５／６１７８５４

Ｓｔｏｒａｇｅａｎｄｄｉｓａｓｓｅｍｂｌｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｍａｔｅ‐
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ｒｉａｌ（ｔｅｌ．ｃｅｎｔｒａｌｅｓ，ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｅ－ｕｎｉｔｓ）

ＥｃｏＰＣＳｅｒｖｉｃｅｓ

ＰｒｉｎｓＢｏｕｄｅｗｉｊｎｌａａｎ１７ｂｕｓ６

２０２０ＡＮＴＷＥＲＰＥＮ

Ｔｅｌ：０３／４５１３２２０

Ｆａｘ：０３／４５１３２２９

ＯｎｌｙｒｅｐａｉｒｏｆｕｓａｂｌｅＰＣ’ｓｏｒｐａｒｔｓ

ＴｒａｄｉｎｇＤＶＡｆｒｉｃａｎＥｘｐｏｒｔ ２１－０９－２００８

Ｐｏｌｄｅｒ３

２８４０ＲＵＭＳＴ

Ｔｅｌ：０３／８４４２４９４

Ｆａｘ：０３／８４４２４９５

Ｓｔｏｒａｇｅ，ａｓｓｏｒｔｉｎｇａｎｄｒｅｐａｉｒｏｆｗｈｉｔｅ

ａｎｄｂｒｏｗｎｇｏｏｄｓ

ＷａｔｃｏＷａｓｔｅＣｅｎｔｒｅ

（ＷａｔｃｏＥｃｏＳｅｒｖｉｃｅＢｅｅｒｓｅ） ２７－０８－２０１８

Ｓｔｅｅｎｂａｋｋｅｒｓｄａｍ１６－１８

２３４０ＢＥＥＲＳＥ

Ｔｅｌ：０１４／６１５０７１

Ｆａｘ：０１４／６１８４７３

Ｅ－ｍａｉｌ：ｋａｔｉａ．ｐｅｅｔｅｒｓ＠ｗａｔｃｏ．ｂｅ

Ｗｅｂｓｉｔｅ：ｗｗｗ．ｗａｔｃｏ．ｂｅ

Ａｓｓｏｒｔｉｎｇａｎｄｄｉｓａｓｓｅｍｂｌｉｎｇｏｆｗｈｉｔｅ

ａｎｄｂｒｏｗｎｇｏｏｄｓ

Ｌｉｍｂｕｒｇ

Ｉｃｅ－Ｔｅｃｈ ２５－０６－２０００

Ｓｃｈｒｉｋｈｅｉｄｅｓｔｒａａｔ４１

３５８２ＫＯＥＲＳＥＬ

Ｔｅｌ：０１１／４３４９３９

Ｆａｘ：０１１／４３４９３９

Ｓｔｏｒａｇｅ，ａｓｓｏｒｔｉｎｇａｎｄｒｅｐａｉｒｏｆｗｈｉｔｅ

ａｎｄｂｒｏｗｎｇｏｏｄｓ

Ｏｏｓｔ－Ｖｌａａｎｄｅｒｅｎ

Ｂｅｌｔｒａｄｅ １５－０２－２０１６

Ｓｔｅｅｎｗｅｇ２９８

９８１０ＥＫＥ

Ｔｅｌ：０９／３８５５８９４

Ｓｍａｌｌ ｓｃａｌｅ ｄｉｓａｓｓｅｍｂｌｉｎｇ－Ｅｌｅｃｔｒｉｃ

ｍａｔｅｒｉａｌ（ｔｅｌｅｐｈｏｎｅｓ）

Ｂｅｓｒｉ－ＤｉｖｉｓｉｅｖａｎＲｅｔｒａ １８－０７－２００１

Ｓｃｈｅｅｐｚａｔｅｓｔｒａａｔ５
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少子化現象に歯止め
（デンマーク）

コペンハーゲン事務所

高齢化問題が日本でクローズアップされる

ようになって、既にかなりの年月が経つが、

近年これに加えて、少子化問題も注目される

ようになってきた。

高齢化現象については、９４年の国連世界人

口予測でも明らかなように、日本は世界のほ

かの先進国をはるかに上回る早い速度で高齢

化が進むと予測されている（表１）。現に９８

年の統計でも６５歳以上の高齢者比率は総人口

の１５．０％に達し、高齢化現象が早くから進行

していたデンマークの１４．９％を追い越してい

る。また平均寿命をみても、日本は９８年現在、

男性７７．１６歳、女性８４．０１歳で、ほかの欧米諸

国を上回り世界一である（同年のデンマーク

における平均寿命は男性７３．７歳、女性７８．６歳、

その他欧米諸国との比較は表２）。

はじめに
少子化現象については、鍵を握るのは出生

率であるが、日本の合計特殊出生率は、７０年

から今日に至るまで年々確実に低下してきて

おり、９８年には１．３８を示した。欧州諸国におけ

る出生率をみると、その変動は各国まちまち

であるが、大別して２つの興味ある現象を見

出すことができる（表３）。その一つは、７０年

以降、南欧諸国のイタリア、スペイン、ポルト

ガル、ギリシアなどの国々において、日本と

同様、あるいはそれ以上に早いテンポで、少

子化現象が起きていることである。特にスペ

インは、７０年にＥＵ諸国で最も高い特殊出生

率２．９０を示していたにもかかわらず、その後

急激に低下し、９０年には１．３４、さらに９７年に

はＥＵ諸国最低の１．１５にまで落ち込んでいる。

もう一つの興味深い点は、女性の社会進出

率が高い北欧諸国において、比較的高い出生

率が維持されていることである。

日本では、７０年から今日に至るまで合計特殊出生率（１人の女性が生涯に産む子供の

数）が減少傾向にあり、少子化現象が起きている。デンマークにおいても、６０年代半ばご

ろから少子化現象が急速に進み、８３年の合計特殊出生率は、デンマーク史上最低の１．３８まで

落ち込んだが、その後、出生率は徐々に回復傾向にある。デンマークの少子化現象に歯止

めが掛かった背景には、妊娠した女性とその家族を支援する制度が充実していること、女

性が仕事と家庭の両立を図るための施策が労働市場において取られていることなどがある。

本レポートでは出生率上昇傾向の分析と要因、政府・産業界の取り組み、共働き夫婦の

現状などについて報告する。
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単年の数値の比較ではあるが、前述の南欧

４ヵ国がすべて１．５０を下回っていることを勘

案すると、比較的高いと表現できるであろう。

ここでは特に、デンマークにおける出生率の

変化をより詳しくみることにしたい。

デンマークは６０年代半ばごろから少子化現

象が急速に進み、８３年の合計特殊出生率はデ

ンマーク史上最低の１．３８まで落ち込んだ。し

かしその後は大変緩やかではあるが、出生率

は年々徐々に回復し、９５年には１．８１を示した。

その後３年間は多少、低下傾向がみられたが、

長期的には２０００年あたりから再度上昇の兆し

が見え始め、２０１５年には１．８５～１．９０のレベル

に達し、その後しばらく安定期に入るだろう

という予測が９９年７月にデンマーク統計局か

ら出されている（出所：Ｂｅｆｏｌｋｎｉｎｇｏｇ

ｖａｌｇ，ＤａｎｍａｒｋｓＳｔａｔｉｓｔｉｋ，１９９９：ＩＩ）

デンマークはスウェーデンと並び世界で最

も女性の社会進出率が高い国といわれている

が、９８年１月１日現在、１６～６６歳の女性の労

働力比率は７３．３％である（男性は８１．６％）

（出所：デンマーク統計局、９９年）。これは

義務教育を終了した若年層からデンマークに

おける国民年金支給開始年齢の６７歳に至るま

での女性を対象にしているが、現在、９年間

の義務教育のみで教育を終了する者はごく少

数であり、また実質退職平均年齢は６１歳前後

にまで低下しているので、２０代から６０歳まで

の年齢層における労働力比率はさらに高くな

る。また６０年から今日までの女性労働力の変

動をみると、６０年代から８０年代の後半までに

顕著な上昇傾向を示し、その後はほぼ横這い

となっている。

このような状況の中で、なぜデンマークの

少子化現象は止まり、８０年代半ばから回復に

向かうようになったのであろうか。国や地方

自治体、産業界や労働組合は、少子化問題を

解決するためにどのような働きかけをしたの

であろうか。また国民の意識がどのように変

化したのであろうか。本レポートでは、これ

らの点を中心に探ってみたい。

（１） 社会省社会研究所ヴィタ・ベアリング

・プルツァン主任研究員の見解

社会省社会研究所のプルツァン主任研究員

（家族・児童・少数民族問題専門）に９８年８

月および２０００年２月に少子化問題に関しイン

タビューしたが、その要約を次に紹介する。

デンマークの合計特殊出生率は、確かに８３

年以降、上昇傾向を示している。しかし１９００

年から今日に至る１００年間の流れの中でとら

えてみると、近年の上昇傾向は非常に緩やか

なものであり、これが果たして少子化問題を

解消させるレベルまでに至るかどうかは不明

である。国の人口減少を防止するには特殊出

生率が２．１を越えなければならず、デンマー

クはまだそのレベルまで達していないのが現

状である。

しかし近年の出生率の上昇傾向は、いろい

ろな角度から分析することが可能であり、い

くつかの要因を指摘することができる。それ

を一言でいうならば、「女性の社会進出をよ

り一層促進しようとしたことが、出生率上昇

につながった」ということになろう。つまり

女性の自立を支援する施策が、結果的に子供

を産み易い、そして子育てをし易い環境をつ

くり出したのである。

このきっかけは、６０年代にデンマークの製

造・貿易活動が活発化したことにあった。労

働力不足に陥ったデンマークは、それを解消

するために、女性の社会進出と労働移民招へ

い政策を積極的に打ち出した。女性の就業人

口は、６０年ごろに７０万人であったが、９４年に

はほぼ倍増し１３５万人にまで達した。

このように女性の社会進出が進む中で、男

女平等社会を求める全国的規模の女性運動が

活発化した。この運動を通じて女性が働いて

１．デンマークにみられる出生率上昇

傾向の分析と要因
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いる間の子育て問題も取り上げられ、７０年代

には保育所や幼稚園をはじめとする現存する

子育て支援策がほぼ整備された。

デンマークでも第二次世界大戦ごろまでは、

「男は仕事、女は家庭を守る」という意識が

強かったが、戦後女性が積極的に社会進出す

るようになったことで、女性の意識が変化し、

また男性にも意識改革が求められた。しかし

多くの男性は、この現象に戸惑いを感じ、さ

らに家庭においてどのような立場を取れば良

いかわからなくなった。つまりアイデンティ

ティーの問題が生じたのである。離婚率が急

激に上昇し、出生率は低下した。しかし議論

を重ねるうちに男性の意識も徐々に変化し、

男性の理解も得られるようになった。女性が

社会に出て自立することが、「国の支援」と

「男性の協力」にまで及び、子供を産み易い

環境が生み出されたといえるであろう。

（２） デンマーク人口統計学研究センター、

リスベット・Ｂ・クヌッセン研究助教授の見

解

デンマーク人口統計学研究センターのク

ヌッセン研究助教授（社会学者）が９９年１１月

に発表した研究レポート『ＲｅｃｅｎｔＦｅｒｔｉｌｉｔｙ

ＴｒｅｎｄｓｉｎＤｅｎｍａｒｋ』の要約を次に紹介する。

避妊薬・用具の普及などにより、現在のデ

ンマークにおけるほとんどの出産は計画的出

産となった。子供を持つか否かは男女が共同

で決めることである。しかし何と言ってもこ

の決断をする際に鍵を握るのは女性であり、

女性の置かれている状況が、決断を左右する

大きな要素となっている。初産年齢と１家族

当たりの子供の数は、女性の教育レベルや労

働市場における地位と強い相関関係を示して

いることが、７０年代以降の数々の調査や統計

から明らかにされている。デンマークの女性

は各自、社会でいろいろな役割を果たしてい

るが、これらの役割に対する期待は、国・労

働市場・家庭から成る三角形の中に位置付け

られる。女性が数々の異なる役割・義務・責

任を遂行するためには、女性自らがこれら三

つの要素に対して積極的な自己調整を行う必

要がある。また子供を持つか否かの判断もこ

の三角形の中に位置付けられるものであり、

デンマークにみられる出生傾向は、これら三

要素間の積極的な調整の結果としてとらえる

ことができる。

デンマークは社会民主主義的福祉国家であ

るが、国・労働市場・家庭の相互関係は、北

欧以外の欧州諸国や米国でみられる関係とは

大きく異なる。大半の法律、権利、恩恵およ

び義務は、直接個人に向けられており、家族

に向けられていない。この個人重視の考え方

は、家庭における女性の位置や、女性と労働

市場の関係に大きな影響を与えている。

デンマークにおける過去１００年間の出生傾

向は、下記の４つの時期に区分して分析する

ことができる。

第１期：１９０１～１９３３年

出生率が４．１から２．１に急速に低下し

た時期。

第２期：１９３３～１９６３年

出生動向がさまざまに変化した時期。

具体的には、第二次大戦時に一時的

にすべての年齢層で出生率が急上昇

した。この現象を除くと、３０歳以下

の女性で出生率が上昇し、３０歳以上

の女性で出生率低下が見られた。

第３期：１９６３～１９８３年

すべての年齢層において出生率が低

下した時期。

第４期：１９８３～１９９６年

２５歳未満の出生率が引き続き低下し、

２５歳以上の女性の出生率が上昇した

時期。

第３期（１９６３～１９８３年）は、デンマーク社
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会が大きく変化した時期であるといえる。こ

れは例えば社会福祉の増強、教育の延長、労

働市場への女性参入の拡大、さらに家庭内で

の男女の役割変化などにみられる。この時期

に取られた多くの政策は、労働市場において

女性が活動するために必要な支援にかかわる

インフラを確立することであった。また国民

の要望も、児童福祉システムの確立および施

設ケアの質向上に向けられていた。

女性の進出は産業界においてもみられたが、

公共分野、とりわけ公共福祉サービス分野に

おいて顕著であった。これは７０年代から公共

福祉サービスが大幅に拡大したためである。

今まで家庭内で女性が行っていた子育てや老

人の世話などの仕事が、それ以後、公共福祉

の範疇で、主として女性労働力により行われ

ることになった（７９年の有給女性労働力の２８

％が従事）。

７４年以降デンマークの経済は低迷し、失業

問題が発生するが、これを契機に女性が専業

主婦に戻ることはなかった。消費力をつけた

国民は、家族にとり必要だと思うさまざまな

生活商品を購入するための一定収入を必要と

した。また稼ぎ手の男性が失業する可能性が

ある以上、家族の経済的リスクを分散するた

めにも女性は労働市場を離れるわけにはいか

ず、主として男性と異なる分野において職を

保持することに努めた。この収入確保のプ

レッシャーが、子供の数を制限する方向へ女

性を向けたと考えられる。

第４期（１９８３～１９９５年）は、デンマークの

経済回復期であり、女性は既にこの時期まで

に、デンマークの労働市場において補助的あ

るいは一時的な労働力ではなく、正規の永続

的労働力として認識されるようになっていた。

このような状況の中で家族のあり方が注目さ

れ、国民は仕事と家庭の両立を可能にするた

めの手段として、労働時間の短縮、ワーク

シェアリングの考え方の導入、柔軟性のある

労働時間や体制を要望し、国も労働市場とと

もに、これを支援する数々の政策を取った。

ここで一つ注記すべき点は、デンマークにみ

られる８３年以降の出生率上昇傾向は、出産賛

成論的政策（ｐｒｏ－ｎａｔａｌｉｓｔｐｏｌｉｃｙ）により

生じたものではなく、最も影響力を持ったの

は、家族と雇用の関係を配慮した上記諸政策

であったということである。

８３年以降、合計特殊出生率は２５歳以上の年

齢層では上昇しているが、２５歳未満の若い年

齢層では引き続き低下している。しかしこの

現象は、若い世代に新たな家族観や価値観が

生じたためと解釈することはできないであろ

う。欧州の人々の価値観調査の中でデンマー

クに関するデータをみると、家族に価値を見

出してはいるものの自己確立を図るために家

庭を築くこと、あるいは子供を持つことをし

ばらく先送りするデンマークの若者の姿が浮

き彫りにされる。ここで非常に重要な点は、

女性および男女カップルが、子供を持つこと

を強制されず、自分たちで計画的に時期を選

択することである。

近年デンマークにみられる出生率の上昇傾

向は、女性が出産の時期を遅らせた結果であ

ると考えられるが、それと同時に、複数の子

供を持ちたいと願う人が多少増えたことも、

要因となったと考えられよう。また近年の家

庭と仕事を両立させるための諸政策が、何ら

かの影響を与えたと解釈することもできるで

あろう。

（１） 国・地方自治体の取り組み

① 保育・幼児教育施設

デンマークにおける保育・幼児教育施設は、

０～３歳児を扱う保育所（ｖｕｇｇｅｓｔｕｅ）と３

～６歳児を扱う幼稚園（ｂｏｅｒｎｅｈａｖｅ）に大

別できるが、このほかに保育所に代わるもの

として、６７年からは市が認可した個人の託児

所制度（デイケアｄａｇｐｌｅｊｅ）も設けられて

いる。さらに７０年代からは、兄弟を同じ施設

２．国および労働市場における取り組み
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に通園させたいという保護者からの強い要望

により、０～６歳児を一つの施設でまとめて

扱う統合児童施設（ａｌｄｅｒｓｉｎｔｅｇｒｅｒｅｄｅｉｎ‐

ｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）も各地に設置されている。これ

らの施設は、基本的に福祉および児童教育を

管轄する市町村（ｋｏｍｍｕｎｅ）が運営している。

これらのサービスの利用率は年々伸びてい

る。７３年には０～２歳児の利用率は２０％以下

であったが、９８年には５５％となっている。特

に利用率が高いのは３～５歳児であり、９８年

の統計では９０．１％を示している。現在では出

産休暇の期間が延長され、さらに、その後引

き続き育児休暇を取る親が増えているために、

０歳児の施設利用率は一時期よりも減少して

いる（出所：Ｌｉｓｂｅｔｈ Ｋｎｕｄｓｅｎ，Ｒｅｃｅｎｔ

ＦｅｒｔｉｌｉｔｙＴｒｅｎｄｓｉｎＤｅｎｍａｒｋ、デンマー

ク統計局、９９年）。

共働き夫婦や母子・父子家庭がこれらの

サービスを利用するためには、開園時間が長

いことが要求される。現在では大半の施設が

平日の朝７時から夕方５時半ごろまで開園し

ており、親の勤務時間に合わせて子供を預け

ることが可能である。

これらのサービスにかかる経費の約３分の

２は、市町村および国が負担しているが、残

りの約３分の１は利用者負担となっている。

市町村により異なるが、９８年における子供

１人当たりの個人負担（１ヵ月当たり）の全

国平均は次の通りである。なお、保護者の収

入や兄弟の数により個人負担は減額される。

出産計画（夫婦間で十分話し合って出産を

計画する）により望まれて産まれた子供が大

半を占める現在では、最良の環境で子供を育

てたいという親の要望が強く、これらの施設

に高い質のサービスが求められている。また

同じ視点から、これらの施設は単なる託児施

設ではなく、子供の情緒や社会性を伸ばす幼

児教育の場と考えられている。

なお親が出産休暇・育児休暇終了後、ス

ムーズに復職できるようにするため、現在、

全国の市町村には、これらのサービス利用を

希望する家庭に対して、子供の受け入れを保

証することが義務付けられている。

② 学童保育制度

デンマークでは各市町村が、１３歳までの学

童を対象に、学校の授業外の時間帯にケアや

活動指導を行っている。これには、公立学校

の校内で行う場合（ｓｋｏｌｅｆｒｉｔｉｄｓｏｒｄｎｉｎｇ）

と単独施設で行う場合（ｆｒｉｔｉｄｓｈｊｅｍ）があ

る。特に６～９歳の利用率が高く、９８年には

同年齢層の全人口の７６．３％が利用している。

とりわけ学校内での学童保育利用者が過去１０

年間で約１２倍に伸びている。

低学年用の学童保育の場合は、放課後だけ

でなく、授業が始まる前の朝の時間帯も利用

できるようになっており、リクリエーション

指導員（ｆｒｉｔｉｄｓｐａｅｄａｇｏｇ）と呼ばれる専門

資格者が担当している。

このサービスも経費の約３分の１を利用者

が負担しており、月約９６０クローネ（約１万

４，４００円）となっている（出所：デンマーク

統計局、９９年）。

③ 市の保健婦および家庭医による乳幼児な

らびに産婦の健康管理制度

デンマークでは乳幼児のいる家庭を支援す

るために、保健婦による家庭訪問制度が１９３７

年から法律に基づき導入されている。これは

市町村の管轄であり、乳幼児を持つすべての

家庭がこのサービスを無料で利用することが

できる。

保育所 ２，２５６クローネ（約３万４，０００円）

デイケア １，７２８クローネ（約２万６，０００円）

幼稚園 １，２５４クローネ（約１万９，０００円）

統合児童施設 １，２５６クローネ（約１万９，０００円）

（注）１クローネ＝約１５円で換算
（出所：デンマーク統計局、９９年）
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自治体により内容や頻度は多少異なるが、

一般的には出産直後に市の保健婦が家庭に連

絡を入れ、産後１０日目ごろに第１回の家庭訪

問を行う。訪問サービスは産後１年間で約７

回繰り返され、保健婦は主に乳幼児の健康と

発育状態をチェックするほか、母乳の与え方、

子供との接し方、食事管理などのアドバイス

や育児相談などを行う。その後も必要であれ

ば、最長、子供が学校に入学するまで継続し

てこのサービスを受けることができる。さら

に近年、市の保健婦は、同時期に出産した地

域の母親のネットワークづくりを図るために、

母親グループ設置のイニシアティブも取るよ

うになっている。また義務教育期間中の生徒

の健康・発育状態をフォローすることも、市

の保健婦の役目である。

デンマークには地域家庭医制度があり、全

市民が決まった家庭医を持っている。妊娠が

確認されると、妊婦は家庭医の定期検診を受

けることになり、さらに出産後も生後５週間、

５ヵ月、１、２、３、５歳の計７回、母子と

もに健康診断サービスを無料で受けることが

できる。

なおデンマークでは、個人が出産場所（病

院・クリニック・自宅）を選択し、家庭医を

通じて出産手続きを行う。以上はすべて公共

医療システムであるため、入院費をはじめと

する出産経費はすべて公共負担で個人負担は

ない。医療サービスは県が管轄している。

④ 扶養児童家族拠出金

デンマークでは、７０年以降、扶養児童のい

るすべての家庭に対し、扶養児童家族拠出金

（ｂｏｅｒｎｅｆａｍｉｉｅｙｄｅｌｓｅ）が国から支給され

ている。この制度は今日までに、扶養児童の

年齢枠や家族の収入を支給額に反映させるか

否かという点で何度か改正が行われてきたが、

現在では家族の収入に関係なく０～１８歳未満

の扶養児童全員に一定額が支給されている。

支給額は毎年個人所得税法の規定にした

がって調整されるが、２０００年の年齢別子供１

人当たりの年間支給額は、次の通りである。

なおこれは、年４回に分割して支給されてい

る。さらに母子・父子家庭などには、このほ

かに児童手当が支給されている。

⑤ 出産休暇

デンマークでは早くも１９３３年から、女性賃

金労働者の共通の権利として出産休暇（当時

は２週間）が導入された。その後休暇期間は、

６０年に１４週間、８４年には２０週間、８５年には２４

週間へと延長されてきている。また８１年以降

は、出産予定日の４週間前から出産休暇を取

ることもできるようになった。さらに出産休

暇の最後の１０週間は、両親が分担して取るこ

ともできる（同時に取ることはできない）。

父親の産休は８４年に導入され、産後２週間、

両親がともに取ることが可能となった。また

現在では、母親の出産休暇終了後２週間（２５

～２６週間目）の父親休暇も導入されている。

出産直後または出産休暇中に子供が病気で

入院した場合は、２４週間の出産休暇とは別に、

最高３ヵ月間、生活維持手当（ｄａｇｐｅｎｇｅ）

を受けて休暇を取ることができる。さらに産

後または出産休暇中に子供が死亡した場合も、

出産休暇を保持することができる。

雇用者へは、母親が復職を予定している時

期を産後８週間以内に通知することになって

いる。

出産休暇中の経済支援は労使協定により決

められており、公共部門と民間部門、また民

間部門でも職種によりその条件はかなり異な

る。概要を説明すると、公共部門の場合は、

協定により、現在、出産休暇期間中の給与が

１００％保証されている。他方、民間部門の場

０～２歳 １万１，７００クローネ（約１７万５，５００円）

３～６歳 １万 ６００クローネ（約１５万９，０００円）

７～１７歳 ８，４００クローネ（約１２万６，０００円）

（出所：ＳｔａｔｅｎｓＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，２０００，ｗｗｗ．ｄａｎｍａｒｋ．ｄｋ）
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合は、ａ．職種別労使協定で保証条件が定め

られている、ｂ．職種別労使協定では保証条

件が定められていないが、使用者と労働者間

の個人契約で出産休暇中の給与保証がある、

ｃ．労使協定、雇用契約のいずれでも保証条件

が定められていない場合がある。ｃ．の立場に

ある者は、当事者が住む市町村から生活維持

手当を受けることができる。この手当の額は、

通常、当事者の１日の就労時間で決められる

が、週の最高支給額は現在２，８４６クローネ

（約４万３，０００円）となっている（毎年調整

有）（出所：ＳｔａｔｅｎｓＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，２０００，

ｗｗｗ．ｄａｎｍａｒｋ．ｄｋ）。

以上の経済支援は、母親だけでなく出産休

暇を取る父親にも当てはまる。なお使用者が

出産休暇中に当事者に対して賃金を支払う場

合には、市町村は最高で生活維持手当の上限

額を雇用者に支払うことになっている。また

出産休暇期間も当事者の勤続年数の中に組み

入れられる。

以上がデンマークの出産休暇の概要である

が、この利用率は、男女でかなり異なってい

る。女性の場合には、出産休暇をフルに利用

し、休暇後同じ職場に復帰するのが一般的で

ある。他方、男性の産後２週間の休暇利用率

は、８５年で４０％であったものが９５年には５８％

と上昇はしたものの、まだ完全に普及すると

ころまでには至っていない（出所：Ｌｉｓｂｅｔｈ

Ｋｎｕｄｓｅｎ，Ｒｅｃｅｎｔ Ｆｅｒｔｉｌｉｔｙ Ｔｒｅｎｄ ｉｎ

Ｄｅｎｍａｒｋ）。

⑥ 育児休暇

現在デンマークでは、０～８歳までの子供

がいる親（賃金労働者および自営業者）に対

して育児休暇制度を設けている。期間は８～

５２週間である。両親は１人の子供に対して合

計で最高１年間の育児休暇を取ることができ

るわけだが、両親が同時に取ることもでき、

さらにいくつかの期間に分割して取ることも

できる（その場合は最低８週間、最高１３週

間）。育児休暇を始める時点で子供が１歳に

達していない場合には、最高で連続２６週間取

ることができる。育児休暇に関する当事者と

使用者間の約束は書面で行い、復職の条件が

含まれていなければならない。また雇用者は

この休暇の権利を利用する賃金労働者を解雇

することはできない。

子供が３歳未満の場合は、育児休暇中に、

保育所、幼稚園などの市の児童福祉施設を利

用することはできない。しかし３～８歳児の

場合には、市に半日施設利用の制度がある場

合には、これを利用することができる。

休暇期間中の経済支援は、生活維持手当の

最高額の６０％であり、フルタイム（週３７時

間）契約で働いているものであれば、その額

は現在、週１，７１０クローネ（約２万６，０００円）

となっている（出所：ＳｔａｔｅｎｓＩｎｆｏｒｍａ‐

ｔｉｏｎ，２０００，ｗｗｗ．ｄａｎｍａｒｋ．ｄｋ）。

この制度は子供のいる家族を支援するとい

う目的もあるが、９３年の導入当初はむしろ失

業対策の一環と考えられていた。つまり有職

者が休暇中に、失業労働力を導入するという

施策である。ただこの制度は有職者に広く利

用され、またその後失業率が低下したために、

現在では条件が厳しくなり、また休暇中に使

用者が代行者を導入する義務は除外された。

育児休暇は両親どちらが取っても構わない

わけだが、この利用の仕方は両親の収入状況

に大きく左右されるようである。つまり夫の

収入が妻の収入より高い場合には、妻が休暇

を取るケースが一般的であり、夫が休暇を利

用するのは、夫婦間の収入差がほとんどない

場合が多い。現実としてはデンマークでも夫

の収入が妻の収入を上回るケースが多いため、

育児休暇を利用するのは女性が圧倒的に多い。

（２） 労働市場における取り組み

① デンマーク労働市場の特徴

デンマーク労働市場の大きな特徴は、公共

部門の労働人口の比率が高いこと（現在は総
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労働力の約３分の１を占める）と、労働組合

への加入率が高いことである。９０年ごろの欧

州諸国における労組加入率を比較すると、次

のようになる。

またデンマークの労働市場と国の関係は、

北欧以外の欧州諸国とかなり異なりユニーク

なものであるため、労働・雇用条件の鍵を握

る労使協定のシステムにつき概説する。

デンマークの労使協定の基盤は１８９９年に確

立されたが、それ以降、労働市場における重

要な取り決めはほとんどすべて、労働組合と

使用者組織間の定期的な労使協定（産業分野

別）により定められてきた。そのためデン

マークには、最低労働賃金や就労時間など、

基本的な労働条件に関する特別な法律は存在

しない。労使協定には次のような内容が含ま

れる。

・最低または普通賃金レベル

・就業時間、有給休暇、そのほかの休暇

・特別労働：残業、シフト制度、変則労働時

間など

・労働者の権利：グレードアップ教育、労働

市場年金、出産

休暇中の賃金、職場委員の選出とその権利

保護など、労組サイドでは、ａ．各企業におけ

る職業別組合員レベル、ｂ．各業界における職

場委員代表レベル、ｃ．各産業分野における労

使協定交渉者レベルにおいて、次期労使協定

への要望事項、優先すべき事項、戦略がまと

められ、使用者サイドにおいても使用者組織

が加盟企業の使用者の要望をまとめる。これ

らの段階を踏まえた上で労使協定交渉が行わ

れるが（今までは２年毎、今後は４年毎）、

ここで両者の合意が得られた場合には、双方

のメンバーが合意内容を承諾するか否かを投

票する。この投票で過半数の承諾が得られる

と、労使協定が成立する。

もしここで、どちらか一方または双方のメ

ンバーの承諾が得られなかった場合、あるい

は労使交渉で合意に達することができない場

合は、国が指名する調停者が介入し交渉が続

行される。それでも交渉が妥結せず紛争が長

引いた場合には、政府が介入して最終妥協案

を法案として国会に提出し、法律として定め

る。この法律の内容は、次回労使協定が成立

するまで効力を有する。

② 労働時間

２０世紀後半５０年間の変化の概要をみると、

５８年の労使協定で週の労働時間が４８時間から

４５時間に短縮された。その後、週の労働時間

は７４年に４０時間、８７年に３９時間に短縮され、

さらに９０年からは３７時間にまで短縮され、現

在に至っている。

このようにデンマークでは現在フルタイム

が週３７時間と決められているが、必ずしもす

べての労働者がフルタイムで働いているわけ

ではない。これに代わるものとしてパートタ

イムがあるが、日本のパートタイムとは異な

るので注意を要する。デンマークでいう大半

のパートタイムは正規雇用であるが、３７時間

より短い労働時間契約を結んでいるケースを

いう。つまり労働時間が少ない分、賃金はフ

ルタイムより低くなるが、ほかの労働条件や

権利はフルタイムの場合と変わりない。

８０年代にはデンマークの女性労働力の約３５

％がパートタイムで働いていた一方、男性は

デンマーク ８８％
スウェーデン ８３％
フィンランド ７２％
ノルウェー ５６％
ベルギー ５１％
アイルランド ５０％
オーストリア ４６％
イタリア ３９％
イギリス ３９％
ドイツ ３３％
ポルトガル ３２％
スペイン １１％
フランス １０％

（出所：Ｇｙｌｄｅｎｄａｌ，ＤｅｎＳｔｏｒｅＤａｎｓｋｅＥｎｃｙｋｌｏｐａｅｄｉ）
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約８％と男女差が大きかった。９０年半ばには、

それぞれの比率が２２％と１０％になり差は縮

まってきた。これを年齢別でみると、女性の場

合は３０～３４歳の比率が最も低くて７％であり、

ここを底辺に、年齢が上がるあるいは下がる

に従い比率は徐々に高くなっている。男性の

場合は４５～４９歳で１％である（男女とも９４年

の数値、出所：Ｋｖｉｎｄｅｒ＆Ｍａｅｎｄ，１９９５）。

この数値からは、パートタイムの雇用契約を

取る時期と子育てが最も大変な時期とは重な

らないが、女性の中には子育てが忙しい時期

に、労働時間を短縮するケースも多い。この

ような調整は、家庭の状況、配偶者の労働状

況、本人の職場での地位や仕事に対する志向

などにより、女性各自が行うものである。

③ 有給休暇

有給休暇は５８年の労使協定で３週間と定め

られ、それ以降、徐々に拡張されて、７９年か

らは５週間になっている。

前回の労使協定（民間９８年、公共９９年）で

は、上記の有給休暇に加え、子供がいる家庭

を対象とした福祉休暇が導入された。公共部

門においては、９７年４月１日以降産まれた子

供または養子縁組された子供１人に対して、

年間１０日間の休暇が認められた。また民間部

門の場合は、産業部門により条件が多少異な

るが、デンマーク労働機構（通称ＬＯ、２２の

主要労働組合がここに属す）の場合には、１４

歳未満の子供に対して年間３日間の有給休暇

が設けられた。しかし２０００年の労使協定（民

間部門）では、この福祉休暇が廃止され、そ

れに代わって６週間の有給休暇を段階的に導

入することが合意された（２０００年５月から２

日間、２００１年５月から３日間、２００１年５月か

らは５日間）。

なおデンマークでは、子供が病気になった

際に親が第１日目を休める制度が導入されて

いるが、今回の労使協定により、２００１年７月

からはこの休暇でも給与がフルに支給される

ことになった。

④ 出産休暇中の給与

出産休暇中の給与に関しては、既に述べた

が、２０００年の民間部門の労使協定により、同

部門における条件がさらに改善されることに

なる。概要は、２０００年５月から出産休暇の当

初１４週間の期間に時間給１２０クローネが支給

され、さらに２００３年５月からは同期間に給料

の全額が支給されることになるというもので

ある。

近年デンマークにみられる出生率上昇の傾

向は、国の特別な出産奨励政策の結果生じた

ものではなく、また労働市場が少子化問題を

解消するために特別な対策を取った結果生ま

れたものでもない。社会学者のリスベット・

クヌッセン女史が言うように、国民生活を支

える国・労働市場・家庭という三つの基盤が、

社会の動向と国民の要望を見極めて変化し、

またその中心にいる個人（特に女性）とこれ

らの三要素が相互に作用し、調整し合った結

果起きたものと言えるだろう。

デンマークは高福祉・高負担政策をとる社

会福祉国家であり、大半の社会福祉活動は国

民の税金により賄われ、国・地方自治体がそ

れを実行している。そのためデンマークの労

働市場は、この分野において特に大きな責任

を負う立場にはない。しかし前述のように、

労働市場では使用者と労働者がそれぞれ使用

者組織と労働組合の下に結束し、この二本の

柱が主として労使協定を通じて積極的に相互

作用・調整し合って、産業・経済活動と労働

者の環境整備のバランスを取ってきた。この

労働市場における努力が、国の社会福祉活動

を間接的に支援することにつながっていると

考えられよう。また過去５０年間にデンマーク

労働者の労働条件と環境は大幅に改善されて

きたが、これは労組サイドの一方的な働きか

けで得られたものではなく、企業サイドの理

３．産業界におけるさまざまな取り組み
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解と関心も強かったからこそ得られたものと

思われる。ここにもデンマーク社会の根底に

流れる「人的資源の最大限の活用」という考

え方が反映していると言えよう。

（１） デンマーク産業連盟（ＤａｎｓｋＩｎｄｕｓ‐

ｔｒｉ）の見解

デンマーク産業連盟は企業５，８００社が加盟

しているデンマーク最大の企業団体であり、

デンマーク使用者連合（ＤａｎｓｋＡｒｂｅｊｄｓ‐

ｇｉｖｅｒ－ｆｏｒｅｎｉｎｇ）の主要メンバーである。

以下はデンマーク産業連盟のクラウス・ラス

ムッセン主任コンサルタントにインタビュー

した際のコメントである。

デンマーク産業連盟は、かなり以前から、

少子化現象を抑えるために産業界や国に対し

特別な働きかけをすることは止めている。特

効薬は存在しないためである。そのため連盟

では、むしろ社会の動向を把握し、その状況

に応じた対策を打ち出すというスタンスを

取っている。人口予測から、デンマーク労働

市場における今後の労働力の変動をある程度

見極めることができるが、いまのところ、今

後１５～２０年間は子供の数が増加することは望

めない。デンマークはほかの欧州諸国と比較

すると現在かなり高い出生率を示してはいる

ものの、少子化現象が進んだ７０年代に生まれ

た世代がこれから子供を産む時期に入るため

である。これを念頭において、連盟は次のよ

うないくつかの施策を打ち出している。

① 教育の効率化と短縮

優秀な労働力を確保するために、産業界は

国に対して教育システムの改善を促している。

デンマークの教育システムをほかの欧米諸国

と比較すると、教育に必要な時期が長いため、

現在よりも効率的でしかも凝縮された教育シ

ステムが望まれる。デンマーク産業連盟は、

教育に必要な期間を現在より２年短縮するこ

とが可能との見解を持っている。

② 柔軟性のある労働時間

労使協定の分野においては、使用者側は長

年にわたり柔軟性のある労働時間体制の導入

を要求してきた。これは企業の活動状況に応

じて労働力を調整する可能性を拡大するとと

もに、労働者個人の生活状況に応じて労働時

間を調整あるいは短縮する可能性をも拡大さ

せることになる。いままで労働組合は、この

提案に対してかなり反対していた。労働時間

の短縮が可能になると、それを選択する女性

が増え、それが最終的には労働市場における

女性の立場を悪化させることにつながると考

えられたためである。しかし現在では多くの

労働者が家庭と仕事の両立を強く希望してお

り、その観点からも柔軟性のある労働時間体

制へのニーズは高まってきているといえよう。

③ ホームワーキング制度

情報技術の急速な発展により、従来のオ

フィスワークの一部を家に居ながらにして遂

行できるようになった。この可能性を利用す

る企業は年々増えてきており、特に小さい子

供を持つ女性がこの可能性に強い関心を持っ

ているようである。

④ 保育・幼児教育施設の開園時間

現在の保育所や幼稚園の開園時間は、必ず

しも親の労働時間にマッチしているものとは

言えない。労働市場で今後柔軟性のある労働

時間体制を採用していく上で、これらの施設

における柔軟性のある開園時間の必要性も必

然的に高まると思われる。

産業連盟は夜間幼稚園を増やす提案も含め

て、この方面においても関係機関に働きかけ

ていく方針である。

（２） 労働組合の見解

デンマーク労働機構ＬＯの経済専門家、イン

ゲリセ・ブック女史に労働組合側の見解をイン
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タビューした。以下が同女史のコメントである。

労働組合は少子化問題に対する直接的なイ

ニシアティブは取ってこなかったし、今後も

考えていない。しかし子供を産み易い環境を

つくることや子供を持つ親が仕事と家庭を両

立させるための必要条件を整えることは、労

働組合が大きな課題として取り組んできたこ

とである。将来労働力が大幅に増えることが

見込まれないことからも、女性の労働力は、

デンマークの労働市場にとり、今後も欠かす

ことができない。この観点からも、女性労働

者への継続的な支援と家族重視の労働環境づ

くりを今後も進めていく必要がある。

９９年１０月に開催されたＬＯ総会では、福祉

社会における労働組合の役割が討議されたが、

その中でも「家族」が重要なテーマとして取

り上げられた。ＬＯはこの分野において、今

後も次のような諸点での改善を図りたいと考

えている。

・子供のいる家庭への特別な配慮：有給休暇

の拡大、子供の病気などによる欠勤への職

場理解など

・父親産休の延長

・出産休暇全期間の１００％給与保証

・出産・育児休暇が年金条件にマイナスの影

響を与えないように、これらの期間も勤務

年数の一部として扱う

・企業レベルで従業員の仕事と家庭の両立を

図る努力

・労働者が各自の生活時間をより良く配分で

きるようにするために、労働時間政策に対

する労働組合からの条件やアイデアを明確

化する

（３） 「家族に優しい職場」に関する開発プ

ロジェクト

デンマーク社会研究所は社会省の要請によ

り、９３年に「家族に優しい職場」と題する開発

プロジェクトを立ち上げ、９６年に報告書がま

とめられた。子供を持つ労働者の仕事と家庭

の両立は、現在デンマークでホットなテーマ

として取り上げられているが、本プロジェク

トはこの問題に対する解決への道を示唆する

ものとして注目に値する。なおこのプロジェ

クトは、前述のヴィタ・プルツァン女史なら

びに社会研究所のシニア研究員、ヘレ・ホルト

およびイヴァン・タウロウ両氏が中心となり、

このテーマに関心を持つ１７の企業関係者から

成るグループ、および調査に直接参加した５

つの企業の協力を得て実施されたものである。

以下はプロジェクト報告書の要旨である。

① プロジェクトの目的

・家族に優しい職場にすることで、企業と従

業員双方にメリットをもたらすことが可能

かどうかを調査する。

・家族に優しい職場づくりのプロセスの中で、

何が促進あるいは障害要因となるかを調査

する。

・企業が家族に優しい職場づくりのために何

らかの制度変更を行った場合は、その変更

による効果を調査する。

② 調査方法

調査に参加した企業は５社で、その構成は

公的部門２社、民間部門３社である。企業規

模や地域面で特徴の異なる企業が選択された。

各企業にプロジェクトテーマに関心を持つ従

業員で構成されるフォーカスグループを設置

した。

・フォーカスグループは、仕事と家庭の両分

野で現実にどのような希望とニーズがある

かを明確化し、さらに両立を容易にするた

めに企業はどうすれば良いかの具体案を提

示する。

・フォーカスグループからの具体案を企業の

経営者ならびに企業内の協力委員会が検討

し、提案をどの程度受け入れ、またいかに

実現化するかを決定する。

・決定された変更事項を実行する。
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ここからもわかるように、当プロジェクト

では専門家または使用者の判断ではなく、従

業員各自の実際の状況やニーズを出発点とす

るボトムアップ式プロセスを採用した。

③ 使用者側の期待

参加企業は本プロジェクトに次のような期

待を寄せた。

・従業員のストレス要素を少なくする。

担当研究者が実施したアンケート調査から

は、調査に参加した２００人の男女従業員の

約６割が、勤務中に子供のことを考えてい

ると答えている。このストレス要素から従

業員を解放することで、仕事への集中力が

増し、人的資源を有効に活用できるように

なると思われる。

・優れた労働力の入手と確保に役立つ。

特に労働力が不足している産業分野や競争

の激しい産業分野においては、優れた労働

力の確保が企業にとり生命線となる。これ

を給料だけで解決することはもはや不十分

で、良い労働環境・労働条件の提供が必要

条件と思われる。

・企業イメージの向上につながる。

デンマークでは「家族に優しい企業」とい

う概念に対する社会的関心は、まだ、さほ

ど高くないが、米国では既にこのカテゴ

リーで優良企業とみなされることが企業の

イメージ向上につながるまでに至っている。

企業の社会貢献度を商品の判定基準に加え

る消費者が今後増えると予測されることか

らも、この分野での企業努力が必要になる

と思われる。

④ 従業員側の希望

当プロジェクトの中で出された従業員から

の希望を大きくまとめると、労働時間と企業

文化の２点となる。

労働時間は必ずしも短縮されることを望ん

でいるのではなく、むしろ各自の家庭の状況

に合致する柔軟性のある労働時間帯を希望し

ている。また企業文化とは、子供を持つ従業

員に対する上司や同僚からの理解であり、

オープンにこの問題を語ることができる社内

の雰囲気を強く望んでいる。

⑤ プロジェクト実施企業の一例：社会省労

働災害局（公的機関）

スタッフ約２９０人、女性が過半数を占める

職場。

職種、性別、担当部署、子供がいる者いな

い者などバラエティーに富む構成人員により

フォーカスグループを２つ設置。

結果としては次のような具体策が取り上げ

られ実行された。

・既存のフレックスタイムの規則を改善

０～３歳児を持つスタッフの毎日の勤務時

間帯に規制を設けない。残業時間を貯蓄し

て福祉時間に振り替える可能性を拡大。

・緊急の際に子供を職場に連れてくることが

できる体制を整備

・ホームオフィスの試みを導入

⑥ プロジェクト実施企業の一例：Ｃｏｔａｓ社

（民間企業）

産業用コンピューターテクノロジー専門企業。

従業員は約９０人、男女比率はほぼ半々（開

発部門：男性主体、生産部門：女性主体）。

男女各３人でフォーカスグループを編成。具

体策としてはフレックスタイムをさらに拡大

したことが挙げられるが、この企業の場合は、

それよりも目に見えない部分で大きな成果が

得られた。それはプロジェクト当初、使用者

側と従業員の間に存在した猜疑心が、プロセ

スの途上で薄まり、最終的には相互信頼と

オープンで順応性のある姿勢が生まれたこと、

さらに欠勤が減少し、従業員のモチベーショ

ンが高まったことである。

⑦ 調査結果
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プロジェクトを実施した５社の体験からは、

次のような考慮すべき点が浮き彫りにされた。

・家族に優しい職場づくりは可能であるが、

困難も伴う。従業員の小さな希望も、それ

を実現するとなると、かなり大掛かりな制

度変更が必要となる場合もある。職場の活

動内容や担当職務により解決方法は異なる。

・実際の労働配分を担当している中間管理職

の介入・理解が得られないと、彼らがプロ

ジェクトの障害となる。

・使用者・従業員双方の先入観、偏見はプロ

ジェクトを進める上で大きな障害となる。

・企業文化（スタッフの姿勢、考え方、人間

関係）が変化することを覚悟して臨む必要

がある。

このプロジェクトで実際に改善された点は、

フォーカスグループの希望にほぼ添うもので

あったが、最大の成果はこのプロセスを通じ

て企業内の各層に対話が生まれ、また仕事と

家庭という問題に対する考え方が各層で変化

し、理解が深まったことであろう。なお今回

は企業の経済的メリットの調査は行わなかっ

たが、間接的に企業利益につながると思われ

る次のようなメリットが指摘された。

・従業員のモチベーション向上。生産効率向

上。

・欠勤率の低下：参加企業１社では半減した。

・企業のイメージアップ：参加企業１社は、

９６年にＥＵからその功績を認められて表彰

された。

・労働力の誘因：メディアで好意的に取り上

げられたことにより、参加企業１社には自

主的な就職希望者が殺到した。

（４） 企業の社会的責任

９６年にカーレン・イェスパーセン社会相

（当時）がイニシアティブを取り、同相が指

名したデンマーク企業代表１５社からなる「企

業の社会的責任ネットワーク」が構築された。

このネットワーク構築の背景には、高福祉社

会として発展したデンマークでは、近年は責

任のすべてが公共部門に委ねられ、個人や企

業の責任感が薄れており、今後もデンマーク

が高福祉社会を維持するためには、個人なら

びに人々の日常生活に大きな影響力を持つ企

業もその責任の一端を担う必要があるという

政府の見解がある。

当ネットワークは、社会相の諮問機関とし

て機能するだけでなく、企業の社会的責任に

対する世論や企業意識を高め、また多くの企

業にさまざまな分野での社会的貢献のイニシ

アティブを取ることを促す使命を帯びている。

ここでいう社会的責任とは具体的に主として

次のようなことを意味する。

・従業員の労働環境、労働条件への配慮

子供のいる家族への配慮

・従業員の疲弊、疾病、個人的危機（人生問

題やアルコール問題など）への配慮と予防

・障害者、移民、移住者など社会的ハンディ

を持つ人々の受け入れ

・地域社会への配慮など

当ネットワークは社会的責任に対するデン

マーク企業のモチベーションを高めるために、

毎年この分野で著しく貢献した企業にインス

ピレーションを与えた企業に対して「ネット

ワーク賞」を授与している。さらに社会的責

任に関する企業プロジェクトを支援するため

の補助金制度が確立され、９８年には６６社に計

１，９００万クローネ（約２億８，５００万円）、９９年

には８５社に対して計３，０００万クローネ（約４

億５，０００万円）が支給されている。

（５） ノボ・ノルディスクにおける数々の取

り組み

ノボ・ノルディスク（Ｎｏｖｏ Ｎｏｒｄｉｓｋ

Ａ／Ｓ）はインシュリンをはじめとする数々の

医薬品と産業用酵素の開発・製造・販売を主

活動とする国際的なハイテク企業であり、従

業員数は国内外合わせて約１万５，０００人であ

る。ノボ・ノルディスクは「企業の社会的責
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任ネットワーク」のメンバーであり、積極的

な従業員福利対策を取っている企業としても

知られている。特に女性従業員や子供のいる

従業員に対してどのような取り組みをしてい

るかを人事部門のスティー・フリント副主任

にインタビューした。以下はそのインタ

ビューの要旨である。

ノボ・ノルディスクは国際競争の激しい市

場でビジネスを行っており、この厳しい状況

の下で常に業界の先端を行くためには、秀で

た研究・開発、高品質の製品やサービス、安

定性、信頼性は必須条件である。それゆえノ

ボ・ノルディスクでは、当社の活動に必要な

すべての分野において、最も優れた人材を確

保することに最大限の努力を払っており、従

業員は当社の重要な資産と考えている。当社

ではこの考え方に基づき、従業員が人的資源

をフルに発揮し、さらに各自の能力や可能性

を伸ばすことができるような配慮を人事政策

の中で取っている。

人事政策で重視している点の一つは、子供の

いる従業員に対するものである。当社で取っ

ている数々の配慮は、最終的には国際競争に

勝ち抜くために企業が必要としている人的パ

ワーを生み出すことにつながると思われる。

以下は当社が独自に行っている諸対策である。

① 統合児童福祉施設

ノボ・ノルディスクの本社・生産本拠地に

隣接して、０～６歳児を対象とした児童福祉

施設が設けられている。これは市との協力に

より実現したもので、ノボ・ノルディスクは運

営費の一部を負担している。これにより入園

時には当社の従業員の子供が優先され、現在

その割合は７０名の定員の約６０％を占めている。

② 出産休暇

当社では従業員の出産休暇全期間にわたり、

１００％の給与を支給している。これは父親に

与えられた産休においても同じである。

③ 柔軟性のある労働時間

フレックスタイムの導入が労働内容からみ

て可能なエリア（ホワイトカラーではほぼ全

域）では、この制度が取り入れられている。

９～１５時の固定勤務時間帯以外の勤務時間を

どの時間帯に置くかは、従業員各自が決める。

④ 勤務時間削減の可能性

従業員は、労働時間をフルタイム（週３７時

間）の８０％まで削減することができる。これ

はａ．リーダーがその部門の活動状況からみ

て削減することが支障ないと判断した場合、

ｂ．個人的なはっきりした理由（例えば年少

の子供がいるなど）がある場合に可能である。

９８年には、従業員の約１０％（女性従業員の１８％、

男性従業員の２％）がこの制度を利用した。

従業員の労働時間に関する調整は、すべて

それぞれの部署で行うことになっている。つ

まり労働時間の柔軟な調整や労働時間削減の

約束は、各部署のリーダーが責任を持って管

理している。

ノボノルディスクは２０００年中にヘルスケア

部門と産業用酵素部門をそれぞれ独立組織と

して切り離すという大掛かりな組織改革を行

い、これを機会にＣＥＯが交代することに

なっている。２０００年１１月にＣＥＯに就任する

ラース・レビエン・ソーレンセン氏は、２月

１８日の日刊紙Ｐｏｌｉｔｉｋｅｎのインタビューで、

次のようなコメントを出している。

「我々はより多くの女性リーダーを必要と

している。女性が出産休暇を取り子供を持っ

ても継続して自分のキャリアを伸ばせるよう

に、企業側は仕事を編成しなければならない。

さもなければ、そのような立場にある従業員

が持っている大きな可能性を企業は十分に活

用できなくなるだろう。これは男性について

も言えることだ。我々は従業員各自の仕事と

私生活の調和を図る努力をしなければならな
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い。従業員に対して行った調査からは、仕事

のプレッシャーが非常に大きいと感じている

従業員が多いことが判明した。厳しい国際競

争に勝ち抜くために、しばしば従業員に対し

て１２０％の努力を要求する必要のある当社の

ような企業において、仕事と私生活の両立を

実現させることは難しいことであるが、キャ

リアが家庭生活を壊したり、私生活を守るた

めにキャリアをあきらめざるを得ないような

状況を生まないように、企業は積極的な対策

を取らなければならない。」

なおノボ・ノルディスクでは、毎年財政面

での年次決算報告書のほかに、環境面および

社会面での年次決算報告書を作成している。

（１） 共働き夫婦の現状

デンマークの女性の初産平均年齢は、次の

統計からもわかるように、６０年代から上昇、

４．家庭における状況

９３年には２７．５歳に達している。

またデンマークの成人年齢は１８歳であり、

次の統計にみられるように、若者は１８歳頃から

遅くとも２４歳までの間に親から独立して自活

生活に入っている。９５年以降も、若者が独立す

る年齢は男女ともに早まっていると思われる。

これらのことから言えることは、デンマー

クで子供のいる家庭とは、女性が２０歳後半か

ら５０歳頃までの年齢にいる期間ということに

なる。この期間は女性の社会進出率が最も高

い時期であり、ここからも子供のいる家庭で

は夫婦共働きが最も典型的なパターンである

ことがわかる。

（２） 家事分担の現状

このように両親が共に働いている家庭では、

子育てを含めた家庭内での数々の任務を夫婦

が分担して行わなければならない。次の調査

結果は１０年以上前のもので、必ずしも現状を

示すものではないかもしれないが、デンマー

クの男女がどのように家事を分担しているか、

その傾向を見る上では参考になるであろう。

この調査からは、幼児の世話を夫婦共同の

仕事と考えている家庭が多いことが見て取れ

る。８０年代後半にはかなりの男性が子育てに

参画するようになったことがわかる。またそ

のほかの仕事においては、各自の得意な分野

を担当するケースが多いようである。家庭内

の仕事への男性の参加率は近年さらに高まっ

ていると思われるが、家事の主な部分を担っ

ているのが女性であることは変わっていない。

なおこの調査では、子育ての一部である０～

６０年 ２３．１歳
６５年 ２２．７歳
７０年 ２３．７歳
７５年 ２４．０歳
８０年 ２４．６歳
８５年 ２５．５歳
９０年 ２６．４歳
９３年 ２７．５歳

（出所：Ｋｖｉｎｄｅ＆Ｍａｅｎｄ，１９９５）

９４年の男女年齢別社会進出率

（単位：％）
女性 男性 男女平均

１６～６６歳 ７６ ８３ ７９
１６～１９歳 ５８ ６５ ６２
２０～２４歳 ７７ ８２ ８０
２５～２９歳 ８５ ９０ ８７
３０～３４歳 ８８ ９２ ９０
３５～３９歳 ８９ ９２ ９１
４０～４４歳 ８９ ９２ ９１
４５～４９歳 ８７ ９２ ８９
５０～５４歳 ８１ ９０ ８６
５５～５９歳 ６８ ８５ ７７
６０～６６歳 ２１ ４０ ３０

（出所：Ｋｖｉｎｄｅ＆Ｍａｅｎｄ，１９９５）

親と一緒に生活していない若者（９５年１月１日現在）

（単位：％）
女性 男性 男女平均

１８歳 ２３ １４ １８
２０歳 ６１ ４０ ４９
２２歳 ８６ ６９ ７７
２４歳 ９３ ８２ ８８

（出所：デンマーク統計局、９５年 №．９５）
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２歳児の世話しか項目に入れていないが、保

育所・幼稚園への送迎、児童施設や学校での

ＰＴＡ活動、子供とともに過ごす余暇活動な

どの部分においても、父親が母親と同様に積

極的に参加しているのが現状である。

また「その他」が１０％を越える項目として、

掃除、朝食、皿洗い、テーブルの用意がある

が、掃除は外部の人に頼むケース、朝食、皿

洗いやテーブルの用意は子供が手伝うケース

が多いと考えられる。親元で生活する子供が、

家族の一員として年相応の家庭内の仕事を担

当することは、デンマークにおいてはごく一

般的な姿である。

（３） 子供のいる典型的な核家族の経済状況

一般的な核家族の経済状況がどのようなも

のであるかをはっきりとした数値で示すこと

は困難なことであるが、一つの傾向を示すも

のとして、一般事務職を代表する労働組合

ＨＫと無資格の女性を代表する労働組合

ＫＡＤ（１８８８年設立、現在でも女性のみの労

働組合としては世界唯一のもの）が共同出版

した「女性のための経済ハンドブック」に掲

載されたシミュレーションの一例をここに紹

介する。（Ｅｎｈａａｎｄｂｏｇｏｍｏｅｋｏｎｏｍｉｆｏｒ

ｋｖｉｎｄｅｒ：Ｂｅｄｒｅｒａａｄ，１９９６）

家族設定

夫：銀行事務員３４歳、妻：一般事務員３２歳、

共にフルタイム

子供：２歳と４歳児の２人

３年前に家を購入

（単位：クローネ）

月当たりの収入：

夫婦の手取り収入 ２０，４７０

扶養児童援助 １，６０８

計 ２２，０７８

月当たりの固定経費：

住宅ローン ７，６００

児童施設利用 ２，６００

組合費 １，４９０

保険 ７４０

電話加入料金 １００

テレビ １４０

計 １２，６７０

その他の経費

電気代、暖房費 １，１６０

自動車（ガソリン代込み） １，９００

電話代 １５０

子供の衣類 ８００

夫婦の衣類 ４００

食費、その他生活費 ３，５００

バカンス用積立金 １，５００

計 ９，４１０

残高 △２

計画出産が出産の大半を占めるようになっ

た今日、その計画設計の中でいつ何人の子供

を産みたいかを決定するのはあくまで個人で

あり、特にその鍵を握っているのは女性であ

る。従って出生率を政治的にコントロールす

ることはできない。出生率は社会の経済状況、

労働市場状況、福祉状況、家族関係、国民の

意識など多くの要素が複雑に絡み合って変化

するものである。

５．結 論

子供のいる家庭での家事分担状況（８９年）

（単位：％）
女性 男性 共同 その他

洗濯 ７８ ４ １５ ３
夕食 ５７ ９ ２９ ６
掃除 ４９ ３ ３５ １３
買物 ４９ １１ ３６ ５
朝食 ３８ １９ ３１ １２
支払い ３３ ３２ ３４ １
幼児の世話 ３０ １ ６６ ４
皿洗い ２４ １１ ４０ ２４
テーブル用意 １６ ７ ３１ ４６
庭の手入れ １５ ３６ ４２ ７
屋内の修繕 ５ ７５ １９ １
屋外の修繕 ４ ８７ ８ １
（出所：Ｋｖｉｎｄｅｒ＆Ｍａｅｎｄ，１９９５）
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しかし女性が子供を産みたいと思い、これ

を決意する上で最も重要な点は、安心して子

供を産み育てる環境が整っていると女性が感

じるかどうかであろう。この点において社会

が調整を試み、女性を支援することは不可能

なことではないだろう。デンマークで現実に

行われている支援をまとめてみると、次のよ

うになる。

（１） 社会（国・地方自治体）は女性が妊娠

した時点から、次のようなさまざまな方面に

わたって女性とその家族を支援している：

出産休暇、妊婦の無料定期検診、出産サービス、

保健婦による家庭訪問、家庭医による健康診

断、育児休暇、扶養児童家族拠出金、保育・

幼児教育システムの完備、無償教育＊など。

（＊日本では子供の教育費がかさむことが、子供を

産むまたは子供の数を増やすことを躊躇する一要素

になっているようであるが、デンマークの場合は基

本的に教育費は税金で賄われるため、これが出生率

に影響を与えることはない。）

（２） 女性は労働市場に進出し、ここに残る

意思を持ち続けている。また将来、労働力不

足が予測される中で、労働市場は女性労働力

を確保する必要がある。そのため、仕事と家

庭の両立を図るための次のような数々の施策

が労働市場において取られている：

フルタイム労働時間の短縮、有給休暇の延長、

出産休暇や育児休暇における経済的支援、フ

レックスタイムの導入、パートタイムの可能

性と権利確保など。

（３） デンマークの家庭では、家庭内の責任

・仕事を夫婦が共同で受け持つという考えが

一般化し、家事・育児・子供の教育に積極的

に参加する男性が年々増えている。このよう

な男性の協力は、大半の女性が労働市場や社

会に積極的に参加することを望んでいる以上、

子供を産み育て易い環境を築く上で欠かせな

い重要な要素であるだろう。

（４） 特に６０年以降生まれたデンマーク人は、

自立した母親の姿を見ながら育ってきた。そ

の中には親の離婚という悲劇を体験した者も

少なくない。また現在のデンマーク社会は、

男女平等が完全ではないものの、かなり進ん

だ社会である。このような環境で育った人々

には、男女の自立を当然と考えると同時に、

暖かい家庭、子供のいる家庭を強く望む傾向

がみられる。また近年の労使協定の動向や世

論などからも、多くの国民が子供のいる家庭

に大きな価値を見出すようになってきたこと

が伺える。このような意識の変化も、デン

マークにおける近年の出生率の上昇傾向に何

らかの影響を与えたと考えられるであろう。

また次世代を担う若者が子供のいる家庭に大

きな価値を見出すか否かが、今後の出生率の

動向を左右することにもなるだろう。その意

味からも、家庭、国、労働市場における柔軟

な支援とともに、教育分野における努力も必

要であると思われる。
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表１ ６５歳以上の高齢者比率

（単位：％）

９５年 ２０２０年

日本 １４．１ ２３．８

デンマーク １５．２ １９．１

スウェーデン １７．３ １９．６

フィンランド １４．１ ２０．０

ドイツ １５．２ ２０．０

イタリア １６．０ ２２．２

英国 １５．４ １７．２

フランス １４．９ １８．９

ギリシア １５．９ ２１．４

オランダ １３．２ １９．２

スペイン １４．９ １９．５

米国 １２．６ １５．０

（注）９８年１月現在，日本：１５．０，デンマーク：１４．９
（出所：９４年国連人口予測）

表２ 平均寿命（９７年現在）

（単位：歳）

男性 女性

日本 ７６．７ ８３．２（世界一）

デンマーク ７３．０ ７８．２

スウェーデン ７６．７ ８１．８

フィンランド ７３．３ ８０．３

ドイツ ７３．７ ８０．０

フランス ７４．２ ８２．１

英国 ７４．３ ７９．４

オランダ ７４．７ ８０．３

イタリア ７４．９ ８１．３

ベルギー ７３．８ ８０．５

アイルランド ７３．３ ７８．７

ルクセンブルグ ７３．５ ７９．６

スペイン ７４．４ ８１．６

ポルトガル ７１．４ ７８．７

ギリシア ７５．１ ８１．４

（注）９８年日本：男性７７．１６ 女性８４．０１
（出所：ＮｅｗＣｒｏｎｏｓＤａｔａｂａｓｅ，ＥＵＲＯＳＴＡＴ１９９９）

表３ 合計特殊出生率

７０年 ８０年 ９０年 ９４年 ９７年 ９８年

日本 ２．１３ １．７５ １．５４ １．５０ １．４４ １．３８

デンマーク １．９５ １．５５ １．６７ １．８０ １．７５ １．７２

スウェーデン １．９２ １．６８ ２．１３ １．８８ １．５２ ｎ．ａ．

フィンランド １．８３ １．６３ １．７８ １．８５ １．７５ ｎ．ａ．

ドイツ ２．０３ １．５６ １．４５ １．２６ １．３６ ｎ．ａ．

イタリア ２．４２ １．６４ １．３４ １．２２ １．２２ ｎ．ａ．

英国 ２．４３ １．９０ １．８３ １．７４ １．７１ ｎ．ａ．

フランス ２．４７ １．９５ １．７８ １．６５ １．７１ ｎ．ａ．

ギリシア ２．３９ ２．２１ １．３９ １．３５ １．３２ ｎ．ａ．

オランダ ２．５７ １．６０ １．６０ １．５７ １．５７ ｎ．ａ．

スペイン ２．９０ ２．２０ １．３４ １．２２ １．１５ ｎ．ａ．

ポルトガル ２．８３ ２．１８ １．５７ １．４４ １．４６ ｎ．ａ．

ノルウェー ｎ．ａ． １．７２ ｎ．ａ． ｎ．ａ． １．８５ ｎ．ａ．

アイスランド ｎ．ａ． ２．４８ ｎ．ａ． ｎ．ａ． ２．０４ ｎ．ａ．

（出所：９８年ＥＵＲＯＳＴＡＴ人口統計と厚生省の統計）
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ＩＴへの取り組み本格化
（欧州）

雇用や経済成長の促進には情報化社会への対応が重要であるが、欧州各国の情報技術

（ＩＴ）への対応は、概して米国に比べ遅れているといわれている。また、ＩＴ関連労働者

の人材不足などの問題も生じている。ＥＵは、こうした問題に対応するため、２０００年６月

にポルトガルのフェイラで開催した首脳会議で、「ｅ－Ｅｕｒｏｐｅ２００２行動計画」に合意した。

この計画は、「より安く、速く、安全なインターネット」、「人と技術に対する投資」、「イ

ンターネットの利用促進」という３つの主な目標を柱として、情報化社会への対応に必要

な制度の確立や教育の充実を図るため、具体的な施策を取りまとめたものである。

こうしたＥＵの取り組みに加え、ＥＵ各国も独自に情報化社会への対応を図っている場

合が多い。また、西欧のＥＵ非加盟国や中・東欧諸国でも同様の動きがみられる。本レ

ポートでは、各国の「ニューエコノミー」に対する見方、ＩＴ産業振興策、ＩＴによる雇用

創出、ＩＴ部門の人材不足・流出への対応などを報告する。

ブリュッセル・センター

ＥＵ各国首脳は、リスボンＥＵ特別首脳会

議において、情報社会に備えるためのインフ

ラ整備や人材育成、情報産業の振興などへの

具体的提言を盛り込み、今後１０年間の雇用対

策を方向付けた。欧州が「調和のとれた競争

力ある地域」（ポルトガル・グテーレス首相）

になるかどうかが試されることになる。

（１） 今後１０年の戦略を構築

ＥＵ加盟国首脳は、２０００年上半期ＥＵ議長

国ポルトガルのリスボンでＥＵ特別首脳会議

を開催し、情報産業による雇用対策を中心議

題として議論し提言をとりまとめた（２０００年

１．情報社会の形成に意欲（ＥＵ）
３月２３～２４日）。

首脳会議では、向こう１０年間、情報分野を

中心に競争力とダイナミズムを有する域内経

済の発展を目指し、それによる雇用の拡大と

社会の調和を図ることが最大の目的とされた。

これらを実現するために、今後は年間３％

程度の安定成長を目指し、①情報化を基盤と

する経済への移行、②競争とイノベーション

による経済改革の推進、③人材育成と社会弱

者の救済による新しい欧州社会モデルの構築、

④安定的な成長を可能とするマクロ経済の運

営、の４つの柱からなる新戦略が打ち出され

た。

新戦略は、現在６１％である就労率を２０１０年

には、７０％に引き上げることを目標としてい

る。
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このほか、今回合意された情報化社会への

目標項目は以下のとおり。

①２０００年中に電子取引に関する法制度を承認

する。

②２００１年末までに通信市場の自由化を完了さ

せる。

③２０００年末までにインターネットのローカル

使用料を引き下げる。

④２００１年までに域内のすべての学校をイン

ターネットで接続、教員への講習も実施す

る。

⑤２００３年までに主要な行政サービスをイン

ターネットに接続させる。

（２） 公平な人材育成政策

ＥＵは情報社会形成のために人材育成に力

点を置き、情報系産業分野での製品開発と

サービス提供を充実させる。その結果、競争

と雇用の促進が図られ、市民生活の向上と環

境保全が図られると見込んでいる。６月のＥ

Ｕ首脳会議で、情報社会を形成するための

「ｅ－Ｅｕｒｏｐｅ計画」の青写真を提出する。ま

た、通信の自由化の完全実施（２００１年末ま

で）が確保される必要性を強調している。

（３） Ｒ＆Ｄ、中小企業、域内市場統合の役割

他方、情報技術への基礎固めとして研究開

発（Ｒ＆Ｄ）の推進を図る。また民間Ｒ＆Ｄ

への開発支援として、税制の優遇やベン

チャー・キャピタルを欧州投資銀行（ＥＩＢ）

との支援体制によって図る。加盟国は、６月

までにＲ＆Ｄ開発プログラムの提出が義務付

けられると同時に、ネットワーク構築のため

のインフラ整備、研究者の域内自由移動の推

進なども取り決められた。

さらに中小企業のＲ＆Ｄについては、６月

までに中小企業憲章の策定に向けた素案を提

出することにもなった。

一方、域内市場統合に関して、サービス分

野での障壁の除去について２０００年末までに政

策を策定する。とりわけ電力、ガス、郵便、

運輸面でのサービス自由化の加速と、中小企

業の政府調達への参加の促進を図る。また政

府調達では、２００３年をめどにＥＵおよび加盟

国の政府調達のオンライン化を実現する。

（４） 教育現場と職業訓練センターの連携重視

雇用政策として、まず今後の情報社会に即

応した教育・職業訓練のあり方として、加盟

国の関連予算を充実させ、１８～２４歳を対象に

高度な教育の機会を２０１０年をめどに提供する。

インターネットを完備した教育および職業訓

練センターの設置に加え、教育の現場と職業

訓練センターとの情報連携システムの構築を

図る。また、情報に関する資格要件の統一化

（ｅ－欧州デイプロム）を図る。このため、

２０００年末をめどに学生、教育者、研究者など

をＥＵ教育プログラム（ソクラテス、レオナ

ルド・ダ・ビンチ）への積極的な参加を要請

する。またＥＵの共通の履歴書のフォームを

作成する。

情報産業が、雇用促進とともに社会的な格

差を是正するものとして期待を寄せ、新たな

格差を生むような状況があってはならないと

し、加盟国間での情報交換の推進を図るとし

た。

（堀口英男）

ブリュッセル・センター

欧州委員会の情報社会化に対する取り組み

が活発化している。欧州委は２０００年６月１９、

２０日のポルトガルのサンタ・マリア・ダ・

フェイラでのＥＵ首脳会議に向けたドラフト

ペーパーの中で、「ｅ－Ｅｕｒｏｐｅ２００２行動計

画」を５月末に公表した。

そのうち、研究・教育関係では、まず２０００

年３月のＥＵ特別首脳会議でも議題となった

２．活発化する教育関連ＩＴ化への取り

組み（ＥＵ）
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２００１年初めまでに、加盟国および欧州関係国

（注）の研究施設をつなぎ、７０万人以上の研

究者に世界最大のマルチメディア・ネット

ワークを供与することが目標としてあげられ

ている。このため、欧州委は研究・教育関連

機関ネットワークのための高速、大容量のイ

ンターネット・インフラ構築に、８，０００万

ユーロ（第５次研究開発プログラム）を計上

する予定である。

他方、人材育成の観点から、２００１年末まで

にＥＵ域内のすべての学校を対象に、イン

ターネットおよびマルチメディア関連データ

へのアクセスが可能となるよう加盟国の努力

を要請している。また、２００２年末までには、

インターネット、マルチメディアのデータを

十分活用できるようにすべての教員を対象と

した研修機会の創出、学校の高速マルチメ

ディア・ネットワークへのアクセスを可能に

したいとしている。さらに、学校教育現場の

情報技術（ＩＴ）の普及については基本的に、

まず加盟国自身の不断の努力と、さらに“デ

ジタル世代”に向けた教育環境の整備が必要

とし、新たな予算措置を講じる考えを示して

いる。そのほか、産業界も学校教育現場の環

境整備に対して、側面的な協力体制構築（機

材の効率化、高速化への技術革新）の重要性

につき認識を示している。

「ｅ－Ｅｕｒｏｐｅ計画」は、向こう１０年間の計

画として既に実施に移されているが、最初の

５年間は教育現場での人材育成に重点が置か

れている。

（注）ブルガリア、キプロス、チェコ、エストニア、

ハンガリー、アイスランド、イスラエル、ラ

トビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、

ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スロ

バキア、スロベニア、スイス

（堀口英男）

デュッセルドルフ・センター

国内で不足している情報技術（ＩＴ）関連人

材を海外に求めようというドイツ版グリーン

カード法案が閣議決定された。申請の要件は

大卒または年収１０万マルク以上、滞在期間は

５年、受け入れ人数は最大２万人などが同法

案の内容で、２０００年８月からの発効を目指した。

（１）ＩＴ分野の技術者不足は７万５，０００人

ドイツ版グリーンカード（滞在・労働許

可）法案は、産業界が懸念しているＩＴ分野

での技術者不足を緊急に解消することを目的

としている。政府は、現在国内で不足してい

るＩＴ関連人材が７万５，０００人に上り、ドイツ

のＩＴ分野での国際競争力に重大な懸念が生

じるとしている。同法案成立後は、ＥＵ域外

に居住するＩＴ関連人材（以下、域外ＩＴ関連

人材）に対し要件を具備していれば迅速にグ

リーンカードを発行することが可能になる。

（２） 許可期間は５年、最大２万人受け入れ

２０００年５月３１日に閣議決定された同法案の

内容は、①ビザの申請条件について大卒また

は年収１０万マルク以上とし、②滞在・労働許可

期間は５年であるが必要に応じて延長も可能、

③受け入れ人数は１万人で最大２万人まで認

められる、というもの。当初案（①は大卒の

み、②は３年まで）より拡大・緩和されてい

ることから、産業界への配慮がうかがわれる。

１０万マルクを下限とした理由として、域外

ＩＴ関連人材の流入による国内ドイツ人技術

者の賃金低下圧力回避のためとも考えられる。

また、これまでに政府が示してきた方針と

して、まず、ビザの申し込みから発行にかか

る日数は「最長でも６週間」（ブーリ首相府

上席政務次官、法案作成の特別諮問委員会の

３．グリーンカード法案を閣議決定

（ドイツ）
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座長）としている。企業の域外ＩＴ関連人材

雇用者数には制限がなく、被雇用技術者も滞

在中、雇用主を変更することが可能である。

（３） 国内技術者養成も主眼に

ドイツ国内のＩＴ分野での失業者数は３万

２，０００人に達していることから、域外ＩＴ関連

人材の導入よりもドイツ人ＩＴ関連人材を育

成し、雇用する方が失業問題に悩む同国の採

るべき方策であるとする意見もあった。しか

し、５月のノルトライン・ヴェストファーレ

ン州議会選挙でも主要な争点とはならず、５

月１２日のラウ大統領の「社会保障制度を維持

するために移民の受け入れはもはや不可欠」

とする演説の効果があったためか、目立った

意見とはなっていない。

ドイツ産業連盟（ＢＤＩ）のヘンケル会長の

「移民（外国人の雇用）と教育（ドイツ人技

術者育成）は相反するものではない」との発

言に沿うように、政府・産業界による国内技

術者養成のための緊急プログラムは並行して

計画されており、産業界は２００３年までに政労

使が労働問題について協議する場である「雇

用のための同盟」で合意されたＩＴ関連分野

の職業訓練者を４万人にする計画に、２万人

を加えることとした。連邦雇用庁も、ＩＴ分

野での再教育訓練者数を３万６，０００人から４

万人に引き上げるとし、さらに政府はＩＴ専

攻大卒者数を倍増させるという計画を発表し

ており、国内技術者育成への取り組みも強化

している。

（４） 要望強い産業界

同法案の成立を望む産業界の声は強く、こ

れまでにも折に触れさまざまな発言が出てい

る。ヘンケル会長は、「低い法人税率の諸外

国に対抗するため、ドイツには技能を持った

労働者が求められる」とし、ドイツ経営者連

盟（ＢＤＡ）のフント会長は「重要なことは、

外国のＩＴ技術者に対し、魅力的な受け入れ

条件を即座にそろえること」と語っている。

また、早くも成立を前提とした動きもみら

れる。ヒューレット・パッカード・ドイツ社

（コンピュータ製造）は９９年の７００人増員に加

え、グリーンカードの発行を見込んで「国籍

を問わず新たに５００人を募集する」としている。

（５） 連邦参議院通過に野党ＣＤＵ内からも

エール

同法案が連邦議会で可決後、７月１４日に連

邦参議院を通過すれば、８月１日からグリー

ンカードの発行が可能となる。ただ、連邦参

議院は野党キリスト教民主・社会同盟

（ＣＤＵ／ＣＳＵ）が多数を占めており、どの

程度の修正が図られるかが焦点となっている。

ＣＤＵのメルケル党首は、ＩＴ関連人材のみ

ならず難民など移民全体に関する新しい法律

を制定すべきとして政府を批判しているが、

同党のインターネット担当スポークスマンで

あるハイルマン氏は、「（ＣＤＵは）法案を通

過させるだろう」との見通しを示しており

（ＦＡＺ紙６月２日付）、党内の意見の集約が

必ずしもなされていない状況である。

（６） 応募最多国はインド

連邦雇用庁管轄の就職斡旋（あっせん）セ

ンター（ＺＡＶ）が発表したところによれば、

ＩＴ分野の求人数１万１，０００人に対し、既に

５，７００人が求職しており、そのうちインド国

籍が約１，２００人と約２１％を占めている。その

ほか、ブルガリア、ハンガリー、ロシアなど

中・東欧諸国からの希望者が目立っている。

（石井 悟）

ロンドン・センター

英国政府は、知識集約型経済を先導してい

くことを目指し、各種施策を打ち出している。

４．知識集約型経済に積極的な取り組

み（英国）
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しかし、技術者不足や情報の安全性に関する

課題に直面しており、今後、どのように実効

性を高めていくかが注目される。

（１） 情報化の重要性を認識

９８年に発表された競争力白書で示されたよ

うに、情報通信技術（ＩＣＴ）の発展は世界市

場、世界経済を大きく変化させ、英国産業の

競争力に大きなインパクトをもたらすとの認

識から、政府は知識集約型経済（ｋｎｏｗｌ‐

ｅｄｇｅｄｒｉｖｅｎｅｃｏｎｏｍｙ）を先導することを

目指している。

ブレア首相も情報化社会への対応について、

英国が欧州のリーダーであり続け、同国で世

界最高のＩＣＴの環境を確立するためには、①

マクロ経済が強く安定していること、②常に

時代に即応した情報化技術に産業界が適合し

ていること、③国民の能力を最大限に引き出

すこと、が不可欠と主張している。

（２） ＩＣＴの基盤整備に積極的に対応

政府はＩＣＴの基盤整備のために、①２００１年

３月までに政府調達の９０％以上を電子化、②

２００１年までにＩＴ学習センターを１，０００ヵ所設

置、③２００２年までに全国の図書館、学校をイ

ンターネットで接続、④２００５年までに公共

サービスの電子アクセスを可能とする（２０００

年７月２０日時点では３分の１の公共サービス

がオンラインで提供可能と発表されている）、

⑤２００５年までにパソコン、モバイル端末、デ

ジタルテレビなどを通じた普遍的なインター

ネットの利用が可能となる環境の整備（ユニ

バーサル・アクセス）を可能とすること、な

どを掲げている。

目標遂行にあたっては、ｅ－Ｍｉｎｉｓｔｅｒと称

される情報化担当閣外相（貿易産業省内）を

核として、ＩＣＴプロジェクトの進捗状況を定

期的に首相に報告することになっている。そ

してこれらに取り組むにあたり、これまでの

情報化に向けた英国の適応度について地域・

産業別分析、国際比較調査が行われた。

具体的な施策としては、２０００年３月に発表

された２０００年度予算案の中で、①電子商取引

の実施業者に対する税控除、②中小企業に対

するＩＴ活用に関する情報提供の強化、③中小

企業が今後３年間、ＩＴ関連投資を行う場合、

初年度に１００％のキャピタルアローアンス（減

価償却に類似）を認めること、④インターネッ

ト関連コストの引き下げ、⑤外国人のＩＴ技

術保有者に対する労働許可証取得条件の緩和

が盛り込まれ、次年度予算案発表時までに進

捗状況について見直されることになっている。

（３） 今後解決すべき課題も

情報化の進展により発生する課題として、

技術者不足やデジタル・デバイド（情報化が

もたらす経済格差）への対処、セキュリ

ティー対策、企業間取引がＩＣＴ技術を用いて

多様化する中でのネット取引課税についての

国際調和などが指摘されている。

特に最近では、セキュリティー対策の一環

として、政府が法制化しようとしている「政

府の強制調査権に関する法律（Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ

ｏｆＩｎｖｅｓｔｉｇａｔｏｒｙＰｏｗｅｒｓＢｉｌｌ：ＲＩＰ）」が、

すべての電子メールおよびウェブサイトに対

して、令状なしにモニターする権利を政府に

付与する条項を含むものとして波紋を広げて

いる。これは電子メールやウェブサイトを扱

うプロバイダーの中にブラックボックスを設

置し、すべての電子情報を自動的に検知し、

政府に対する危険を未然に防ごうとするもの

である。しかし産業界は、電子商取引の自由

度が妨げられ、英国における情報関連ビジネ

スの魅力を衰退させるとして強く反対してい

る。

（木村玲子、栗山晋一）
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パリ・センター

フランス政府のＩＴ産業への取り組みは、

９９年１０月の「情報化政策の骨子」報告書の発

表以降、活発化している。２０００年６月には、

「フランスにおける情報通信技術と雇用」報

告書を発表し、ＩＴ産業による雇用創出は年

間１４万５，０００人程度と予測、同産業を経済成

長の原動力と位置付けている。

（１） 情報社会法案の制定を検討

経済・財政・産業省は９９年１０月に、「情報

化政策の骨子」と題する報告書を発表、イン

ターネットサイト開設手続きの簡略化、コン

テンツ倫理規定、電子商取引における消費者

保護などの施策を打ち出した。

また２０００年２月には、電子署名の法的効力

を認める「電子署名法」が国会で可決された

ほか、①回線網の自由化、②暗号化技術の自

由化、③インターネット上の犯罪防止を目的

とした法的枠組みの確立、④ウェブ上の著作

権保護、⑤コンテンツ倫理に関する規制機関

の設置など、情報通信に関する幅広い内容を

含んだ「情報社会法案」が検討されており、

２０００年秋の閣議に提出される予定である。

ジョスパン首相は２０００年４月に起業家支援

策を発表し、①ＩＴ分野を含む企業設立のた

めの公的融資やベンチャーキャピタルなどの

財政支援、②企業設立手続きのオンライン化

に向けた行政手続きの簡素化などへの取り組

みを表明した。続く５月にはフランスの情報

技術を向上させるため、①国立情報処理・自

動化研究所（ＩＮＲＩＡ）の予算の増額、②国

立科学研究所（ＣＮＲＳ）における情報新技

術専門部門の設置、③インターネット関連の

技術者養成を目的としたグランゼコール（エ

リート養成校）の設立を明らかにしている。

５．ＩＴ振興策を積極的に推進（フラン

ス）

（２） 外国人技術者受け入れも視野に

経済・財政・産業省は２０００年６月に、「フ

ランスにおける情報通信技術と雇用（Ｌｅｓ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ ｄｅｌ’Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｅｔ ｄｅｓ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ｅｔ ｌ’Ｅｍｐｌｏｉ ｅｎ

Ｆｒａｎｃｅ）」報告書を発表、ＩＴ産業による雇

用創出は年間１４万５，０００人程度と予測、同産

業を経済成長の原動力と位置付けている。

その一方で、ＩＴ関連の人材不足が懸念さ

れている。ジョスパン首相は、既存の法規制

の枠内で外国人高資格労働者の採用は可能で

あり、現時点では実施に至っていないものの、

外国人受け入れも視野に入れ、対応策の検討

を行っている。なお、フランスの情報処理

サービス企業５２０社（９８年１２月時点）が加盟

して運営している情報技術サービス企業連合

組合は、フランスで約１万人の情報技術者が

不足していると指摘している。

また、同組合は加盟企業に対し、チュニジ

アやモロッコなどのマグレブ諸国には仏語対

応が可能で有能な技術者が多いため、それら

の国々の企業へアウトソーシングし、人材難

に対応することを推奨している。

（田熊清明）

ダブリン事務所

外資系企業の進出に支えられて、アイルラ

ンドのＩＴ産業は急速な発展を遂げた。しか

し現在、ＩＴ部門では技術者不足という大き

な問題を抱えており、政府主導の対策が急務

となっている。

（１） ソフトウエア分野での人員不足がより深刻

ＯＥＣＤによると、アイルランドは９８年の

ソフトウエア輸出で米国を抜き世界一となっ

た。産業開発庁（ＩＤＡ）の推定では、アイ

ルランドにはソフトウエア関連企業が約６００

６．深刻なＩＴ技術者不足（アイルラン

ド）
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社あり、２万４，０００人が働いている。また、

ハードウエア関連企業は３３０社あり、４万

５，０００人が働いている。

国際データ・コーポレーション（ＩＤＣ）が

マイクロソフトの委託により、アイルランド

のＩＴ産業について取りまとめた報告書によ

ると、現在同国では必要とされるＩＴ技術者

の１０％（約５，６００人）が不足しており、２００３

年には１４％（約９，９００人）が不足すると見込

まれている。この結果、同国の技術者不足は、

欧州においてオーストリア、ドイツ、デン

マークに次いで深刻な状況とされる。

９７年に政府の諮問委員会が、ＩＴ分野など

における将来の熟練労働者不足への対応の必

要性を提言した。これを受け政府は、９７年９

月に２億５，０００万アイルランド・ポンド（以

下ポンド、１ポンド＝約１３０円）を拠出し、教

育技術投資基金を設立、大学・高校における

技術系教育を拡充するなどの措置を講じてき

ている。２００３年以降にはその成果が表れ、労

働者不足は若干緩和されると期待されている。

しかし、アイルランド・ソフトウエア協会に

よると、この労働需給の緩和は、ハードウエア

分野でははっきりと表れようが、ソフトウエ

ア分野での効果は期待薄とみられる。その理

由として、ソフトウエア産業は現在全体で２０

％もの人員不足を抱えており、状況は今後さ

らに悪化すると見込まれることをあげている。

（２） 国外技術者の確保が必須

ハーニー副首相兼産業通商雇用相は２０００年

２月末、労働者不足問題への対応として、

２００６年までに国外から２０万人の労働者を受け

入れると発表した。これには、ＩＴ関係以外

に看護と建設関係の労働者が含まれるが、こ

の２０万人という数と同国の人口（約３７０万

人）との比率を単純に日本の人口に当てはめ

て計算すると、約６８０万人という膨大な数字

になる。

本件関連のビザは一般にハーニー・ビザと

呼ばれており、２０００年６月から発給されてい

る。本ビザの発給には４週間かかり、有効期

間は２年である。３ヵ月経過後は家族を呼び

寄せることも可能である。しかし、６月の本

ビザ発給実績は１３８件にとどまり、このペー

スでは目標の２０万人に達するのは難しい。

アイルランドには、２０００年以降も米国ハイ

テク産業を中心とする企業の進出が続いてい

る。インテルは２０億ポンドを投じ、マイクロプ

ロセッサー工場を建設すると発表、ＩＢＭも

大規模な追加投資（雇用創出２，５００人）を行う

と発表している。さらに、７月下旬にはシス

コ・システムズの進出（雇用創出３，０００人規

模）が報道された。これらの大型プロジェク

トにより、労働者不足はより深刻化している。

表１ アイルランドのＩＴ産業の企業数（上段）
と従業員数（下段）

（単位：社，人）

ソフトウエア ハードウエア

外資系 １４０
１４，０００

１８０
３５，０００

アイルランド系 ４６０
１０，０００

１５０
１０，０００

合計 ６００
２４，０００

３３０
４５，０００

（出所）ＩＤＡ担当者へのヒアリング（２０００年７月
２６日現在）

表２ 各国のソフトウエア輸出額（９８年）

（単位：１００万ドル）

アイルランド ３，２９０

米国 ２，９５６

オランダ ６０８

ドイツ ５１３

フランス ３２０

日本 １７３

ベルギー、ルクセンブルク １６２

スイス １１６

オーストリア １１５

ＥＵ ５，９２７

ＯＥＣＤ ９，６３１

（出所）ＯＥＣＤ、ＦＩＳデータベース９９年１２月
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政府は求人のためカナダ、英国でアイルラ

ンド・ジョブ・フェアを開催したのに続き、

現在はハノーバー博覧会で同フェアを開催し、

海外からの労働者を募集している。

（フヌーラ・キーティング、太田康富）

ウィーン・センター

オーストリアは、民族系のＩＴ関連の大企

業が存在しないこともあり、ＩＴ先進国とは

言い難い。しかし、外資系ＩＴ企業の研究所

をベースとした中堅・中小ＩＴ企業成長の潜

在性はあり、ＩＴ産業の発展が経済・雇用面

でプラスの影響を与えることが期待されてい

る。政府も２０００年３月のＥＵ特別首脳会議の

フォローアップ・プログラムを策定し、意欲

的に取り組んでいる。

（１） ＩＴ産業の潜在力に期待

欧州の主要株式市場が近年活況を呈する中、

ウィーン証券取引所は低迷にあえいでいる。

ＩＴ関連銘柄が非常に少ないことがその大き

な原因の一つとされている。インターネット

の普及率も、米国や北欧といった先行グルー

プとの差が大きい。

オーストリアは、ノキア、エリクソン級の

民族系大型ＩＴ企業が存在しないこともあり、

世界のＩＴ産業の中ではやや影が薄いことは

否めない。しかし、南部ケルンテン州にシー

メンスがマイクロ・エレクトロニクス開発セ

ンターを置いていることは、ＩＴ関係の潜在力

が決してないわけではないことを示している。

外資系の研究所に勤務した研究者による起業、

あるいは外資系電子メーカーの協力企業など、

知られざる優良中堅企業は少なくない。

ＩＴ産業の雇用創出効果も期待されており、

政府は２００３年までにＩＴ関連で少なくとも８

万５，０００人の新規雇用創出が見込まれるとし

７．ＩＴ産業、キャッチアップに意欲的

（オーストリア）

ている。また、オーストリア銀行は最近発表

したレポートの中で、９８年から９９年にかけて

就業者数の増加（ネット）が１万７，０００人で

あったのに対して、ＩＴ産業での就業者は３

万１，０００人増加したことをあげて、ＩＴ産業の

雇用面でのプラスの影響が既に顕在化してい

ることを指摘している。

一方、ドイツと同様、ＩＴ部門での人材不

足が問題となっており、現在、ＩＴの専門家

が１万～１万５，０００人不足している。経済界

には、外国人ＩＴ関連技術者への労働許可・

滞在許可の発給を容易にするなどして外国人

ＩＴ関連技術者の雇用増を図るべきという声

もある。しかし、排外的な主張を党是とする

自由党が政権参加していることもあり、ドイ

ツのように政府首脳自ら問題提起して議論が

盛り上がるという状況にはなっていない。む

しろ、当面ドイツの状況を見守る雰囲気が支

配的になりつつある。

（２） 政府、リスボンＥＵサミットのフォ

ローアップ・プログラムを作成

政府はＩＴ関連での先行グループへの

キャッチアップに意欲的で、２０００年３月２３～

２４日にリスボンで開催されたＥＵ特別首脳会

議 で の 結 論 を 受 け て、「ｅ－Ａｕｓｔｒｉａ ｉｎ

ｅ－Ｅｕｒｏｐｅ」というプロジェクトをスタート

させた。

同プロジェクトでは、官庁ごとにＩＴ化の現

状が取りまとめられ、次いで２００３年までの目

標が策定された。ＩＴ関連技術者不足に対応す

るため、２００３年までにすべての学校にイン

ターネットを導入（現状では国立学校での導

入率は１００％、公立学校では４３％）、教員養成

過程でのＩＴ科目を強化し、ＩＴ知識を有する卒

業生の数（高校レベル）を現状の１万９，８００人

（うち専門知識を有する卒業生は８，０００人）

から２万１，１００人（同１万人）に増やすなど、

教育面で具体的な目標が設定されている。

（立川雅和）
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ミラノ・センター

国内のＩＴ産業はソフトウエア開発・同

サービスを中心に年々拡大している。政府の

ＩＴ関連予算は依然少なく、民間主導でＩＴ産

業の整備・開発が進められている。市場の拡

大とともにＩＴ関連技術者の不足が目立って

おり、労働制度の整備を含めた議論が必要と

の声が高まってきた。

（１） ＩＴ産業は年々拡大

イタリアでも全産業に占めるＩＴ産業の比

重が急速に高まっている。情報通信関連の製

造業が加盟する全国組織ＡＳＳＩＮＦＯＲＭの試

算によると、９９年のイタリアのコンピュータ

・ハードウエア関連市場規模は７４億ドル、ソ

フトウエア関連市場は１１７億ドルと、ほかの

欧州諸国に比べ２分の１～４分の１の規模で

ある。また、インターネット普及率（人口

比）は８．２％と日本の半分程度で、欧州諸国

の中ではやや後発の部類に入る。半面、市場

は急速に成長しつつあり、９９年のＩＴ市場規

模は前年比１０．６％増、通信市場規模は１４．６％

増と経済を支える産業になりつつある。

（２） 携帯電話部門が成長の支え

この市場の成長を支えているのが携帯電話

部門である。携帯電話の普及率は３５．６％（９８

年）で、１年間の新規契約台数は９６年の５８５

万台から９９年には８００万台へと膨らんだ。こ

れに伴い携帯電話の輸入額も、９７年の１兆

３，０００億リラから９９年には３兆２，６００億リラへ

と２．５倍に増加した。

政府はＩＴ産業の育成を重要な経済課題に

掲げているが、２０００年度（暦年）の政府予算

に占めるＩＴ関連支出は、情報関連技術革新

費４，５００億リラ、インターネットおよび電子

商取引整備費３，０００億リラ、通信技術整備費

８．急成長を遂げるＩＴ市場（イタリア）
４，０００億リラなど総額１兆３，０００億リラで、全

予算に占める割合は０．１５％にとどまっている。

（３） 民間主導で活発化するＩＴビジネス

イタリアのＩＴ産業の開発・整備は、基本的

に民間主導で進められているといえる。ＩＴ

関連ビジネスに従事する企業は年々増加する

傾向にあり、中でもソフトウエア開発・サー

ビス企業の増加が目立つ。ＡＳＳＩＮＦＯＲＭは

ＩＴ関連企業数を、９７年５万７，３００社、９８年５

万９，０００社、９９年６万１，８００社と発表している。

ネットビジネスやコンピュータ・サポート

・サービスは、初期投資が比較的少なくて済

み、また個人でも始められるため、企業形態

をとらないケースも多く実態がつかみにくい。

ただ、経済が上向き始めたことでＩＴ関連の

設備投資に力を入れる企業が増えていること

から、今後も技術導入やメンテナンス・サー

ビスへの需要は高まっていくとみられる。

（４） 高まる人材需要

企業数の増加に伴い、これに従事する労働

者数も増加している。ＡＳＳＩＮＦＯＲＭによる

と、ＩＴ関連産業の従事者数は９７年の４０万

６，０００人から９９年には４４万２，０００人に増加した。

特にソフトウエア開発やメンテナンス・サー

ビス分野で増えており、人材ニーズも高まっ

ている。ＡＳＳＩＮＦＯＲＭ傘下企業に対する調

査でも、ソフトウエア・プログラマーやシス

テムエンジニアなど、コンピュータ関連の人

材が不足しているとする企業が年々増えてい

る。学校教育の場でもコンピュータの導入が

進められているが、十分な人材が育成される

までには、まだかなりの時間が必要である。

高失業率を抱えるイタリアでは、ＩＴ関連

産業が活性化することで新たな雇用機会が創

出されるとの期待がある。一方で急速に高ま

る人材需要に対し、専門知識や高度な技術を

持った人材の供給が追いつかないとの危惧が

ある。不足する人材を外国人雇用で補うと
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いった動きはまだ顕著には表れていないが、

雇用制度の整備も含めたＩＴ産業活性化の議

論が早急に必要とされている。（小林浩人）

マドリード・センター

スペインのＩＴ産業の市場規模はここ数年

急速に拡大している。しかし、技術のほとん

どを外国企業に依存しており、それが人材育

成面にも及ぶなど、問題点も抱えている。

（１） ＩＴ産業は急速に拡大

スペイン電気通信工業会（ＡＮＩＥＬ）によ

ると、９９年のＩＴ産業（ハードウエア、ソフ

トウエア、サービスの合計）の市場規模は５

兆３，０００億ペセタ（１ペセタ＝０．６円）で、こ

こ数年毎年２割増のペースで拡大しつつある。

ＩＴ産業はＧＤＰの約５％を占めるに至って

おり、自動車および観光産業と並び最も規模

の大きい分野の一つに成長している。

分野別内訳では、固定電話サービス３４％、

携帯電話サービス１９％、コンピュータおよび

通信関連機器（ハードおよびソフト）２６％と、

この３分野で全体の８割を占める。半面、イ

ンターネット・サービスおよび電子商取引は

全体の５％程度にとどまっている。

成長率では、携帯電話（前年比３０％増）と

インターネット・サービスおよび電子商取引

（１８％増）が高い。この辺の事情はほかのＥ

Ｕ諸国と共通しているが、携帯電話およびイ

ンターネットの普及率はそれぞれ２５％、１０％

と、ＥＵ平均値を下回っている。しかしそれ

だけに、４，０００万人という人口規模など考慮

すると、ＥＵ諸国の中で最も将来性の高い市

場といえる。

しかし、成長産業とはいえ、スペインなら

ではの問題点も浮上してきている。

カタルーニャ経済統計研究所が最近発表し

たレポートによれば、スペインのＩＴ産業は

９．外資依存のＩＴ産業（スペイン）

一定水準までは爆発的に拡大するが、将来は

行き詰まる可能性がある。その理由として、

①ハード、ソフト、サービスともに外資系企

業に大きく依存していること、②電話回線の

デジタル化などインフラ整備がほかのＥＵ諸

国に比べ遅れていること、③インターネット

利用に際し、言語（英語）への抵抗が強いこ

と、④ネット取引の手数料がまだ高いこと、

⑤①との関連から、行政の対応（法制度、人

材育成面など）が後手に回っていることの５

点を指摘している。

このうち特に問題となるのは外資系企業へ

の依存で、市場規模が拡大すればするほど依

存度は高まっている。ＡＮＩＥＬのデータをみ

ると、９９年のＩＴ産業関連機器の輸出金額は

７，７５０億ペセタであるのに対し、輸入は１兆

８，６００億ペセタと大幅な輸入超過となってお

り、この入超幅は９５年以降毎年２０％の割合で

拡大している。さらに、輸出を支えているの

も外資系企業であるといわれる。

（２） 人材育成も外資頼み

このような状況下、政府は、国家研究・開

発（Ｒ＆Ｄ）計画を策定した。これは２０００～

２００３年の３年間で、企業のＲ＆Ｄ支出を

ＧＤＰ比で０．９５％から１．２９％まで拡大させる

ことを目標とし、一定条件を満たした企業に

助成金を支給するもので、ＩＴ産業はこの計

画の中心に据えられている。

２０００年予算としては１，４００億ペセタが組ま

れているが、この助成制度は中小企業ほど活

用しやすくなっており、現在ＩＴ産業の約３０

％を占めているベンチャー企業の成長が期待

されている。

ただ、ＩＴ産業を支える人材の育成面では

行政の対応に遅れが目立つ。スペインのＩＴ

産業には９９年末時点で約３０万人が従事してい

るとされるが、労働力供給は毎年２割のペー

スで拡大する産業規模に追いついていないと

いわれる。

６１ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１０



もちろん行政側も座視しているわけではな

いが、全国レベルで体系化された高度技術者

の人材育成策はまだ存在せず、大手外資系企

業の協力に頼らざるを得ないのが現状である。

例えば、エリクソンのスペイン現地法人は、

国内の大学と提携し奨学金制度を設置すると

同時に、自社の研究施設の一部を大学内に設

置している。現在毎年１００人の学生が同奨学

金制度を利用している。本来は自社への優秀

な学生の確保が狙いだが、この制度はスペイ

ン全体の人材育成にも大いに貢献している。

このような大手外資系企業と大学の提携は

今後も活発化するとみられているが、この方

法では、ベンチャーをはじめ自国中小企業に

おける人材確保はますます難しくなる。外資

への過度な依存が人材育成面でも表面化しつ

つある。 （佐々木光）

リスボン事務所

ポルトガルのＩＴ産業は欧州先進各国に比

べ、かなり遅れをとっており、インフラ整備、

教育などが今後の課題となろう。一方、高速

道路自動料金収受システム、デビットカード

による決済システムなどのＩＴ技術は既に実

用化されている。

（１） まだ少ないインターネット接続件数

ポルトガル労働省によれば、９７年の同国の

ＩＴ産業の企業数は７，４０３社、総売上高は２兆

４５９億エスクード（１エスクード＝０．５円）、

雇用者数は１２万２，０００人で、それぞれ全体の

５％前後を占めている。中でも近年の携帯電

話保有台数の伸びは目覚ましく、今年第１四

半期には約５００万台となり、普及率はＥＵ

１５ヵ国内で第６位の５０％に達した。

しかし、インターネット接続件数は９９年末

時点で４７万４，０００件と、年初から倍以上急増

１０．今後の発展が期待されるＩＴ産業

（ポルトガル）

しているものの、普及率はまだ４．７％にとど

まっている。接続件数は、２００３年には２６０万

件に増加すると予測される。また、プロバイ

ダーは全国に３０１あり、うち３分の１がリス

ボン周辺に集中している。

こうした状況を受けて、政府もＩＴ産業振

興策を打ち出している。例えば科学技術省は、

７年計画による「インターネット・イニシア

ティブ」の概要を発表した（詳細は９月に公

表）。主な内容はインターネット普及率５０％

の達成、全地方自治体および学校へのイン

ターネット接続、電子商取引の促進などと

なっており、年間予算２５０億エスクードの

「総合情報化計画」の一環としての実施が予

定されている。

（２） 快走するビアベルデ

こうした中、ポルトガルが世界をリードす

る技術が、高速道路自動料金収受システム

（ＥＴＣ）である。同国のＥＴＣシステムは

「ビアベルデ（緑の道）」と呼ばれ、ポルト

ガル道路公団（ＢＲＩＳＡ）により開発された。

９１年に第１フェーズがスタートした後、９５年

には世界で初めてネットワークによるＥＴＣ

システムが構築された。

全国９０ヵ所の料金所に設置されたビアベル

デ専用ブースは、人手によるブースの７台分

の効率があるとされる。センサーの信頼性も

高く、時速１８０キロで通過する車も感知でき、

無登録車が通過するとビデオ撮影され、後日

罰金が請求される。車内に取り付けるセン

サーはタバコの箱程度の大きさで、わずか

３，０００エスクードで購入・登録できる。

９９年末の登録車は前年比２９％増の８７万

６，０００台で、２０００年中には１００万台突破が確実

とみられる。９９年のＢＲＩＳＡの料金収入の４４

％はビアベルデを通じたものである。

ＢＲＩＳＡでは、今後さらに高性能なセンサー

機能の導入を目指して、研究・開発を行うと

している。 （中沢夏樹）
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ヘルシンキ事務所

フィンランドでは、ＩＴ産業の振興におい

て政府が重要な役割を担っている。具体的に

は、フィンランド技術開発センターが企業や

大学の研究・開発事業への資金援助などを、

フィンランド研究開発基金がベンチャーキャ

ピタル投資事業および調査研究、教育、技術

開発事業を行い、ＩＴ振興を図っている。

（１） ＩＴ産業振興に政府が重要な役割

今日、フィンランドはＩＴ産業で多くの注

目を浴びているが、これには、政府の工業・

技術・教育政策が重要な役割を果たしてきた。

特に９０年代初頭、市場のニーズに基づく技術

革新政策の重要性が認識され、乏しい研究・

開発費の配分にもこのことが考慮された。そ

してＩＴ部門が同国の国際競争力のある戦略

的産業として将来、育成の必要があると認定

された。

その具体策として、フィンランド技術開発

センター（ＴＥＫＥＳ）とフィンランド研究開

発基金（ＳＩＴＲＡ）という２つの政府機関に

よる産業助成や、より高度な教育整備が集中

的に行われてきた。

ここではこれら２機関について紹介する。

（２） ＴＥＫＥＳはＩＴ産業助成を重視

ＴＥＫＥＳは商工省傘下の組織で、技術開発

によって工業、サービス業の生産性、競争力

を向上させるため、企業や大学の研究・開発

事業に対し資金援助を行っている。また、学

際的・業際的に内外の協力者を発掘し、研究

・開発のための国際的なネットワークを確立

するためにも重要な役割を果たしている。

ＴＥＫＥＳの助成先の中でＩＴ産業の占める割

合は大きい。９９年の助成総額２３億マルカ（１マ

１１．ＩＴ産業振興に政府が重要な役割

（フィンランド）

ルカ＝約１７円）のうちＩＴ分野への助成は２６％

である。化学技術１５％、建築・木製品技術１３

％、バイオ技術１１％、環境・エネルギー技術

１０％であったことからも、政府がＩＴ産業への

助成に力を入れていることが見て取れる。具

体的なＴＥＫＥＳの助成対象の例は次のとおり。

９７年に始まり２０００年完了予定の「情報通信

で世界へ」というプログラムには、９７の企業

と２２の研究グループや団体が参加している。

このプログラムの目的は、フィンランドの

ＩＴ企業やこの分野の研究者たちが共同で、

戦略的に意味のある開発対象を見つけ具体化

し、将来のＩＴ市場へ向けて製品化すること

である。プログラムの予算総額は７億５，０００

万マルカで、ＴＥＫＥＳの９９年の助成額は１億

６００万マルカであった。また、９９年にＴＥＫＥＳ

はＩＴ分野では１２のプログラムを遂行した。

現在、フィンランドのＩＴ産業の活躍は目

覚ましいが、今後もより先進的に発展してい

くために、基礎研究に力を入れることが望ま

れている。この意味でも、大学の研究施設も

含めて助成するＴＥＫＥＳの役割は重要と考え

られる。

（３） ＳＩＴＲＡはＶＣ投資を実施

ＳＩＴＲＡは、どの省庁にも属さず、国会に報

告義務を持つ独立した公的基金で、基金運用

と企業への投資の利益によって運営されてい

る。ＳＩＴＲＡの活動は、ベンチャーキャピタ

ル（ＶＣ）投資事業と、調査・研究・教育・技

術開発事業という２つの柱に支えられている。

ＳＩＴＲＡは、将来性のある新企業に株主と

して投資する。通常、ＳＩＴＲＡは企業の株の

１０～４０％を所有する少数株主である。投資額

は５０万～５００万マルカで、企業が発展した数

年後に経営者との事前合意に基づき保有株を

売り、事業から離脱するという方法をとって

いる。９８年にＳＩＴＲＡが新規に投資した企業

は約４８社であった。また、９８年末現在で

ＳＩＴＲＡは１０２社の株主で、投資総額は３億
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７，５００万マルカである。１０２社を産業別にみる

と、エレクトロニクスを含むＩＴ企業３１社、

医療関係２２社、工業生産関係１３社、バイオ技

術関係１１社などである。携帯電話で駐車料金

を払うシステムを開発したペイウェイ社

（ＰａｙｗａｙＯｙ）も、ＳＩＴＲＡが株主となっ

ている企業である。

また、国際的なＶＣ基金に投資することに

より利益を得ると同時に、ＳＩＴＲＡやフィン

ランド企業の協力者を海外から発掘し、国際

ネットワークを強化している。

ＳＩＴＲＡのもう一つの事業の柱である調査

・研究事業の目的は、フィンランド社会が今

後直面するであろう変化を示し、国民の発展

のための基礎情報と手本を示すことである。

この研究は学術研究とは重複せず、調査・研

究と、経済的・社会的な決定との橋渡しまで

含む総合的なプロジェクトである。９８年には

「フィンランドの情報社会戦略の修正」、「教

育における情報通信技術」、「グローバル化、

社会福祉、雇用」、「情報集中企業ネットワー

ク」などの多くの研究プロジェクトが完了し

た。これらは外部の専門家や研究団体へ委託

され、ＳＩＴＲＡはこれらの調査・研究を管理

し、その成果を社会の決定権を握る人たちな

どに伝えることに主眼を置いて活動している。

教育事業では、変化し続ける社会環境の中

で、政治家、監督官庁に十分な判断の基礎と

なる知識を与えるための教育を行う。

技術開発事業では、フィンランド社会と経

済活動のモデルを開発したり、新しいビジネ

スを創造することが目的である。「北カレリ

ア地方：情報通信技術により知的社会へ」と

いうプロジェクトは、過疎と高失業率に悩む

北カレリア地方を、情報通信技術を利用して

新しい方向に導こうという事業である。

以上のように、同基金は２つの異なる事業

形態で、産業としてのＩＴと利用者側からみ

たＩＴへアプローチし、その発展に一役買っ

ている。 （長田榮一）

ストックホルム事務所

スウェーデン政府は同国が社会のＩＴ化に

おいて国際的にも優れた国になることを目指

し、産・官・学一体となった取り組みを行っ

ている。既に産業界ではＩＴ化による新しい

企業活動が出現している。将来、ＩＴ技術者

が不足することは明らかであり、社会のＩＴ

化への障害要因となることが懸念されるが、

同国の国際的企業はこの点でも既に策を講じ

ている。

（１） 高まるＩＴ産業の比重

スウェーデンのＩＴ産業の市場規模はここ

数年、毎年約１０％の成長を記録し急激に拡大

している。２０００年は約１，４００億スウェーデン

・クローネ（以下、クローネ、１クローネ＝

約１２円）、２００１年には１，５４０億クローネとさら

に１０％増加することが見込まれている。９９年

の名目ＧＤＰは１兆９，７００億クローネで、その

１０％弱がＩＴ産業によるものである。ＩＴ産業

の拡大は顕著であるため、同産業がＧＤＰに

占める割合は今後さらに高まるだろう。ＩＴ

産業の中でもコンピュータ・ソフトウエアお

よび通信機器部門の伸びが大きく、これらの

市場規模の伸びは過去３年間でいずれも５０％

前後となっている。

現在、ＩＴ産業の労働人口は２２万人でス

ウェーデンの全労働人口の５％強に当たるが、

今後も確実に増加するとみられている。

（２） 社会のＩＴ化に注力

政府が求めている社会のＩＴ化は産業部門

でのＩＴ化だけでなく、国民をＩＴ技術を使っ

た情報化社会に適応させようというものであ

る。このため小学校からＩＴ教育を行うこと

が一般化されている。２０００年には小学校から

１２．ＩＴ社会へ産官学一体で取り組み

（スウェーデン）
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高校までのＩＴ教育のために５億１２５万クロー

ネの予算が割り当てられる。失業者のための

職業訓練でもＩＴ教育が一般的になっている。

大学では、技術・自然科学部門の学生を２０００

年には２万４，０００人、２００１、２００２年には各１

万人増加させる措置がとられている。

また産学の交流は既に一般的で、各地に大

学を中心としたサイエンスパークがある。ス

トックホルム近郊のシスタにあるＩＴ産業の

集積地にスウェーデン王立工科大学の一部が

設置された。

このように産・官・学が一体となり、産業

だけでなく社会全般のＩＴ化が着々と進んで

いる。

（３） ＩＴ技術者は不足

社会、企業のＩＴ化が進むにつれて懸念され

るのがＩＴ技術者の不足である。国をあげて

のＩＴ化に対応すべく教育に注力してはいる

が、今後必要とされるＩＴ技術者を確保するこ

とは難しい。中央統計局の推計では、２００５年に

スウェーデンではシステムエンジニア８，６００

人、プログラマー１万人が不足するとされる。

この解決策となるのはＩＴ技術者の移民を

受け入れることであるが、その受け入れ先の

国としてバルト三国（エストニア、ラトビア、

リトアニア）、ポーランドが対象にされよう

としている。一方、ＩＴを学ぶラトビアの大

学生の間では、卒業後の就職先をスウェーデ

ンをはじめとするＥＵ各国に求める者が多い。

ラトビアでは、技術者の流出により同国の

ＩＴ産業の将来を懸念する声も出ている。

通信機器の国際的企業であるエリクソンで

は現在、世界中から５０人の技術者を募集して

いる。同社の関連会社であるエリクソン・メ

ディアコムでは、既に世界１３ヵ国から４００人

の技術者が働いている。

世界各国がＩＴ化に向け動き出している中

で、今後ＩＴ技術者の奪い合いが起きること

が予想される。

（４） 新たなビジネスの発生

スウェーデンでは、ＩＴコンサルティング

会社の増加が顕著である。典型的なＩＴコン

サルティング会社は、ＩＴを使った企業の改

革の要求、すなわちシステム化に応じる。企

業内部の部門別にシステム化を進めるための

コンサルティング、例えば受発注業務のシス

テム化や内部決済システム構築のためのコン

サルティングから、システム化を進めること

によって根本的な企業のあり方を変えるよう

な大規模なコンサルティングまでその業務範

囲は広い。１，４００人もの従業員を抱えるＩＴコ

ンサルティング会社も登場した。このような

企業の従業員は２０代の若者が中心である。

（５） 進む企業の電子商取引

業務をＩＴ化し成功した例を紹介する。

① ＯＬＭ社

スウェーデン中部の地方都市オレブロにあ

るオレブロ倉庫・組み立て会社（Ｏｒｂｒｏ

ＬａｒｇｅｒＭｏｎｔａｇｅ：ＯＬＭ）は主に工業用の

棚の組み立て、販売を手がける、従業員数わ

ずか７人の小企業である。９３年に親子３人で

会社を立ち上げた家族企業であるため、営業

力が弱くセールスマンも持たず、販売会社と

の取引もなかった。年間売上高は２００万ク

ローネ程度であった。

９７年ごろ、息子の一人が同社の電子商取引

のシステム構築に着手し、２０００年１月にその

システムが稼働した。その直後に売り上げが

急増、同社では２０００年の売上高は９９年実績

（４５０万クローネ）の倍以上の１，０００万クロー

ネになると見込んでいる。

同社のマーケティングは、同社のホーム

ページ以外では行っていない。コストを増加

させることなく、売り上げが増加する電子商

取引のメリットが発揮されているようである。

同社の電子商取引システムはそれほど複雑で

はない。同社のホームページを見た顧客から

インターネットで注文を受け、同社の下請け

：

：

：
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企業へ発注するという簡単なものである。現

在、同社の顧客のインターネット普及率は５０

％程度であるので、同社の電子商取引システ

ムは最大限に活用されていない。しかし今後、

インターネット普及率の上昇とともに、同社

の売り上げも伸びると期待しているという。

今後は新規顧客の信用度をチェックするた

め、信用調査会社のデータベースを利用した

システム構築を考えているという。

現在、同社のホームページはスウェーデン

語表記のみだが、スペイン、チェコ、フィン

ランドなどからも問い合わせが来ており、急

きょ英語のホームページを作り始めたという。

同社の売り上げの９５％は国内、５％がノル

ウェーである。この業界のインターネットに

よる取引は全体の２％程度であることから、

同社は今後の発展の可能性が大きいと期待し

ている。

② ＡＢＢロボティックス（ＡＢＢＲｏｂｏｔｉｃｓ）

国際的企業のアセア・ブラウン・ボベリ

（ＡＢＢ）の子会社であるＡＢＢロボティック

スは、ＡＢＢの発祥の地であるベスタロスに

ある。年間売上高は２０億クローネで、産業用

ロボットの製造では国際的な評価を得ている。

同社はサプライヤーウェブと呼ばれる納品

業者との情報交換システムを開発した。これ

は部品購入の合理化を図るためにインター

ネットを利用したものである。同社へ部品を

納入する業者は同社のホームページにアクセ

スし、自社の確認番号、認証番号を入力する

と、ＡＢＢロボティックスからその会社に提

供したい情報を入手できる。情報とは、毎週

の発注数と予想、業者の納品実績、納入部品

の品質に対する評価や、同社およびＡＢＢ全

体のニュースである。

このシステムの開発により部品納入業者と

の関係が一層密になるとともに、同社の業務

の省力化に寄与したという。インターネットを

利用した取引の本格化に備え、さらに新たな

システムの開発を考慮中という。（高井英治）

コペンハーゲン事務所

デンマークでもニューエコノミーについて

の議論が活発に行われており、政府はニュー

エコノミー化推進のためのさまざまなプログ

ラムを実施している。

（１） ニューエコノミー化では米国に遅れ

デンマークでもニューエコノミーはメディ

アなどの話題となっている。地元経済紙ビュ

アセンは２０００年３月、米国、ユーロ圏、デン

マークでニューエコノミーに関する調査を

行った。この調査は、安定した経済成長の基

盤となる経済政策、自由競争の市場と国際化、

起業家文化、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）

の有無、柔軟性のある労働力、効率的な金融

市場、企業の効率性・柔軟性、投資がＧＤＰ

に占める割合などの項目に関して行われた。

これによると、ニューエコノミーという点で

デンマークは米国に劣るが、ユーロ圏平均を

上回る結果となった。ただし、上記項目のう

ち起業家文化、ＶＣ、効率的な金融市場の分

野では、ユーロ圏平均を下回り、今後の改善

が必要とされている。

この調査結果に対して、デンマーク第３の

銀行であるＢＧバンク（ＢＧＢａｎｋ）のヴァ

ルグレン部長は、「今回の調査でデンマーク

が良い成績を収めているのは、ミクロ経済に

焦点を置いているためである。当行が行った

マクロ経済に焦点を当てた調査では、ニュー

エコノミーの傾向は顕著には出てこなかっ

た」とコメントした。他方、第２の銀行であ

るユニバンク（Ｕｎｉｂａｎｋ）のペダーセン・

チーフエコノミストは、「デンマークにおけ

るニューエコノミーは順調に成長していると

いえる。ここ数年デンマークの生産性上昇率

は低かったが、これは一時的な輸出の落ち込

１３．ニューエコノミー化を積極推進

（デンマーク）
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みによる。現在輸出は順調に回復してきてお

り、近い将来、生産性上昇率はユーロ諸国と

同様の２．７５％に達すると見込まれる」とコメ

ントしている。

また、ビュアセンの推定によれば、ＩＴ産

業だけでなく、医薬関連産業、メディア、研

究・開発やノウハウに重点を置いた産業（風

力発電機生産など）を含めると、同国民間部

門のＧＤＰの約１０％を占める。全産業分野の

ベンチャー企業数の過去５年間の伸び率が１０

～１５％であるのに対し、この分野では倍増し

ている。ビュアセンのファレセン編集長は、

「このようなデンマーク産業の動向をみると、

デンマークはニューエコノミーに転換しつつ

あるといえる。デンマークには重工業が存在

しないため、ニューエコノミーへの転換は容

易だろう」とコメントした。

（２） 政府はニューエコノミーに積極対応

政府もニューエコノミーに対して、さまざ

まな施策を行っている。９９年１１月には、研究

省が「デジタルデンマーク」と題したプログ

ラムの実施を発表した。このプログラムでは、

国民全員にＩＴ関連の生涯教育の機会を与え

ること、電子商取引の発達を促すこと、公共

機関での手続きのデジタル化を推進すること、

オーレスン地域（コペンハーゲンとスウェー

デン南部スコーネ地方）と北ユトランドを

ＩＴ分野の先進地域にすることなどを目標と

している。

２０００年７月にもヴァイス研究相が、ニュー

エコノミー時代に企業と政府をつなぐ橋とな

るｅハウス（ｅ－ｈｕｓ）の設立を発表した。ｅ

ハウスは、特にｅビジネスに関して企業・政

治家などが集まり、意見交換を行う場となる

ことを目的としている。詳細プランは夏休み

後の９月ごろ発表される予定である。産業省

も、ベンチャー産業育成に向けてさまざまな

プログラムを行っている。

政府の支援策としては、ハイテク商品・ノウ

ハウ商品の研究・開発などにかかわる企業設

立への補助金、中小企業への研究・開発資金

の融資、高等教育機関の研究成果を集積し企

業からのアクセスを容易にする研究センター

の設置などがある。（片山一夫、猪木祥司）

オスロ事務所

政府はＩＴ産業の発展に期待し、地域産業、

教育、研究開発が一体となった地域コミュニ

ティーを形成する「ＩＴセンター」の開発な

どに乗り出している。他方、ＩＴ産業の急成

長に伴い人材不足の懸念も生じており、この

面での政府の対応も注目される。

（１） ＩＴ産業の発展に期待

ＩＴ産業は、バイオテクノロジー、水産業

とともに、政府が発展を期待している３つの

産業部門の一つである。２０００年度予算教書で

は、研究・開発（Ｒ＆Ｄ）と教育分野が優先

的割り当て部門の一つにあげられているが、

この関連で情報・通信技術（ＩＣＴ）開発と関

連産業発展への傾注が明示されている。

ＩＴ産業への傾注は、人口が少なく、人手

不足の問題を抱える同国産業界にとって、コ

スト削減、生産性向上、新製品開発速度の短

縮、ニュービジネスの機会創出などに結び付

くものとして評価され、積極的に取り組まれ

ている。ただ、こうしたＩＴ産業の発展がノ

ルウェー経済のインフレなき持続的成長に大

きく貢献し、ニューエコノミーの時代に入っ

ているという見方は一般的ではなく、現在の

世界経済はただインターネットの普及による

「インターネッティゼーション」の時代と呼

ぶべきものという声も産業界には多い。

（２） 政府も「ＩＴセンター」の開発に乗り出す

政府は、２０００年度予算の中で、地域開発と

１４．ＩＴ関連の研究開発を積極支援（ノ

ルウェー）
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雇用機会創出への取り組み強化も打ち出して

いる。その方策の一つとして、知識集約型産

業の育成支援方針が打ち出され、地域産業、

教育、Ｒ＆Ｄが一体となった地域コミュニ

ティーを形成する「ＩＴセンター」の発展に

力を入れるとしている。

政府が全国的に発展させることを目指す

ＩＴセンターの先駆けとなるのが、オスロか

ら約８キロに位置する旧オスロ国際空港（９８

年閉鎖）の跡地に建設が進められているＩＴ

フォルネブ・テクノポート（ＩＴＦｏｒｎｅｂｕ

Ｔｅｃｈｎｏｐｏｒｔ）である。

この建設計画は、旧オスロ国際空港の跡地

利用として政府が２０００年３月に承認したもの

である。第１段階として、教育研修施設用に

１万平方メートル、Ｒ＆Ｄ施設用に１万平方

メートル、製造業、店舗、ホテル、住宅およ

び文化施設用に１９万平方メートルが割り当て

られ、２００６年の完成を目指している。

ＩＴフォルネブは株式会社組織で、大手船

主のフレッド・オルセン氏などが主要出資者

であるが、政府も約５億クローネ（１クロー

ネ＝約１３円）出資する計画である。

このような民間部門への政府の関与に対し、

ノルウェーが加盟している欧州自由貿易連合

（ＥＦＴＡ）の監視機関（ＥＳＡ）が、その出

資の妥当性について現在調査を進めているが、

現時点ではまだ結論は出ていない。政府とし

ては、ＩＴフォルネブ・テクノポートの成功

が他地域のＩＴセンターの発展・強化のモデ

ルとなるよう、直接・間接的に支援を続ける

ものと考えられる。

（３） 政府承認Ｒ＆Ｄプロジェクトの５０％以

上がＩＴ関連

産業および地域開発という点では、貿易産

業省の所管下にあるノルウェー産業地域開発

基金（ＳＮＤ）が中核的役割を果たしている。

ＳＮＤは、基本融資、貸し付け保証、開発助

成金、ベンチャーキャピタルへの融資、エク

イティー投資、コンサルティングなどを通じ

て、特に中小企業を中心とした企業を支援す

る政府関係機関である。

ＳＮＤの投融資策は、保険、金融、海運、

石油・ガス開発、公的企業を例外として、

ＩＴ関連部門を含むすべての産業・ビジネス

分野を対象とし、外資系企業にも適用される。

２０００年度予算ではこれらの目的のために３億

８，３００万クローネが割り当てられている。

ノルウェーはＥＵに加盟していないが、

ＥＦＴＡの一員として欧州経済領域（ＥＥＡ）

に参加している関係上、同条約適用地域の基

準に拘束されるため、ノルウェー独自にＩＴ

関連分野など特定の産業や企業を対象とした

直接的な補助金などのインセンティブは設け

ていない（例外的に、ＥＥＡ協定に基づき、

造船業、海運業、新聞および映画産業への直

接支援は認められている）。従って、政府補

助金などは地域開発目的という観点からの支

援に限られる。

しかし、ＩＴ産業発展に向けた政府の支援

は、技術革新に対する助成という間接的なか

たちで与えられている。それはＲ＆Ｄプロ

ジェクトに対する資金援助制度で、Ｒ＆Ｄ部

門を統括する政府機関のノルウェー・リサー

チ・カウンシルを通じ、申請ベースで助成を

受けることができる。２０００年度予算では、全

産業を対象としてＲ＆Ｄ部門に７億４，０００万

クローネが割り当てられている。

ＳＮＤとリサーチ・カウンシルの予算を合

計した１１億２，３００万クローネのうち、約１０％

の１億２，０００万クローネがＩＴ産業関連と推定

されている。しかし、Ｒ＆Ｄ部門に限ると、

これまでの承認プロジェクトの半数以上が

ＩＴ関連プロジェクトとされている。９９年６

月に政府が発表した研究・開発報告書の中で

も、ソフトウエアとマイクロテクノロジー産

業が、政府のＲ＆Ｄ基金と支援が重点的に向

けられるべき分野と指摘されており、それが

裏付けられている。
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（４）ＩＴ産業の急成長と人材不足への懸念

ノルウェーのＩＴ関連産業部門で最大の業

界団体である「ノルウェー情報通信技術協

会」のホフ事務局長によれば、同国のＩＴ関連

部門の売り上げは、９７年に前年比約１５％、９８

年に１０％増加し、９８年の売上高は２３２億ドル

と、同国の重要産業である石油・ガス部門の

それを上回った。２０００年についても約１０％増、

特にソフトウエア部門は１２．３％増と推定して

いる。

同事務局長によれば、加盟企業（３８０社で

中小企業中心）だけをみても、年間売上高は

約１０６億ドル、２０００年の売上高は４０％増を見

込んでいる。また、ＩＴ部門の労働者数は現

在約１０万人（全労働人口の４．３％）と推定し

ているが、２０２０年までには合計で８０万人の新

規雇用創出が期待できるとしている。

このようにＩＴ産業は急拡大しているが、

これに人材供給が追いついていけるのかが将

来の不安材料である。労働人口が約２３２万人

（９８年）、高等教育を受ける国内の大学生は

２０～２４歳でみると同年代の約６．６％の１万

９，０００人（９７年末）しかいない。Ｒ＆Ｄ部門

に直接携わっている人材も約４万４，０００人

（同）にすぎない。国内の優秀な人材は、よ

り高い可能性を求めてＥＵ諸国や米国に留学

し、帰国しないケースも多いという。

貿易産業省は、同省のＩＴ産業に関する長

期戦略の最も重要な部分は、ＩＴの活用がノ

ルウェー産業界の競争力の源泉の一つになる

よう支援すること、との方針を明らかにして

いる。そのために大学を含む教育の場でＩＴ

の修得機会を増やすこと、電子商取引の分野

で新しい可能性を開拓するために官民の連携

体制を構築すること、Ｒ＆Ｄ分野の支援強化

を図ることなどを計画に盛り込んでいる。政

府もこうした人材育成策の強化に向けて、国

内の大学に入学しやすくなるような教育改革

に着手している。

（河原 寛）

チューリヒ事務所

資源に乏しいスイスは、これまで高度な技

術や独自のサービスを生かし、加工産業、金

融業によって発展を遂げてきた。こうした同

国にとってＩＴ産業の持つ意味は大きく、スイ

ス経済の将来のカギを握るとみる向きが多い。

（１） ＩＴ分野の発展に大きな期待

スイスのＧＤＰに占めるＩＴ分野の割合は

１．７％で、米国はもちろん、ほかの欧州諸国

と比べても低い水準にある。ただし、インター

ネット普及率は約３０％と欧州では平均以上の

水準にある。また、４ヵ国語を国語とするな

ど常に多様な文化に接しているスイスにとっ

て、マルチメディアなどのソフト面や情報交

換分野は、その実力を発揮しやすい分野とみ

られており、ＩＴ分野に対する期待は大きい。

なお、バーゼル経済研究所は、ニューエコ

ノミー関連産業を、企業間電子商取引

（Ｂ２Ｂ）および企業・消費者間電子商取引

（Ｂ２Ｃ）に携わる企業をはじめとするＩＴ関

連企業と定義し、これらの企業については、

今後１０年間に、ほかの企業と比較して労働生

産性が顕著に上昇するであろうとのレポート

を今年５月に発表している。

（２） ＩＴ教育が課題

隣国のドイツでは、国内で不足している

ＩＴ専門家を海外に求める目的で、５月末に

ドイツ版グリーンカード（滞在・労働許可）

法案を閣議決定した。その直後、スイス産業

界の一部からも政府に対し、同種の法案を望

む声が出たが、現在は同様の要望はほとんど

聞かれない。これは、スイスの現状における

課題は、量的な人材不足ではなく、質的な問

題との見方が強いからである。

連邦統計局の調査では、スイス国内のＩＴ

１５．民間主導でＩＴ推進（スイス）
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分野の労働人口は１１万人で、人材不足の数は

１万人とされている。しかし、スイス情報処

理協会のターナー会長によれば、実際には

ＩＴ産業への就職応募者が求人を上回ること

も多く、問題は、高度な専門家の不足である

とされる。従って、「ドイツのように外国に

人材を求めても即戦力になるとは考えにくい。

それよりも、既存のＩＴ専門家の再教育や若

年層の育成が必要」と政府に要望している。

また、チューリヒ大学情報科のツェンダー

教授の調査によると、ＩＴ産業に従事する労

働人口１１万人は、２０年前の８万人からほぼ横

ばいである。また同教授は、スイスのＩＴ関

係労働者には２０年以上のキャリアを持つ人材

が多いが、最新の技術進歩にはついていけな

い傾向があると指摘する。

従来スイスの教育制度の中心は、高度な職

業訓練教育に置かれており、他国に比べて先

進的との考え方が強い。しかしＩＴ分野につ

いては、職業訓練教育が技術革新に追いつか

ず、こうした熟年専門家の再教育や教育者の

不足への対応が重要課題とみられている。こ

のような状況を踏まえ、ようやく政府、議会

でも、現在の職業訓練教育の中でＩＴ教育を

どのように位置付けるかが課題との認識が強

まりつつある。

（３） ＩＴ振興は民間主導

スイスにとってＩＴ産業の振興が重要であ

るという認識は強いが、政府による具体的な

振興策はとられていない。これは、スイスの民

間企業が政府の関与を嫌うという伝統による。

この点に関して、スイス経済連盟は、「経済

界は政府の援助を望まない。民間企業は、援助

により政府に束縛されたくないとの思いがあ

る。政府の援助は、政府の意向で対象先が決

定されるという危険を招く」と述べている。た

だし、例えばインターネット上の著作権問題、

電子商取引に必要な電子署名の法制化などは、

政府が早急に取り組むべき課題としている。

これまでも政府は、個別業種や民間企業に

対して特別に援助をすることはなかった。

ＩＴ革命といわれ、ＥＵ諸国の政府が強力にＩＴ

分野の推進に注力している今、スイスが伝統

的な手法でこの「革命」の波に乗り、発展す

ることができるのかが注目されよう。

（フォン・レディング・夕美）

ワルシャワ事務所、欧州課

ドイツのシュレーダー首相が、ＥＵ域外か

ら最大２万人規模のＩＴ関連の人材受け入れ

案を発表したことが、ポーランドで大きな反

響を呼んでいる。

（１） ドイツは中東欧などからＩＴ関連技術

者受け入れの方針

今年２月にハノーバーで行われたコン

ピュータ関連見本市「ＣｅＢＩＴ」の開会式に

おいて、シュレーダー首相は、中東欧諸国を

含むＥＵ域外からのＩＴ関連人材の受け入れに

ついて規制を緩和すべきであると述べた。ド

イツのリースター労働・社会相はこれに関連

し、ＥＵ域外からのＩＴ関連人材に対し、最大

５年間有効の特別労働許可証を発行するとい

う方針を発表した。具体的な受け入れ措置と

して、①ハンガリー、チェコ、ポーランドを

中心とした中東欧諸国から当面１万人、必要

に応じて最大２万人の受け入れ、②５月中の

関連法改正案の策定の２点が決定されたほか、

連邦雇用庁が外国人技術者と技術者を求める

企業とのインターネット上でのマッチング・

システムを構築することも予定されている。

ドイツでは高失業率が問題となっているが、

情報産業分野では急成長に伴う人材不足の深

刻化が指摘されている。人材不足が長引けば

ドイツは国際競争で取り残されることになる

として、業界団体や関連企業からは外国人技

１６．産業・企業ＩＴ専門家の頭脳流出を

懸念（ポーランド・ドイツ）
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術者に門戸を開放するよう政府に求める声が

上がっており、連邦政府の受け入れプログラ

ムもこれに対応したものである。一方、労働

団体からは国内の人材育成こそ急務であり、

特別のプログラムで域外から技術者を受け入

れる必要はないと反発している。

（２） ポーランドで広がる頭脳流出懸念

これらの提案は、ポーランドでも大きな反

響を呼んでいる。ビジネス・ジャーナル紙に

よると、クラクフ炭坑鉄鋼工科大学からは、

「ポーランドからのＩＴ分野での頭脳流出を

招き、同国内の情報産業の発展を阻害する恐

れがある」との見解が発表された。ポーラン

ド情報技術商工会議所も同様の懸念を示して

いる。同会議所は、ポーランド政府は技術者

の輸出ではなくＩＴ産業の成果の輸出を促進

すべきであるとして、コンピュータ教育への

一層の補助金の支出を要請している。

一方、①ポーランドのＩＴ産業は現時点で

はほかの中東欧諸国に比べ特段に抜きんでて

いるとは考えられず、それほど多くの人材が

流出するとは考えにくい、②ドイツのＩＴ関

連人材受け入れも期間が限定されていること

から、受け入れ期間終了後にドイツで高い技

術を身につけた人材がポーランドに戻り、結

果的には同国のＩＴ産業振興に役立つのでは

ないかとの指摘もある。これに対し同会議所

のフリドリッヒ副会頭は、①同国のＩＴ産業

への投資は急速に進んでおり、同国内でも既

に人材不足の懸念が生じている、②ＩＴ関連

人材は世界的規模で移動する傾向が今後も拡

大すると予想されるので、ドイツでの受け入

れ期間終了後もそのまま給与水準が比較的低

いポーランドに戻ってくるかは不明である、

と反論している。

これらの反応を受け、労働省は情報技術商

工会議所との間でポーランドからのＩＴ関連

人材の流出防止策を立案する会合を開く予定

である。 （佐野浩、梅津哲也）

ブダペスト事務所

ハンガリーではＩＴ産業振興への政府の実

質的な取り組みは進んでいないが、産・学で

は外資を中心に活発な研究や生産が行われて

いる。しかし、国内のＩＴ関連人材は不足し

ており、企業、政府、教育機関の緊密な協力

が求められている。人材流出に関してはあま

り懸念されていない。

（１） 進まない政府の対応

アイルランドの情報通信産業の成功に注目

する政府は、情報化社会の創造を経済政策の

重要課題の一つととらえており、①インフラ

整備、②電子取引の促進、③個人のインター

ネット利用率上昇に取り組む考えである。そ

の足固めとして、２０００年６月に運輸・通信・

水利省から通信部門を切り離し、首相府に取

り込んだばかりである。

本格的な対策は今後実施される見込みだが、

具体策は明らかにされておらず、ＩＴ製品・

部品の関税自由化を目指すＷＴＯ情報技術合

意（ＩＴＡ）に参加していない（チェコ、

ポーランドは参加）など、実施面では対応が

遅れている。

（２） 活発な外資の活動

政府の対応が進まない一方、産・学では、

研究分野、ＩＴ製造部門に多数の外資が参入、

産学共同研究が盛んに行われている。

ハンガリーは、現代コンピュータの基礎を

築いたフォン・ノイマンを生んだ国だけに、

欧米では理数系の才能が高く評価されている。

エリクソンやノキアは既に研究・開発セン

ターを設置、インターネットや第三世代携帯

電話に関する研究・開発を進めている。

大学における外資との産学共同研究も盛ん

１７．外資主導で盛んな研究・開発（ハ

ンガリー）
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である。例えば、ブダペスト工科大学では、

エリクソン（ＡＴＭ技術、マルチメディア・シ

ステム、モバイル通信）、ノキア（ソフトウ

エア）、シーメンス（ネットワークデザイン、

通信ソフトウエア）のほか、ドイツや米国、

日本などの大手企業が共同研究を行っている。

製造分野では既進出企業が生産規模を拡大

する一方、通信分野のセットメーカーを中心

に新規進出が見られ、今後はセットメーカー

をサポートする部品企業の進出が予想される。

ハードディスク・ドライブを生産する

ＩＢＭは、９９年から大型コンピュータ

「Ｓｈａｒｋ」の委託生産を始めた。また、ノキ

アやエリクソン、モトローラは携帯電話の生

産計画を発表、既に一部企業は生産を開始し

た。サンヨーは携帯電話用バッテリーの生産

を近く開始する予定である。工業用テープな

どを製造する日昌は、ＩＴ関連企業とのビジ

ネス拡大が期待できるとしている。

ＩＴ部門の生産、貿易額は拡大傾向にある。

９８年のコンピュータ関連品の生産額は４，８５７

億フォリント（前年比６１％増、１ドル＝約

２７３フォリント）、うち９８％が輸出された。ま

た、通信機器などは３，９１４億フォリント（４２

％増）で８３％が輸出された。

国内にはＩＴ化の波に乗った企業が多数見

られる。ソフトウエア開発分野では、建築設

計用ソフトで世界的に評価の高いグラフィソ

フト（Ｇｒａｐｈｉｓｏｆｔ）が、日本や欧米など世

界８０ヵ国で事業を展開している。一方、アジ

アからの同産業への進出も見られる。インド

の大手ソフトウエア開発企業、タタ・コンサ

ルタンシー・サービス（ＴａｔａＣｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ

Ｓｅｒｖｉｃｉｅｓ）は２０００年秋に、同社のクライア

ントの一つで、ハンガリーでライト製造、航

空機エンジン整備、銀行などの分野でビジネ

ス展開するＧＥ向けに、ソフト開発、サービ

スをブダペストで行う計画である。ソフトウ

エア・エンジニアの雇用予定者数は２００人。

ほかの多国籍企業への売り込みも行いたい考

えである。

（３） 人材不足は継続との予測

２０００年５月、民間の情報通信関連教育会社

であるカーネーション・インターネット・コ

ンサルティング社（ＣａｒｎａｔｉｏｎＩｎｔｅｒｎｅｔ

Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ）は、現在のネットワーク・ス

ペシャリスト需要数４，３０１人に対し２，５１７人、

２００２年には需要数９，４１０人に対し４，２１９人とな

り、供給不足の構造は変わらないとの予測を

明らかにした。同社は人材不足は世界的な傾

向としながら、企業は、①人材不足、②的確

な人材登用戦略、③スタッフの賃金上昇への

対応が求められるとし、企業と政府、そして

教育機関の３者のより緊密な連携と協力が求

められるとしている。

教育の現場では、初等から高等まで教育機

関がイントラネットで結ばれるなど、ＩＴ教

育の環境整備が進んでいるが、予算不足から

パソコンなどＩＴ関連機器の配備が遅れるな

ど、教育レベルの底上げは時間を要するとみ

られる。また、一般家庭でのパソコンやイン

ターネットの普及は、ハードの価格、回線使

用料がまだ高いことから、大きな伸びは期待

できない状況にある。

人材の流出について投資貿易促進公社の

ＩＴ専門家は、今後、若年層の流出が発生す

る可能性はあるが、それ以外の層は、①家族

との生活や、②希望する業務に就くことが難

しいとの理由から、国内にとどまるものとみ

ている。一方、６月にハンガリーを訪問した

ドイツのリースター労働社会相は、ハンガ

リーのＩＴ関連技術者のドイツへの短期受け

入れは両国にとって良いことと発言したが、

今後、西欧の人材不足を中・東欧地域で補う

リクルートの動向などが注目されよう。

（本田雅英）
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プラハ事務所

政府は、ＩＴ化による経済・産業の振興と

情報格差（デジタル・デバイド）の解消を目

的とした構想を採択している。他方、ＩＴ関

連のベンチャービジネスの展開を妨げる要因

も指摘されており、今後、こうした問題への

取り組みが必要になるとみられる。

（１） 政府がＩＴ化に取り組み

政府は９９年、「国家情報化政策構想」を採

択した。これは、ＩＴ化による経済・産業の

振興とデジタル・デバイドの解消を目的とし

たものである。

この構想の内容は、次の９項目である。①

ＩＴ化に対応した法制の整備とＥＵ制度との整

合性の確保、②企業のＩＴ投資に対する財政

支援、③ＩＴ規格の整備とＥＵ規格との適合性

の確保、④電気通信市場の自由化と規制緩和、

⑤情報保護に関するシステムと技術の確立、

⑥電子商取引の促進、⑦学校でのＩＴ教育の

実施、⑧研究・開発におけるＩＴネットワー

クの拡大、⑨公的情報サービスを提供するた

めのシステムづくり。

法制整備の一環として、２０００年６月、「電

子署名法」が成立し、同年１０月から施行され

る予定である。同法は電子データのやり取り

における当事者（署名者）の認証システムの

確立と、データの真実性の確保を目的として

いる。このため、電子署名に関する公証局の

創設および認定証明書発行、電子署名を作成

するための暗号およびその解読に必要な公開

キーの設定、電子署名の利用に対応するため

の民法・民事訴訟法・税法・行政手続き法な

どの改正、外国で発行された電子署名の認定

証明書の取り扱いなどが規定されている。

また文部省は２０００年３月、「教育における

国家情報化政策構想」を発表している。同構

１８．国家情報化政策構想を採択（チェコ）
想では、教師のＩＴ利用技術の習得、学校教

育におけるＩＴ教育の導入、学校間のイン

ターネット接続、大学の学生全員に対する電

子メールアドレスの提供、講義や研究プロ

ジェクトのインターネットでの公開および

ＩＴの応用などが盛り込まれている。

（２） 関連技術者の獲得競争は過熱気味

チェコでもＩＴ関連技術者の獲得競争は過

熱気味で、企業は専門教育を受けた学生の卒

業を待ちかねているという状況である。カレ

ル大学の情報処理学部長によれば、同学部の

卒業生については大学側からの就職あっせん

の必要が全くないとのことである。

ドイツでは２０００年８月から、外国からの

ＩＴ人材の流入促進を目的とした制度が施行

されているが、チェコのＩＴ業界関係者の多

くは、ドイツへの人材流出は生じないとみて

いる。チェコ労働省によれば、９９年にドイツ

に流れたＩＴ技術者はごく少数であった。

チェコ人は地元を離れたがらない傾向が強く、

国内ですら同様である。人材が流出しない要

因としてこのような考え方が作用していると

もいわれている。

（３） ＩＴ促進を図る上での課題も

チェコのＩＴ企業からは、同国におけるビ

ジネス環境の問題も指摘されている。特に

チェコの証券取引所に対する信頼感が低いた

め、資金調達が円滑に進まない点があげられ

ている。また、株式の売買に関する規制や企

業の買収・合併などに関する司法手続きの非

効率性も障害となっている。そのほか、優秀

な人材を集めるにあたり最も大きな誘因とな

るストック・オプションの供与について上限

が設定されているため、ＩＴ関連のベン

チャービジネスの展開が妨げられているとい

う指摘もある。

ＩＴ産業の振興とＩＴ技術者の国内での吸収

・拡大を図る上で、早晩このような制度面の
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障害の除去・改善を迫られることになろう。

（畠山 悟）

ブカレスト事務所

ルーマニアでは７月にＩＴパークの設置を

含む工業団地法が施行されるなど、ＩＴ関連

の法整備が進んでいる。また、欧米企業と大

学がルーマニアのＩＴ専門家を起用した事業

を進めており、ＩＴ産業の進展に大きな役割

を果たしている。

（１） 少ないインターネット利用者数

ルーマニアのインターネット接続サービス

を行う業者（プロバイダー）数は２０００年６月

時点で１００社である。プロバイダーに登録さ

れているインターネット利用者数は９９年末で

５万２，０００人、２０００年７月時点では約１０万人

に増加したが、まだ人口の約０．４５％にとど

まっている。

大学ではコンピュータがすでに普及してい

るが、マルガ教育相は、高校におけるコン

ピュータ台数は２００人に１台で、２０００年末ま

でにすべての高校でインターネットにアクセ

スできるようにすると宣言している。

ルーマニアでは、経済成長およびＥＵ加盟

に向けて情報産業の進展が重視されているが、

資金不足、電話回線の質が低いこと、イン

ターネット接続料が高いことなどが障害と

なっている。

（２）ＩＴ関連の法整備が進展

工業団地法№１３４／２０００が７月１７日、大統

領の署名を経て発布された。同法は、ＩＴ関

連産業の集積を目的としたＩＴパークの設置

も盛り込まれている。同パークへの進出企業

は輸入関税、付加価値税（１９％）、再投資利

益税（１０％）の免税および地方税の減税など

１９．法整備、外資との産学交流により

ＩＴ産業が進展（ルーマニア）

の優遇措置を受けられる。条件は設立後３年

以内に３００人の雇用を創出することなどであ

る。対象地域は全国となっており、首都ブカ

レストでは北部に土地２万平方メートル、投

資額１，０００万ドルで工業団地の設置が計画さ

れている。そのほか、ティミショアラ、クラ

イオバ、トゥルグジウなどの都市が対象とな

る予定である。政府は工業団地法の施行によ

り、約２０億ドルの外国投資を見込んでいる。

在ルーマニア米国大使館では米国企業を対

象にセミナーを開催し、ＩＴパークの利用を

盛んに呼びかけた。参加した企業のうち、ゼ

ロックス社、マイクロソフト社、コンパック

社、オラクル社などが関心を示したと伝えら

れている。

また、電子認証と電子商取引にかかる法案

が現在国会に上程されており、今後はオンラ

イン決済にかかる法案も上程される予定であ

る。いずれも秋以降に施行されるとみられて

いる。

（３） 欧米企業、大学の活動が頭脳流出の歯

止めに

ルーマニアでは毎年、ＩＴの専門能力を備

えた大学・大学院の新卒者が５，０００人出てい

る。そのうち３０～４０％が欧米で働き口を見つ

けている。こうした頭脳流出の歯止めに大き

な役割を果たすとみられるのが、在ルーマニ

ア欧米企業によるルーマニア人ＩＴ専門家の

雇用拡大である。駐ルーマニア米国大使によ

れば、経済改革・民営化の進展、ＥＵ加盟交

渉開始により、米国企業はルーマニアを欧州

向けの新しい輸出基地として考えている。こ

の背景には、人件費の安さ、ＩＴの専門能力

を備えた技術者が豊富なことがあるとみられ

ている。

具体例をあげると、米モトローラ社が５月

にソフトウエア開発センターを開設、年内に

はオンライン・オークションサービスの

「オークションウォッチ（ＡｕｃｔｉｏｎＷａｔｃｈ）」
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がルーマニア支店を開設するほか、ソフト

ウィン・ルーマニア社（ＳｏｆｔｗｉｎＲｏｍａｎｉａ、

ソフトウエア）と米レコグノス社（Ｒｅｃｏｇ‐

ｎｏｓ、ソフトウエア）はインターネット上で

一般およびＩＴ関連企業の製品を紹介し、顧

客発掘を支援するバーチャルプロジェクト市

場を立ち上げることになっている。ルーマニ

アでパソコン販売などを行っている仏アルカ

テル社、独シーメンス社なども、ルーマニア

人のＩＴ専門家の雇用を始めている。

産学交流では、ルーマニアに進出している

米ソレクトロン社（Ｓｏｌｅｃｔｒｏｎ、電子機器

メーカー）は、投資優遇措置を受けた条件と

して、ティミショアラ技術大学との技術交流

および地元職業あっせん所と協力し、電子工

学関係のエンジニア、ＩＴ専門家の雇用に努

めることになっている。同様に独コンティネ

ンタル社（Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ、タイヤメーカー）

もティミショアラ工科大学と契約し、タイヤ

製造にかかる技術指導、ＩＴ専門家の雇用を

予定している。またインターナショナル・マ

シンツール・システム社（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

ＭａｃｈｉｎｅＴｏｏｌＳｙｓｔｅｍ）は、ブカレスト工

科大学にリサーチセンターを開設する予定で

ある。

大学教育でも新しいプロジェクトが動き出

している。米国が資金と機材を提供し、ルー

マニアの大学教授がコンピュータ科学のオン

ライン教育を行うものである。米国とルーマ

ニアの大学生が受講し、双方の長所を生かし

ＩＴ専門家を多数輩出することを目的として

いる。

なお７月１３日には、米国国際開発庁（ＵＳ‐

ＡＩＤ）の代表者がルーマニアを訪問し、米

国のインターネットによる経済発展イニシア

ティブ（ＩＥＤ：ＩｎｔｅｒｎｅｔｆｏｒＥｃｏｎｏｍｉｃＤｅ‐

ｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）への参加を呼びかけた。ＩＥＤは

市場経済移行国の経済発展、情報へのアクセ

ス、生活レベルの向上、自由思想の普及を目

的としている。

（佐藤勝英）
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競争力強化に努める産業界（欧州）

欧州企業は、他企業に対する合併・買収（Ｍ＆Ａ）や資本参加などを通し、事業再構築

に積極的に取り組み、競争力の強化に努めている。

この中で、欧州医薬品業界をみると、新技術・新薬開発の規模やマーケティング・ネッ

トワークを拡充する必要に迫られてきたことなどから、Ｍ＆Ａを進展させていることがう

かがえる。また、欧州自動車業界をみると、ＥＵ域外では、アジアメーカーへの資本参加

を進め、アジア市場でのシェア拡大を目指す一方、域内では、ルノーが商用車部門をボル

ボに売却するなど、選択と集中の経営を進めていることがうかがえる。

本レポートでは、欧州医薬品業界および自動車業界の戦略、市場動向などを報告する。

英国のＩＭＳヘルス社の調査によると、９９

年、世界の医薬品市場の規模（販売額）は前

年比１０．７％増の３，３７２億ドルとなり２ケタ成

長を遂げた。同社では、本市場は今後も年約

８％の成長を続け、２００４年には５，０６０億ドル

の規模になると予測している。

９９年の好調な成長の要因として、特に米国

と日本の市場規模が拡大したことがあげられ

る。米国は前年比１７％増の１，３０１億ドルで、

世界の医薬品市場の３９％を占める市場となっ

た。また、日本は２３％増の５３５億ドルで世界

の医薬品市場の１６％を占め、米国に次いで第

２位の市場となった。

第３～７位までは、ドイツ、フランス、イ

タリア、英国、スペインと欧州諸国が占め、

この５ヵ国のシェア合計は１９％となったが、

伸び率はいずれも米国、日本と比べ低かった。

１．日米市場に比べ低い欧州市場の伸び
そのほか、中国およびカナダがそれぞれ１２

％増、１１％増と大きく成長した一方で、ブラジ

ルが国内の経済情勢悪化のために２６％減と大

きく落ち込んだことが特徴的である（表１）。

９９年４月～２０００年３月の医薬品主要１２市場

（米国、日本、ドイツ、フランス、イタリア、

英国、スペイン、カナダ、ブラジル、メキシ

コ、アルゼンチン、オーストラリア）におけ

る種類別販売動向をみると、循環器官用薬が

前年比９％増の４１４億ドル、次いで代謝性医

薬品が８％増の３２９億ドル、中枢神経系用薬

が１３％増の３２１億ドルとなっているが、著し

く成長しているのは１９％増を記録した骨格筋

弛緩（しかん）剤であった（表２）。

医薬品企業がシェアを伸ばしていくために

は、さまざまな市場へアプローチしていくこ

とが肝要であり、そのためには各市場に適合

した商品とマーケティング・ネットワークが

不可欠である。例えば、アストラゼネカ

再編進む医薬品業界
ロンドン・センター
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（英）は２０００年上半期、米国で前年同期比１６

％増、日本で８％増、欧州で４％増の売り上

げを達成、全体で１０％増の売り上げとなった。

そのほか、有望市場での売り上げ拡大のた

めに証券取引所に上場する企業もみられる。

例えば、ファルマシア・コーポレーション

（ＰｈａｒｍａｃｉａＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、米）は２０００年

４月３日にニューヨークおよびストックホル

ムの証取に上場、またＢＡＳＦ（独）も同年６

月７日、ニューヨーク証取に上場し米国市場

でのシェア拡大への意気込みを強めている。

医薬品業界の産業構造は、技術革新と競争、

加速する企業合併により急速に変化し続けて

いる。

フィナンシャル・タイムズ紙の２０００年１月

４日時点の株式発行総額によるランキングで

は、メルク（米）が１，５２１億ドルで第１位、

かつ同社は９８年度の医薬品販売額でも第１位

となっている。第２～第４位は、ジョンソン

・アンド・ジョンソン、ファイザーなど米国

２．企業合併により業界の集約化が進展

表１ 国別医薬品販売動向（９９年）

（単位：１０億ドル、％）

順位 国 名 販売額 世界での
販売額のシェア 前年比

１ 米国 １３０．１ ３９ １７

２ 日本 ５３．５ １６ ２３

３ ドイツ １８．５ ５ １

４ フランス １７．８ ５ ０

５ イタリア １１．３ ３ ３

６ 英国 １１．０ ３ ８

７ スペイン ６．６ ２ ６

８ ブラジル ６．３ ２ △２６

９ 中国 ６．２ ２ １２

１０ カナダ ５．５ ２ １１

（出所）ＩＭＦＨｅａｌｔｈＲｅｐｏｒｔ

表２ 種類別医薬品販売動向（９９年４月～２０００年３月）

（単位：１００万ドル、％）

順位 医 薬 品 販売額 前年同期比

１ Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ（循環器官用薬） ４１，４３３ ９

２ Ａｌｉｍｅｎｔａｒｙ／ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ（代謝性医薬品） ３２，８８４ ８

３ Ｃｅｎｔｒａｌｎｅｒｖｏｕｓｓｙｓｔｅｍ（中枢神経系用薬） ３２，１３５ １３

４ Ａｎｔｉ－ｉｎｆｅｃｔｉｖｅｓ（抗菌薬） ２１，５２２ ４

５ Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ（呼吸器官用薬） １９，４７１ ９

６ Ｇｅｎｉｔｏ－ｕｒｉｎａｒｙ（泌尿器生殖器官用薬） １１，８４０ １１

７ Ｍｕｓｃｕｌｏ－ｓｋｅｌｅｔａｌ（骨格筋弛緩剤） １１，６４６ １９

８ Ｃｙｔｏｓｔａｔｉｃｓ（細胞増殖抑制剤） ８，００４ １１

９ Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｉｃａｌｓ（外皮用薬） ７，８４２ ４

１０ Ｂｌｏｏｄａｇｅｎｔｓ（血液製剤） ６，６１５ １２

（出所）ＳｃｒｉｐＷｏｒｌｄＰｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌＮｅｗｓ，７Ｊｕｎｅ２０００
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企業が続く。それらに次ぐ第５～第９位では、

ロシュ（スイス）、ノバルティス（スイス）、

グラクソ・ウェルカム（英）などの欧州企業

が続く（表５）。

表３ 企業別医薬品販売動向（９８年度）

（単位：１００万ドル、％）

順位 企 業 名 企 業 名（英） 販売額 シェア

１ メルク（米） Ｍｅｒｃｋ＆Ｃｏ． １５，２９６．５ ５．１

２ アベンティス（仏・独） Ａｖｅｎｔｉｓ １３，６０８．１ ４．５

３ グラクソ・ウェルカム（英） ＧｌａｘｏＷｅｌｌｃｏｍｅ １３，２３０．５ ４．４

４ アストラゼネカ（英） ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ １２，７５４．０ ４．２

５ ブリストル・マイヤーズ・スクイブ（米） Ｂｒｉｓｔｏｌ－ＭｙｅｒｓＳｑｕｉｂｂ １２，５７３．０ ４．２

６ ファイザー（米） Ｐｈｉｚｅｒ １２，２３０．０ ４．１

７ ノバルティス（スイス） Ｎｏｖａｒｔｉｓ １１，１７４．８ ３．７

８ ロシュ（スイス） Ｒｏｃｈｅ ９，９２１．５ ３．３

９ アメリカン・ホーム・プロダクツ（米） ＡｍｅｒｉｃａｎＨｏｍｅＰｒｏｄｕｃｔｓ ８，９０１．８ ３．０

１０ リリー（米） Ｌｉｌｌｙ ８，５９０．４ ２．９

（注）各企業の会計年度による。
（出所）Ｓｃｒｉｐ’ｓ１０００ＰｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌＣｏｍｐａｎｙＬｅａｇｕｅＴａｂｌｅｓよりジェトロ作成

表４ 企業別研究開発費支出動向（９８年度）

順位 企業名（英文企業名） 研究開発予算
（１００万ドル）

研 究 開 発
製 品 数

総販売額に占める
研究開発費（％）

１ アストラゼネカ（英）
（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ） ２，１８３．０ ＊７３ １７．１

２ グラクソ・ウェルカム（英）
（ＧｌａｘｏＷｅｌｌｃｏｍｅ） １，９２７．５ ９２ １４．６

３ ロシュ（スイス）
（Ｒｏｃｈｅ） １，８９３．１ １２２ １９．１

４ メルク米
（Ｍｅｒｃｋ＆Ｃｏ．） １，８２１．１ ８９ １１．９

５ ノバルティス（スイス）
（Ｎｏｖａｒｔｉｓ） １，８０１．３ ８９ １６．１

６ ブリストル・マイヤーズ・スクイブ（米）
（Ｂｒｉｓｔｏｌ－ＭｙｅｒｓＳｑｕｉｂｂ） １，５５９．０ ６８ １２．４

７ ヘキスト・マルオン・ルセル（独）
（ＨｏｅｃｈｓｔＭａｒｉｏｎＲｏｕｓｓｅｌ） １，４２６．２ ８４ １８．３

８ ジョンソン ＆ ジョンソン（米）
（Ｊｏｈｎｓｏｎ＆Ｊｏｈｎｓｏｎ） １，４００．０ ７３ １６．４

９ スミスクライン・ビーチャム（英）
（ＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅＢｅｅｃｈａｍ） １，３９４．０ １１４ １８．１

１０ アメリカン・ホーム・プロダクツ（米）
（ＡｍｅｒｉｃａｎＨｏｍｅＰｒｏｄｕｃｔｓ） １，３８９．９ ９３ １５．６

（注）＊ゼネカ社の数値は含まず。各企業の会計年度による。
（出所）Ｓｃｒｉｐ’ｓ１９９９ＰｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌＣｏｍｐａｎｙＬｅａｇｕｅＴａｂｌｅｓ
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表５ 株式発行総額（２０００年１月４日時点）にみる世界の医薬品企業ランキング

（単位：１００万ドル、カッコ内％）

順位 企業名（英文企業名） 株 式
発行総額

売り上げ
（前年比）

税引前利益
（前年比）

純利益
（前年比）

１ メルク（米）
（Ｍｅｒｃｋ＆Ｃｏ．） １５２，０８０ ２６，８９８

（１３．８）
８，２９６
（２５．８）

５，２４８
（１３．７）

２ ジョンソン ＆ ジョンソン（米）
（Ｊｏｎｓｏｎ＆Ｊｏｎｓｏｎ） １２３，４４４ ２３，６５７

（４．５）
４，２６９
（△６．７）

３，０５９
（△７．４）

３ ファイザー（米）
（Ｐｆｉｚｅｒ） １１８，８０１ １３，５４４

（８．３）
２，５９４

（△１６．０）
１，９５０

（△１１．９）

４ ブリストル・マイヤーズ・スクイブ（米）
（Ｂｒｉｓｔｏｌ－ＭｙｅｒｓＳｑｕｉｂｂ） １１８，０３０ １８，２８４

（９．５）
４，２６８
（△４．８）

３，１４１
（△２．０）

５ ロシュ（スイス）
（Ｒｏｃｈｅ） １０８，３９０ １５，８５５

（３１．４）
３，４９３
（ｎ．ａ．）

２，８２４
（ｎ．ａ．）

６ ノバルティス（スイス）
（Ｎｏｖａｒｔｉｓ） １０４，５５９ ２０，３８１

（１．７）
５，１２４
（１５．５）

３，８９８
（１６．４）

７ グラクソ・ウェルカム（英）
（ＧｌａｘｏＷｅｌｌｃｏｍｅ） １００，７２５ １３，０６８

（０．０）
４，３７２
（△０．６）

３，００５
（△０．８）

８ アストラゼネカ（英）
（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ） ７１，２７６ ９，１３２

（７．２）
１，７３２
（△２．３）

１，１８３
（△１．１）

９ スミスクライン・ビーチャム（英）
（ＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅＢｅｅｃｈａｍ） ６９，６３９ １３，２３０

（３．７）
１，４７７

（△４４．１）
１，０７４

（△３９．９）

１０ リリー（米）
（Ｌｉｌｌｙ） ６９，９６８ ９，２３７

（８．４）
２，６６５
（４２２．３）

２，０９６
（ｎ．ａ．）

１１ ワーナー・ランバート（米）
（ＷａｒｎｅｒＬａｍｂｅｒｔ） ６８，１５６ １０，２１４

（２４．９）
１，７６６
（４３．２）

１，２５４
（４４．２）

１２ アムゲン（米）
（Ａｍｇｅｎ） ５９，４９４ ３，３４０

（２２．９）
１，５６６
（２７．９）

１，０９６
（２７．０）

１３ シェーリング・プラー（米）
（ＳｃｈｅｒｉｎｇＰｌｏｕｇｈ） ５５，８９０ ９，１７６

（１３．６）
２，７９５
（２０．２）

２，１１０
（２０．２）

１４ アメリカン・ホーム・プロダクツ（米）
（ＡｍｅｒｉｃａｎＨｏｍｅＰｒｏｄｕｃｔｓ） ５２，１０３ １３，４６３

（△５．２）
３，５８６
（２７．４）

２，４７４
（２１．１）

１５ アベンティス（仏・独）
（Ａｖｅｎｔｉｓ） ４４，７７４ １３，６５５

（△３．５）
１，１７４
（ｎ．ａ．）

８１１
（ｎ．ａ．）

１６ 武田製薬（日） ４０，０３４ ８，１７７
（０．３）

１，７６３
（４７．８）

８８８
（１２．４）

１７ ゲネンテック（米）
（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ） ３２，６５３ １，３３２

（２５．４）
△１，３４１
（ｎ．ａ．）

△１，１４５
（ｎ．ａ．）

１８ サノフィ・シンスラボ（仏）
（Ｓａｎｏｆｉ－Ｓｙｎｔｈｌａｂｏ） ２８，４２５ ６，０３５

（２．７）
１，０１６
（１１７．１）

６９１
（１１３．９）

２０ イミュネックス（米）
（Ｉｍｍｕｎｅｘ） １４，７８４ ５４２

（１２２．５）
５７

（１，６８３．６）
４４

（４，３９５．３）

２１ 山之内製薬（日） １１，８０１ ４，０９７
（△１１．３）

８４１
（△１２．２）

４６５
（６８８）

（出所）ＦＴ５００（２０００年５月４日付）よりジェトロ作成
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しかし、これに最近の合併事例を加えた場

合、ワーナー・ランバート（米）とファイ

ザー（新会社名はファイザー）の両社の株式

発行総額合計が１，８７０億ドルで第１位となる。

また、グラクソ・ウェルカムとスミスクライ

ン・ビーチャム（英）の合併（新会社名はグ

ラクソ・スミスクライン、２０００年１月発表。

同年５月、欧州委が承認）が達成されれば、

両社の株式発行総額合計は１，７０４億ドルで第

２位となる。

ＩＭＳヘルス社では、医薬品産業における

企業合併の動きは今後も進展するとみている。

８０年代に約８０社存在していた世界の主要医薬

品企業は、現在では約３５社に集約されており、

同社は今後１０年間に約１２社まで減少すると予

測している。

医薬品業界における企業合併を誘発する原

因として、英国の業界紙スクリップ

（Ｓｃｒｉｐ）発行者のブラウン博士は、「最近

の事例からみると、企業合併を促す要因は、

特許切れ、研究開発の低迷、新薬販売の伸び

悩みによるものである」と語っている。伝統

的な傾向として、医薬品業界におけるマー

ケット・シェアを拡大するために、企業は特

許切れ薬品の代替となる新薬を開発し市場に

投入しなければならず、それを達成できない

企業が、激化する競争に打ち勝つために合併

を考えてきたといえる。

ただしグラクソ・スミスクラインの場合、

確かに、主力商品であるザンタック（Ｚａｎ‐

ｔａｃ、潰瘍〈かいよう〉治療薬）の特許切れ

に伴い、同社の医薬品販売は伸び悩み、マー

ケット・シェアは９９年初頭まで減少傾向に

あったが、合併しなければならないほど低迷

していたわけではない。同社の合併はまだ完

了していないが、ガルニエ取締役は、「これ

までの傾向として、医薬品企業は相互の弱い

部分を補完するために合併してきたが、当社

の場合には、相互の強い部分をより高めるた

めに合併する」と述べている。なお、両社の

合併が達成されれば、シェアは約７％になる

と見込まれている。

アストラゼネカの例をみると、２０００年３月、

同社は合併後の販売実績が前年比１７％増、

シェアが４．１％から４．３％へ増加したと発表し

た。しかしエコノミスト誌では、必ずしもす

べての企業合併がシェアや収益性を伸ばすこ

とに成功しているわけではないと指摘する。

すなわち、時として販売に関する企業理念の

不一致からかえってシェアを縮小している

ケースもみられる。また、メルクやファイ

ザー（合併前）のように、これまで合併する

ことなしにシェアを拡大してきた企業も存在

している。

最近の合併は、企業の研究開発における構

造的問題（規模、研究分野、予算など）を避

けるためでもあると指摘する向きがある。前

述のブラウン博士は、合併により企業規模を

拡大することの背景には、研究開発規模を拡

大するとともに、将来の過当競争の波から逃

れることを到達点としているものもあるので

はないかとコメントしている。

技術革新を積極的に図っていかなければな

らない医薬品産業にとって、研究開発規模を

拡大することは近年極めて重要なことであり、

Ｍ＆Ａなどを通じて、販売量の増加、シェア

の拡大を図ることが望まれている。

グラクソ・スミスクラインの合併の理由の

一つには、病原を解明するに足る十分な知識

と発達した技術を持ち合わせた企業をつくり

上げることがあるといわれ、そのために費や

す新会社の研究開発費は約３９億ドルに上ると

いわれている。

ＩＭＳヘルス社では、「研究開発に年間３０億

～４０億ドルを費やす企業は今後、医薬品市場

における新たな分野を開拓し、生き残りを

図っていくことができるであろう」としてい

る。

３．年々拡大する研究開発費
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各企業の９８年度の研究開発費動向をみると、

欧州企業が上位を占める。アストラゼネカが

２２億ドルを計上、グラクソウェルカム、ロ

シュがそれぞれ１９億ドルと続いている（表

４）。研究開発費上位１０社で上位１００社のそれ

の６３．４％を占め、また医薬品販売高の６５．４％

を占めていることからも、研究開発と販売に

は強い相関関係があることがうかがえる。

従って、研究開発に優れた企業が同業界で優

位なポジションに立つことができるといえよ

う。

新薬開発を図る一方で、企業にとって収益

性向上のためには、新薬のマーケティングも

重要な要素となる。特に、新薬の特許切れま

４．販売およびマーケティング・ネッ

トワークも重要

での間にいかに収益を高めることができるか

が重要となる。そこで、できる限り広範な市

場で、長期間にわたり新薬を販売すること、

すなわち新薬承認後できるだけ早く消費者の

手元に届くように浸透させることが重要にな

るため、新薬を市場に投入する際の販促費も

大きなウエートを占めてくることになろう。

これらのことから、前述のとおり、主要市場、

特に現在では米国市場に焦点を当てていくこ

とが重要である。例えば、アベンティス（仏

・独）は医薬品販売においては上位５社内に

ランキングされるものの、米国でのシェアは

約３％と低い。今後同社では、米国市場の

シェアを高めることを目的に、米国での販売

要員を現在の３，４００人から４，０００人に増員する

ことを計画している。

（ブレア・キーナン）

（１） ルノー、ボルボ

９９年５月、日産自動車に３６．８％の資本参加

を行ったフランスのルノーは、自己資本の２９

％に相当する２３億ユーロの負債を抱えること

となった。９９年の決算は３億ユーロの利益減

少となり、その影響が現れている。ルノーと

日産は欧州市場では両社のディーラー網を統

合することになっている。ドイツではルノー

は６００のディーラーを、日産は７００のディー

ラーを抱える。ルノーの方針では小規模な

ディーラーを大きなディーラーの傘下に編入

し、ディーラー数を２００２年までに２５０社に整

理することになっている。規模の大きな主力

ディーラーだけが独立ディーラーとして残る

が、ディーラー数は減っても販売店の立地数

は現在と変わることはない。これにより

１．主要企業の動向
ディーラー１社あたりルノー車を年間１，２００

台、日産車を６００台販売することになる。

日産への資本参加によりルノーは初めてア

ジアおよび北米市場への本格的な進出が可能

となったが、韓国では外資としては初めて韓

国自動車産業に参入することが２０００年４月に

決まった。経営が破綻したサムスン自動車の

釜山工場などの資産を５億６，０００万ドルでル

ノーが買い取り、さらにルノーが７０．１％を出

資する合弁会社を韓国に設立、これに三星

（サムスン）グループが１９．９％、債権団が１０

％を資本参加する。ルノーは今後４年間にさ

らに３億ドルをこの合弁会社に投資してサム

スン・ブランドの「ＳＭ５」（日産セフィーロ

をベースとした乗用車）の生産を続行するこ

とを決定した。２００４年には年間１５万台の生産

と新会社の黒字化を達成し、２００５年からは日

産の車台を活用した新型車の生産を開始、中

選択と集中の経営進める自動車業界
ミュンヘン事務所
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期的には年産２４万台体制を目指している。生

産された乗用車は当初は韓国国内だけで販売

する予定である。

商用車部門では、ルノーはドイツのトラッ

ク・メーカー、ＭＡＮやフィアットのトラッ

ク子会社、イベコなどとの資本提携を画策し

ていたが、２０００年４月２５日、ルノーのトラッ

ク子会社（仏ＲＶＩと米Ｍａｃｋ）をスウェーデ

ンのボルボに譲渡し、その代金としてボルボ

の株式の１５％（約１６億３，０００万ユーロ相当）

を受け取って筆頭株主となることを発表した。

ルノーは今後、乗用車のみに経営資源を集中

することになる。ルノー・トラック部門の買

収により、ボルボの年間トラック生産台数は

１６万５，０００台、売り上げ１４５億ユーロとなり、

同社はダイムラークライスラーに次ぐ世界第

２のトラック・メーカーとなる。この規模の

拡大で年間４億ユーロの経費節減になると試

算されている。この取引にはルノーが２２．５％

の資本参加をしている日産ディーゼル、およ

びルノーとイベコの合弁のバス・メーカー、

イリスバスは含まれていない。

ボルボは９９年に乗用車部門をフォードに売

却した後は商用車部門の経営に専念している。

同年８月には同じスウェーデンの中堅トラッ

ク・メーカー、スカニアの買収契約をまとめ

ていた。しかし同買収でスウェーデンにおけ

るボルボのトラックのシェアが９３％にまで高

まることを欧州委員会は懸念、２０００年３月に

欧州委員会のマリオ・モンティ委員（競争担

当）がこの買収を否認したためにボルボはス

カニア買収を断念せざるを得ない状況となっ

ていた。その直後の３月末に、増資で資金調

達したフォルクスワーゲン（以下、ＶＷ）が

２６億ユーロでインヴェスター社が所有する

１８．７％のスカニア株を買い取った。同買収で

ＶＷは株主総会での議決権の３４％を持つこと

になった。インヴェスターの所有するスカニ

アの議決権は１５．３％に減少したが、ボルボは

スカニアの議決権の３０．６％をまだ保持してい

る。ボルボがスカニアより規模の大きいル

ノーのトラック部門を編入することにより、

年間５万台以上を生産する欧州トラック・

メーカーはダイムラークライスラー、ボルボ

＝ルノー、ＭＡＮ、イベコ（フィアット）の

４グループに集約された。

（２） ダイムラークライスラー

２０００年３月、ダイムラークライスラー（以

下、ダイムラー）は三菱自動車に３３．４％の資

本参加を行うことを発表した。三菱自動車を

傘下に納めることにより、ダイムラーグルー

プの年間自動車販売台数は９９年ベースで４８０

万台となり、社員総数は４６万７，０００人、売り

上げは１，５００億ユーロとなる。今後の目標販

売台数は６００万台で、ＧＭやフォードの規模

に達するのも間近となった。また小型乗用車

の製造技術および燃費改善・排ガス浄化技術

を手に入れ、同時にアジア市場への足がかり

も築いた。赤字続きの「スマート」など、ダ

イムラーの抱える小型車の技術問題解決に三

菱の技術と経験が役立つことも期待されてい

る。さらに６月にダイムラーは、４億３，０００

万ドルで韓国の現代自動車にも１０％の資本参

加を行うことを発表した。現代自動車には三

菱自動車も１．８％の出資を行っている。中国

で年産３０万台の乗用車工場建設を進めている

現代自動車への資本参加で、ダイムラーは韓

国市場だけでなく中国市場への足がかりも得

ることになる。

先進国の自動車市場が飽和状態となってい

るのに比べ、アジアはこれから自動車需要の

拡大が期待できる市場である。特にまだモー

タリゼーションが進んでいない中国、インド、

タイが注目されている。しかしダイムラーの

アジアでのシェアは僅かに４％である。この

シェアを２５％にまで上げるのが同社シュレン

プ最高経営責任者（ＣＥＯ）の目標であった。

同社の得意な大型車のみではアジア市場の攻

略は不可能であることを認識している。アジ
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ア最大の自動車市場である日本で三菱自動車

へ、アジア第二のマーケットである韓国で現

代自動車に資本参加することにより、アジア

市場で重要な車種を手に入れることができる。

特に比較的所得水準の低い国々では小型車の

需要が多く、またバスやトラックなどの商用

車に対する需要も大きい。三菱や現代は小型

車生産のノウハウを豊富に持っている。また、

韓国商用車市場で９０％のシェアを持つ現代自

動車は、アジア市場進出に欠かせないトラッ

ク生産の重要なカギとなる。現代との合意で

は商用車工場（年間生産能力８万～１０万台）

を分離して、ダイムラーと現代が折半出資で

設立する合弁会社に移管することになってい

る。ダイムラーはこの合弁会社にトラック・

エンジン技術を供与して低コストのエンジン

生産を行うことも検討している。

（３） フィアット

イタリアのフィアットと米ゼネラル・モー

ターズ（ＧＭ、以下ＧＭ）は９９年１１月から提

携交渉を行っていたが、２０００年３月に株式持

ち合いで合意、ＧＭによるフィアットの自動

車部門、フィアット・アウト株の２０％を取得、

フィアットによるＧＭ株の５．６％取得を７月

に完了させた。これによりフィアット・アウ

トはＧＭにとって富士重工と同比率の２０％の

資本参加となったが、さらにフィアット・ア

ウトとＧＭとの間で折半出資の合弁会社２社

の設立が合意された。うち１社はフィアット

本社があるトリノに設立され、エンジンやそ

の他の主要部品の開発と製造を行う。ここに

フィアットは社員１万４，０００人を移籍させ、

ＧＭ側は欧州の子会社（オペル、サーブ、

ヴォックスホール）の社員を中心に１万

３，０００人を派遣する。もう一つの合弁会社は

ドイツに設立される部品共同調達会社で、こ

こにはフィアットが８００人、ＧＭ側は１，４００人

を転籍させることになっている。

この移籍をめぐって１，２００人が転籍するこ

とになったオペルのボッフム工場で６月にス

トライキが起こったが、経営陣は移籍社員に

もオペルでの給与水準や社会保障条件を保障

することで労働側を納得させている。オペル

は同社からの移籍は合計で４，０００人と発表し

ているが、内情に詳しい筋では５，０００人との

推定もある。一方、カイザースラウテルンに

あるエンジン工場の拡張は計画どおりに進め

ており、同じ敷地内に建設中の新工場でも

２００１年にアルミ・エンジンの製造が開始され

る。オペルはこうした投資計画に変更はない

ことを強調して従業員の動揺を静めることに

努めている。

ＧＭはサーブにも今後５年間に３４億ドルを

投資して生産車種を現在の２種類から５種類

以上に増やし、年間１５万台の現在の生産能力

を倍増する計画を６月末に発表している。

一方フィアットでは三菱自動車とのＳＵＶ

（スポーツ・ユーティリティー・ビークル）

の共同生産の計画を破棄し、オペルとの共同

開発に切り替えることになった。フィアット

のＧＭとの資本提携、ダイムラーによる三菱

自動車への資本参加がこの背景にある。この

方針変更により予定されていた２００１年末の

ＳＵＶ生産開始は少なくとも１年以上遅れる

ことになった。

（１） 乗用車流通経路の変化

欧州裁判所は２０００年７月６日、９８年１月に

欧州委員会が下したＶＷに対する罰金命令を

ほぼ認める第一審判決を下した。この罰金命

令は９３年から９６年にかけてＶＷが、同社のイ

タリア販売代理店に対してドイツとオースト

リアの消費者への販売を行わないよう繰り返

し圧力をかけていたことがＥＵ競争法に抵触

するという理由のものであった。１億２００万

ユーロという高額の罰金を不服として、ＶＷ

は９８年４月に欧州裁判所に訴えていた。欧州

裁判所の判決では独禁法違反が追認されたか

２．業界を取り巻く制度の変化
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たちとなったものの、罰金の金額は９，０００万

ユーロに引き下げられた。欧州委は、ＥＵ域

内の消費者がどこの国からでも自由に安価な

商品を購入する権利はＥＵ共通市場の重要な

原則であるとしている。自動車メーカーは独

占禁止法例外規定（グループ・エグゼンプ

ション）によって各国での独占販売網の構築

を認められている。しかしどの国のどの販売

店から購入するかの選択の自由は消費者に与

えられるべきとの判断がなされた。欧州裁判

所の判決により、今後欧州委の審査はさらに

厳しくなると予想される。欧州委はＶＷだけ

でなく、同様な罰金命令をダイムラーにも出

そうとしている。同社は８５年から９６年にかけ

てベルギー、オランダ、スペインで同様な違

法行為を行ったとされ、審査はすでに終了し

ている。またオペル、ルノー、プジョーに対

しても同様な疑惑で審査が進められている。

ＶＷに対してはさらにドイツ国内でも値引き

販売を阻止しようと販売店に圧力をかけたと

いう容疑が掛けられている。グループ・エグ

ゼンプションは２００２年で期限切れとなるが、

ＶＷが同措置を悪用したと判断されたために

グループ・エグゼンプションが延長されない

可能性がさらに高くなった。

欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）の調査によ

ると、西欧全域に６万６，０００のメインディー

ラーと５万５，０００のサブディーラーがあり、

その６割は年間販売量が１５０台以下の小規模

な業者である。年間１，０００台以上を売る大規

模業者は３％に過ぎない。最もディーラー網

が発達しているのはベルギーやスイスでドイ

ツはその半分程度、フランスやイタリアはさ

らにその半分で、最も疎らな国は北欧諸国で

ある。人口当たりではスイスが最多で英国が

最少であった。自動車メーカーはいずれもグ

ループ・エグゼンプションの存続を主張して

いる。ほとんどの代理店契約は、契約破棄に

関する猶予期間を２年間と定めているが、こ

れは販売店のショールームに高額な投資が必

要とされるためである。そのためグループ・

エグゼンプションが廃止される場合でも猶予

期間が必要であるとの意見が多い。

グループ・エグゼンプションが撤廃される

と、契約販売店以外の店でも自動車の販売が

可能となる。既に百貨店、ホームセンター、

通信販売業者などが自動車販売への関心を示

している。ドイツでは百貨店大手のカール

シュタットや通信販売のオットーだけでなく、

スーパーマーケットのマルクトカウフやコー

ヒー立ち飲みチェーンのチボーまでが自動車

販売への進出に積極的姿勢を見せている。食

品スーパーがパソコンを販売している現在で

は、百貨店やスーパーが車を販売しても不思

議ではない。またパソコン同様にインター

ネットによる車の販売も一部で試みられてい

る。従来の代理店制度の存在理由としては、

車種ごとの技術に関する知識や整備・修理の

技術が必要であることが挙げられていた。し

かし車に関する知識は雑誌などで消費者に行

き渡っている。車の品質は出荷時のメーカー

によって保証され、定期的な点検も整備業者

や車検制度によって十分に機能している。高

額な投資を必要とするショールームや試乗会

を各地の代理店で行う必要があるのか疑問を

投げかける声も少なくない。

表１ 欧州の販売代理店のマージン率

（単位：％）

ＶＷ メルセデス ＢＭＷ ルノー トヨタ
（２００１年より）

基本マージン １３．４ １２．２ １３．０ １２．５～１７．５ １３．９

最高マージン １９．１ １５．８ １９．４ １８．３～２２．３ ２０．８

出所：ヴィルトシャフツボッヒェ２０００年５月２５日号
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（２） 域内で依然存在する価格差

欧州各国での乗用車の価格は、同じメー

カーの同じ車種でも著しく異なって設定され

ている。この主な原因は自動車税や付加価値

税の税率の違いにある。デンマークやギリ

シャのように自動車の本体価格の１～２倍の

税率が掛かる国では、本体価格は低く設定さ

れている。逆にドイツや英国のように税率の

低い国では価格は高く設定されている。自動

車の場合はその販売店の立地する国ではなく、

購買者が登録する国で自動車税や付加価値税

が課税されるため、ドイツや英国のように価

格の高い国の消費者は、価格の安いデンマー

クやフィンランドで購入して自国で登録すれ

ば、購入価格を１５％から３０％ほど節約するこ

とができる。国境を越えた車の小売販売がど

の程度行われているかは調査されていないが、

価格差が１５％を超えると国外での車の購入が

増えることが経験的に判っている。９０年代に

安い価格で知られていたイタリアやスペイン

では、その後の価格差の縮小により外国人消

費者による車の購入は現在ではほとんど行わ

れていない。しかし英国では税金の安さのみ

ならず、ポンド高の影響もあって車の価格が

近年特に高くなっている。このため大陸諸国

での車の購入が増えていると考えられている。

英国と異なり大陸諸国では通常、左ハンドル

の車が販売されているが、ＡＣＥＡによると

自動車メーカーが大陸諸国向けに出荷する右

ハンドルの車の台数は過去２年間で３００％増

加している。

（１） 西欧市場

欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）の統計によ

ると、西欧１８ヵ国における２０００年上半期の乗

用車新規登録台数は、５～７％で増えていた

前年までと比べて増勢が衰えている。２０００年

上半期は前年同期比１．６％増の８２４万台にとど

まった。

ドイツ、デンマーク、ポルトガルの３国では

前年同期比で登録台数が減少している。しか

しいずれも高いレベルからの落ち込みであっ

た。ＥＵ自動車市場の４分の１を占める欧州

最大のマーケットであるドイツで１１％の落ち

込みとなったのは、２０００年に入ってからドイ

ツ車の新しいモデルの投入が少なかったこと

が挙げられる。９９年はドイツで３８０万台（前

年比１．８％増）の乗用車が新規登録され、９１

～９２年の記録的な新規登録台数（４１６万台お

よび３９３万台）に近づきつつあった。国内の景

気は拡大しているが、これは主に輸出によっ

て支えられており、国民の間に特に消費ブー

ムが起こっているわけではない。デンマーク

では、前年同期比で２１％と大幅に減少した。

これは２０００年１月からの自動車税増税が影響

したものである。同国では９９年も前年比１１．６

％減であったが、その前年の９８年は過去最高

記録の１６万２，５００台で、これは９０年当時の登

録数の倍に相当する。ポルトガルの場合も９９

年は２７万台を超えて９２年（２７万７，０００台）に

次ぐ過去２番目の登録数を記録したが、同年

１０月からの利上げにより好調だった新車の売

れ行きが落ち、２０００年上半期は６％の減少と

３．欧州市場の動向

表２ ＥＵ各国の自動車税

（単位：％、付加価値税を含む）

ベルギー ドイツ デンマーク スペイン フランス ギリシャ アイル
ランド イタリア ルクセン

ブルク オランダ オースト
リア ポルトガル フィンランド

スウェー
デン 英国

２３ １６ ２１８ ２８ １９．６ ９４ ６１ ２０ １５ ５０ ３４ ６６ ９０ ２５ １７．５

注：２０００㏄車購入時の課税率
出所：ＡＣＥＡ
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なったものである。しかしドイツと異なりポ

ルトガルのＥＵ市場におけるシェアは２％以

下で、さらにデンマークは１％にも満たない。

上記の３国以外では２０００年に入ってからも

好調な売れ行きが続いている。欧州第２、第

３のマーケットであるイタリアと英国では、

いずれも９７年以来、毎年２１０万～２４０万台の高

いレベルの新規登録数が続いており、２０００年

上半期も前年同期比２％台の安定成長となっ

た。欧州第４のマーケットであるフランスで

は９７年に９０年代最低の１７０万台に落ち込んだ

が、９８年（１３．５％）、９９年（１０．５％）と二ケ

タ台の市場回復が続いており、２０００年上半期

も１７．４％で年間の二ケタ成長持続は確実であ

る。ただし、９０年に記録した２３０万台に届く

かどうかは疑わしい。二ケタ成長が３年続い

て９９年は過去最高の１４０万台となったスペイ

ンでも、２０００年上半期は５．６％増とやや減速

した。ただし、増加傾向は依然、続いている。

スペインは欧州第５の自動車市場であり、独

・伊・英・仏・スペインの５ヵ国でＥＵ市場

の８割以上を占める。

これまで小さかった市場の拡大も著しい。

二ケタ成長が５年続いたギリシァでは９９年は

前年比４５．３％拡大し２６万台を超えた。２０００年

上半期も前年同期比１５．４％増と急速な拡大が

続いてスウェーデンやポルトガルの規模を凌

駕した。アイルランドでも７年の長期にわ

たって売れ行きが伸びており、２０００年上半期

は４４％増で１８万台弱となり、スイスやオース

トリアの規模を上回っている。しかし原油価

格の上昇やユーロの下落によってガソリン価

格が上昇、今後の欧州自動車市場に悪影響を

与えるとみられており、２０００年のＥＵ全体の

乗用車新規登録数は１％増、２００１年は横這い

になると予測されている。

表３ 世界各国の自動車市場の規模（新規登録台数）

（単位：１，０００台）

９８年 ９９年 ２０００（予測） ２００１（予測）
年平均
（％）前年比

（％）
前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

ドイツ ３，７３６ ６ ３，８０２ ２ ３，５５０ △７ ３，７００ ４ １．５

フランス １，９４４ １４ ２，１４８ １１ ２，２５０ ５ ２，２５０ ０ ２．０

英国 ２，２４７ ４ ２，１９８ △２ ２，１８０ △１ ２，２００ １ １．５

イタリア ２，３７９ △１ ２，３４９ △１ ２，３６０ ０ ２，２５０ △５ ２．５

ＥＵ全体 １３，９４３ ７ １４，６４９ ５ １４，５７５ △１ １４，５３０ ０ ２．０

米国 １５，５４７ ３ １６，８９３ ９ １７，５００ ４ １６，５００ △６ １．０

乗用車 ８，１４２ △２ ８，６９８ ７ ８，７００ ２ ８，２００ △６ △１．５

軽商用車 ７，４０５ ８ ８，１９５ １１ ８，８００ ７ ８，３００ △６ ４．０

日本 ４，０９３ △９ ４，１５４ １ ４，２５０ ２ ４，３５０ ２ ２．５

出所：ＶＤＡ，ＩＷＫ
表４ 西欧主要国における新車登録台数

（単位：台数、％）

９９年１～６月 ２０００年１～６月 伸び率

ドイツ ２，０３７，５２６ １，８１３，７６１ △１１．０

イタリア １，３６５，３２５ １，４００，７００ ２．６

英国 １，１９１，３２９ １，２１６，４４４ １７．４

フランス ９６０，３８５ １，１２７，７１１ ５．６

スペイン ７２２，２１１ ７６２，３６６ ２．１

出所：ＡＣＥＡデータサービス
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表５ 西欧１８ヵ国におけるメーカー別新車登録台数

（単位：台数、％）

登 録 台 数 シ ェ ア

９９年（１～６月） ２０００年（同） ９９年（同） ２０００年（同）

ＶＷグループ １，５３７，９３５ １，５０２，２８９ １９．０ １８．２

フォルクスワーゲン ９５９，０３６ ８８６，４６１ １１．８ １０．８

アウディ ２６６，７７９ ２６７，７９５ ３．３ ３．２

セアート ２１７，５７９ ２３８，４０１ ２．７ ２．９

シュコダ ９４，５４１ １０９，６３２ １．２ １．３

ＰＳＡグループ ９３６，１６６ １，０５６，４８５ １１．５ １２．８

プジョー ５６２，８１１ ６３０，９６１ ６．９ ７．７

シトロエン ３７３，３５５ ４２５，５２４ ４．６ ５．２

ＧＭグループ ９３５，７１６ ９１２，３１６ １１．５ １１．１

オペル ８８７，２１６ ８６２，６０５ １０．９ １０．５

サーブ ４１，９７７ ４４，０６１ ０．５ ０．５

その他 ６，５２３ ５，６５０ ０．１ ０．１

フォードグループ ９２９，６７６ ８４９，３６５ １１．５ １０．３

フォード ７８８，５９０ ７０６，２５３ ９．７ ８．６

ジャガー １４，２８０ １９，７９４ ０．２ ０．２

ボルボ １２６，８０６ １２３，３１８ １．６ １．５

ルノー ８６０，０２８ ８８０，５５２ １０．６ １０．７

フィアットグループ ８３７，１７５ ８７４，６３８ １０．３ １０．６

フィアット ６４８，０２１ ６６７，３７５ ８．０ ８．１

ランチア ８３，０２４ １０５，５７３ １．０ １．３

アルファ・ロメオ １０４，５９８ ９９，４５３ １．３ １．２

その他 １，５３２ ２，２３７ ０．０ ０．０

ダイムラークライスラー ４３９，１２８ ４６８，２００ ５．４ ５．７

メルセデス ３６４，５８１ ３７１，０３５ ４．５ ４．５

スマート ２５，１５９ ４７，８３２ ０．３ ０．６

クライスラー ４９，３８８ ４９，３３３ ０．６ ０．６

ＢＭＷ ２５９，９２１ ２７１，４４６ ３．２ ３．３

ローバー １１５，４８２ １２７，９３９ １．４ １．６

日本車 ９３７，２５４ ９４７，２５１ １１．６ １１．５

日産 ２４１，６２７ ２９９，５１９ ３．０ ３．６

トヨタ ２１３，２９３ ２１７，６０２ ２．６ ２．６

マツダ １２５，７７３ １１０，０５４ １．６ １．３

ホンダ １１２，１４６ １０５，５３１ １．４ １．３

三菱 １０２，４６９ ９４，７４３ １．３ １．１

その他 １４１，９４６ １１９，８０２ １．８ １．５

韓国車 ２４５，８７４ ２８６，８００ ３．０ ３．５

現代 １１８，３１１ １３２，４９７ １．５ １．６

大宇 １０１，７１５ １０８，１８４ １．３ １．３

その他 ２５，８４８ ４６，１１９ ０．３ ０．６

総計（その他含む） ８，１０７，５６５ ８，２３９，９２７ １００．０ １００．０
出所：ＡＣＥＡデータサービス
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メーカー別ではシェアを上昇させていたル

ノーが２０００年上半期も続伸し、同社のシェア

は１０．７％となった。ＰＳＡも引き続きシェア

を上げて１２．８％になっている。ダイムラーと

ＢＭＷもシェアをわずかに上昇させた。しか

しシェア１位のＶＷグループでは、セアトと

シュコダは伸びているもののＶＷとアウデイ

のシェアは頭打ちになっている。日本勢では

前年同様にトヨタだけがシェアを伸ばした。

ＧＭとフォードは引き続きシェアを落として

いるが、フィアットではシェア回復の兆しが

見えている。躍進が著しいのが韓国車で、現

代と大宇を中心にシェアは３．５％となり、特

にギリシァでは１３％のシェアを獲得している。

（２） 中・東欧市場

旧ソ連圏を除く中・東欧９ヵ国およびトル

コの乗用車新規登録台数は９９年、前年比５．２

％増の１４７万８，１９５台であった。しかしその動

向は国によって異なる。最大市場のポーラン

ドでは、金融自由化による貸し出しブームに

より消費の拡大につながり、市場は１９％拡大

して６１万３，１５７台となった。ポーランド市場

はオランダの規模を上回ってスペインに次ぐ

欧州第６の市場となった（ロシアを除く）。

一方、トルコでは、金融政策の引き締めとロ

シア金融危機の影響、地震の被害などが重な

り、１０％減の２８万３，９７８台であった。チェコ

は３．６％増の１４万５，９８９台、ハンガリーは２４．９

％増の１２万９，８５２台であったが、ルーマニア

では１５．８％減少、再び１０万台を切っている。

クロアチア、スロベニア、スロバキアの３国

ではいずれも５万台から８万台で推移してい

る。ブルガリアとマケドニアは年間１万台以

下であった。同じ国でも年によって動向はま

ちまちで、トルコでは９７年は４３．９％の大幅拡

大、９８年と９９年は市場縮小、チェコでも９７年

は１０．７％の二ケタ拡大、翌年は１７．８％減の二

ケタ縮小であった。こうした状況は旧ソ連圏

でも同様である。ロシアでは９７年は２６．４％の

拡大、９８年は１７．６％減に縮小、９９年は再び

１６．４％の拡大であった。しかし旧ソ連圏での

新規登録は必ずしも新車登録ではない。西側

から輸入された中古車も新規登録車として統

計に計上される。旧ソ連圏での経済危機は、

西側からの中古車輸入を減らし、地元メー

カーの製品販売を助ける方向に働いている。

しかし設備投資や新車開発に必要な資金が入

手できないため、ヴォルガ自動車工場

（ＶＡＺ）やゴーリキ自動車工場（ＧＡＺ）な

どのロシアのメーカーは長期的には苦しい立

場に追い込まれている。シュコダやルノーは

２０００年中にもロシアでの生産を開始する予定

であるが、フィアットはＧＡＺとの合弁会社

での製造開始を２００２年に延期した。

スタンダード・アンド・プアーズの２０００年

の自動車市場予測によると、ポーランドで減

少する一方、トルコやルーマニアではプラス

に転じ、チェコやハンガリーでも二ケタ拡大

が続くと予測されている。中・東欧１０ヵ国全

体では９９年と同じく５．２％の成長となる。旧

ソ連地域ではロシアが横ばい、二ケタ拡大が

続いていたウクライナでは逆に二ケタ台の縮

小となり、旧ソ連地域全体では０．３％減、中

・東欧、ロシア圏全体では２．９％増の予測と

なっている。
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表６ 中・東欧、旧ソ連圏の乗用車新規登録台数の推移

（単：台数、％）

９８年 ９９年 ２０００年（予測） ２００１年（予測）

台数 伸び率 台数 伸び率 台数 伸び率 台数 伸び率

中・東欧 １，４０４，６７９ ３．６１，４７８，１９５ ５．２１，５５４，４３６ ５．２１，７１９，２１１ １０．６

うちポーランド ５１５，２５６ ７．８ ６１３，１５７ １９．０ ５７５，３６８ △６．２ ６３５，００４ １０．４

トルコ ３１５，５８４ △８．５ ２８３，９７８ △１０．０ ３４６，８１８ ２２．１ ３７６，１１６ ８．４

チェコ １４０，９５７ △１７．８ １４５，９８９ ３．６ １７２，４６０ １８．１ ２０９，５９０ ２１．５

ハンガリー １０３，９７３ ３０．２ １２９，８５２ ２４．９ １４７，３５３ １３．５ １６０，１８２ ８．７

ルーマニア １１４，７９２ ２２．３ ９６，６３２ △１５．８ １０２，０１２ ５．６ １１０，５２３ ８．３

スロベニア ６９，３２９ １２．７ ７８，１４２ １２．７ ７２，７４８ △６．９ ７６，７５９ ５．５

スロバキア ６９，０４１ １１．２ ５６，４４７ △１８．２ ５９，４３６ ５．３ ６４，１４２ ７．９

クロアチア ５７，５０５ １３．８ ５５，６８７ △３．２ ５７，３５８ △３．０ ６０，７９９ ６．０

ブルガリア ９，７４２ ４６．８ ９，４１２ △３．４ １１，００５ １６．９ １４，６３８ ３３．０

マセドニア ８，５００ １８．５ ８，８９９ ４．７ ９，８７８ １１．０ １１，４５８ １６．０

旧ソ連 ９０３，１１３ △１４．２１，０４７，１２６ １５．９１，０４３，８１９ △０．３１，０７５，１８２ ３．０

うちロシア ７９１，５３８ △１７．６ ９２１，６７３ １６．４ ９２７，４８１ ０．６ ９５２，３６１ ２．７

ウクライナ ４５，９２７ ８６．２ ６２，３９０ ３５．８ ４８，６７６ △２２．０ ４６，７８４ △３．９

ウズベキスタン ３７，６３２ △４．７ ３８，４６８ ２．２ ３９，８７８ ３．７ ４３，４９８ ９．１

エストニア １０，４４５ △６．０ ８，９０６ △１４．７ １０，２２２ １４．８ １２，６７６ ２４．０

ラトビア ６，１４７ ３６．９ ７，１７０ １６．６ ７，６７２ ７．０ ８，８２３ １５．０

リトアニア ６，５９４ △１４．５ ４，８３２ △２６．７ ５，８４７ ２１．０ ６，９２１ １８．４

ベラルーシ ４，８３０ ３．３ ３，６８７ △２３．７ ４，０４３ ９．７ ４，１１９ １．９

出所：スタンダード・アンド・プアーズ
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ブランド物バッグは税込みで
ほぼ同一価格（ユーロ圏・英国）

ユーロ圏と英国に所在するジェトロ各事務所は２０００年７月に、ユーロによる価格比較調

査を実施した。同調査の目的は、ユーロ導入後予想された各国小売価格の収れんがどの程

度起こっているかみることである。本調査は今回で５回目を数え、これまでの調査対象品

目から税率差の高い品目を除くなど大幅に品目を入れ替えた。どの品目についても比較的

高価格のフィンランドを除くと、価格差は各国平均価格から大体１５％前後に収まった。ま

た、ブランド物のバックは税込みでほぼ同一金額であった。

海外調査部欧州課

今回の調査は、前回（９９年１２月１３～１６日実

施）の調査から約７ヵ月ぶりとなる２０００年７

月３～７日に、ユーロ圏１１ヵ国と英国のジェ

トロ事務所が所在主要都市（注）を対象に実

施した。これまでの調査品目から、税率によ

る価格差の大きいもの（タバコ、香水、ガソ

リン）や、調査対象国で同一品目を見つける

のが難しいもの（パソコン、飲料水）などは

調査対象から除外した。また、自動車につい

ては欧州委員会が６ヵ月ごとに詳細な調査を

行っていることから、これも除いた。これら

の代りに、今回から試験的な意味も含めてカ

メラ、ウォークマン、ルイ・ヴィトンのバッ

ク、航空賃などを対象品目に加えた。

調査の結果、各国の価格はどの品目も一部

の例外を除けば、ユーロ圏１１カ国の平均価格

から１５％前後に収まっている。また、継続調

１．ハンバーガーの価格帯の分散は縮小
査品目であるハンバーガー、コーラについて、

第２回（９９年６月）と前回（９９年１２月）の約

半年ごとの調査結果から、各国平均価格から

の分散具合をみるために、標準偏差を算出し

てみると、①ハンバーガーは０．３３６（第２回）、

０．３１２（前回）、０．３０７（今回）、②コーラは同

０．２５１、０．１８０、０．１８９であった。このことか

ら、特にハンバーガーについて価格帯の分散

が縮まる傾向がみられたといえる。

また、品目によっては２２％と調査対象国の

中で最も付加価値税（ＶＡＴ）率が高いフィ

ンランドでの価格が、ハンバーガー、コーラ、

カメラ（キャノンＥＯＳ３００）、カラーテレビ

（フィリップス２１インチ、チューナー付き）

の４品目で最も高かった。一方、欧州委員会

の春季経済予測で消費者物価上昇率２．５％

（９９年）を記録し、インフレ懸念を抱えるア

２．比較的高価格であったフィンランド
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イルランドでは、フィルム、コンパクトカメ

ラ（キャノンＩＸＵＳⅡ）、ルイ・ヴィトンの

ボストンバックの３品目で最も高い金額と

なった。

調査品目別にみると、ユーロ圏１１カ国にお

けるルイ・ヴィトンのバックの価格が付加価

値税込みでほぼ同一金額となっており、ユー

ロ圏外の英国においてもほとんど価格差がな

いことから、ルイ・ヴィトン社の統一価格に

よる販売戦略がうかがえる。また、サービス

価格調査の試みとして、各国調査対象都市か

ら東京成田までの航空賃について比較した

（日本で発券した場合、成田から調査対象都

市への片道正規航空賃は同一価格）。航空運

賃は最も低いイタリアとアイルランドを除け

ばほぼ近い価格帯であった。しかし、参考価

格として実施したユーロ圏外の英国の航空賃

がユーロ圏平均の半額以下となったのは特徴

的であった。

（注）調査対象都市：デュッセルドルフ（ドイツ）、

パリ（フランス）、ミラノ（イタリア）、アム

ステルダム（オランダ）、ブリュッセル（ベ

ルギー）、ルクセンブルク（ルクセンブルク）、

マドリード（スペイン）、リスボン（ポルト

ガル）、ダブリン（アイルランド）、ウィーン

（オーストリア）、ヘルシンキ（フィンラン

ド）、およびロンドン（英国）

（田中 晋）

第５回小売価格調査（実施期間７月３日～７日）

（単位：ユーロ）

①ハン
バーガー

②コカ
コーラ ③フィルム ④カメラ ⑤コンパクト

カメラ
⑥カラー
テレビ

⑦ソニー・
ウォーク
マン

⑧ルイ・ヴィトンのバック
⑨航空賃

Ⅰ Ⅱ

アイルランド ２．４８ ０．５３ ６．０８ ４８２．０８ ３１１．０７ ３１９．９７ ５０．７８ ４５７．１１ ９９０．４０ ２０６８．４０

イタリア ２．３２ ０．４２ ４．１３ ４３３．４１ ２６３．０５ ３７６．６０ ５４．５７ ４４９．３２ ９９６．７６ １９４１．３６

オーストリア ２．５４ ０．４３ ４．２９ ４２０．７８ ２６０．９０ ３６２．６４ ５０．４３ ４５０．５８ ９８８．３５ ２５０５．０３

オランダ ２．５４ ０．３７ ３．６３ ３６２．５７ ２４２．７７ ３６２．５７ ５８．５４ － － ２７５６．０８

スペイン ２．２５ ０．２９ ３．０８ ３７４．２３ ２６３．９０ ３４８．０２ ５８．０４ ４５６．７７ ９９１．６７ ２３１３．９０

ドイツ ２．５５ ０．４４ ４．０８ ３９７．４１ ２４８．７４ ３１９．０５ ５４．８３ ４４９．９４ ９９７．０２ ２５２３．７４

フィンランド ３．３６ １．０２ ４．２８ ４９８．８９ ２８４．６６ ４１５．５９ － － － ２２７０．８３

フランス ２．８２ ０．６７ ４．８３ ３６３．２１ ２９１．１８ ３０２．７６ ６０．１９ ４４２．１０ ９６８．０５ ２５８１．７２

ベルギー ２．８５ ０．４６ ４．５３ ４４５．８８ ２４７．７３ ４４５．９５ ６１．８５ ４４８．６９ ９８６．７２ ２６９５．１０

ポルトガル ２．４４ ０．４２ ２．４４ ４３２．３６ ２８９．３０ ２９６．７３ ５４．８２ ４４８．９２ ９９７．６０ ２３６６．８０

ルクセンブルク ２．９５ ０．４０ ３．９２ ３７０．６０ ２２２．６７ ４１６．６３ － ４４８．６９ ９８６．６２ ２６９５．１０

英国（参考） ３．０２ ０．５６ ６．９２ ４４３．９０ ３０９．４６ ３３８．５７ ４７．６０ ４４４．４４ ９７６．１９ １１１４．４４

（注）基本対象商品
①マクドナルド・ビックマック（持ち帰りの場合）。
②コカコーラ３３０㏄。
③コダック、カラーフィルム２４枚撮り、ＡＳＡ１００。
④キャノン、一眼レフＥＯＳ３００。
⑤キャノンＩＸＵＳⅡ。
⑥フィリップス２１インチ、チューナー付き、ステレオ。
⑦ソニー・ウォークマンＷＭ－ＥＸ５００
⑧ルイ・ヴィトンⅠ．Ｋｅｅｐａｌｌ（ボストンバック、６０×２６㎝）（Ｍ４１４２２）Ⅱ．Ｒａｓｐａｉｌ（ショルダーバック、Ｍ
５１３７２）
⑨７月１０日調査都市発東京行、直行便。ただし、アイルランドはブリュッセル経由、ドイツはデュッセルドルフ発
フランクフルト経由、ルクセンブルクはフランクフルト経由。
フィンランドのみ７月１１日発。空港税は含まない。

掲載価格はＶＡＴなど諸税を含む店頭価格。本調査はスーパーマーケット、専門店、量販店など複数店舗で実施し、
平均価格を算出。
英国の価格は９９年７月７日付、１ユーロ＝０．６３ポンドで換算。
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クロノロジー

ＥＵ
ＥＵＲＯＰＥＡＮＵＮＩＯＮ

〈８ 月〉

１日�対ユーゴスラビア経済制裁の一部解除

を決定。ミロシェビッチ政権に関与し

ていない２４２社を選定し、投資規制や

銀行口座の凍結を解除。

３日�欧州委、米マイクロソフトに対し独占

禁止法違反の疑いで警告書を送付。パ

ソコン用基本ソフト（ＯＳ）市場での

９割を超える圧倒的なシェアをテコに、

サーバー市場で独占的地位を狙ってい

る疑いがあるというもの。

１０日�欧州委、ＥＵ域内ガス事業の競争促進

に向けたＥＵ域内ガス自由化指令に対

し、フランス、ドイツ、ルクセンブル

クの３ヵ国が国内法化への整備を怠っ

たとして、欧州司法裁判所への提訴手

続きを準備。

２１日�欧州委、航空市場の競争促進のため、

航空各社に割り当てている発着枠の売

買を認め、入札制度を創設する方針を

決定、２００１年にも導入予定。欧州の主

要空港は地元航空大手の支配で新規参

入が進まず、新しい共通政策が必要と

判断。

３１日�ＥＣＢ、最も重要な政策金利の０．２５％

の利上げを決定し、４．５％に。

〈９ 月〉

２～３日�仏東部のエビアンで非公式外相会

議を開催。中東和平交渉の合意を促す

ため経済面での支援強化を合意。

５日�石油価格上昇に対応した緊急対策とし

て、石油関連税の税率引き下げなどを

検討することを決定。減税によるガソ

リンなどの小売価格の引き下げのほか、

ＥＵ域内のガソリンスタンド業界の競

争促進策などを検討。

�欧州委、ブリティッシュ・テレコム

（ＢＴ）と英ボーダフォン・グループ

が日本テレコムと組んで日本で手掛け

る次世代携帯電話事業を認可する旨発

表。

６日�欧州委、原油急騰に伴う対策会議を開

催。原油相場の安定を目指し、ＯＰＥＣ

に大幅な増産を求めることを決定。

８日�ＥＵ「賢人委員会」、対オーストリア

制裁問題で、制裁解除を勧告する報告

書を発表。

�ユーロ参加国蔵相で構成する「ユーロ

評議会」開催。ユーロ安への強い懸念

を示した声明を発表。

９～１０日�非公式蔵相理事会開催。原油高に

ついて協議し、産油国に対する大幅増

産要請をすることで合意。２００２年１月

からのユーロ紙幣・硬貨の事前交換な

ど各国の対応策についても議論。

１２日�ＥＵ１４ヵ国（オーストリア除く）、

２０００年２月に発動したオーストリアに

対する外交制裁を無条件で解除したと

発表。

１３日�第２８回日本・ＥＵトロイカ外相協議開

催。日本・ＥＵの関係強化や国連改革、

国際情勢などをめぐって意見交換。協

議には河野外相、議長国のヴェドリヌ

仏外相のほか、次期議長国のリンド・
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スウェーデン外相、ソラナＥＵ理事会

事務総長らが出席。

１４日�欧州投資銀行（ＥＩＢ）、ＥＵ加盟を目指

す中・東欧、バルト三国（エストニア、

ラトビア、リトアニア）向けの融資枠

を拡大する旨発表。特に鉄道路線、浄

水施設のプロジェクトへの融資を強化。

２０～２１日�緊急運輸相理事会を開催。原油価

格高騰に伴う運送業者の抗議行動への

対応策について協議。各国の税率が大

きく異なる燃料税など石油関連税制の

調和については、議長国のフランスが

各国税率をそろえるよう求めたのに対

し、英独などが慎重な姿勢を示し、議

論は決裂。

２１日�ユーゴスラビアの大統領選挙が公正に

行われるかどうかを監視するため、加

盟１５ヵ国の国会議員２０人で構成する専

門チームを派遣することを決定。

〈８ 月〉

１日�貿易産業省、国内の新車価格の引き下

げを促すための命令を発表。

３日�中銀、金融政策委員会で、主要政策金

利（短期買いオペ金利）を年６．０％に

据え置くことを決定。

９日�バークレイズ銀行、ウーリッチ銀行を

買収する方向で交渉中の旨を明らかに。

１７日�ブリティッシュ・テレコム（ＢＴ）、独

通信会社フィアーク・インターコムに

対する出資比率を４５％から９０％に引き

上げる旨を発表。

１８日�酒類メーカーのディアジオ、仏酒類大

手のペルノ・リカールと共同で、仏ビ

ベンディの傘下に入るシーグラム（カ

ナダ）の洋酒部門買収を提案した旨発

表。

２９日�スウェーデンの取引所運営会社ＯＭグ

英 国
ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ

ループ、ロンドン証取所への敵対的買

収提案を正式に発表。

�鉱山・非鉄金属大手のビリトン、米ア

ルミ大手のアルコアから、両社の豪州

アルミ合弁会社ウォースレイを買収す

ることで合意した旨を発表。

〈９ 月〉

４日�モーラム官房長官、政界引退の意向を

表明。

５日�野党の保守党、次期総選挙をにらんだ

予備公約を発表。

７日�中銀、金融政策委員会で、主要政策金

利（短期買いオペ金利）を年６．０％に

据え置くことを決定。

１１日�グラクソ・ウェルカムとスミスクライ

ン・ビーチャム、９月２５日に予定して

いた合併の延期を発表。

�ブレア首相、２００５年までに、すべての

行政サービスをオンライン化する構想

を明らかに。

�ＢＰ、中国石油化工総公司へ出資する

旨を発表。

１２日�ロンドン証取所、ドイツ取引所との合

併計画の撤回を発表。

�統計局、８月の基調インフレ率を年率

１．９％と発表。７５年１月の統計開始以

来の最低水準に。

�野村インターナショナル、ミレニアム

・ドームの買収計画撤廃を発表。

１３日�統計局、８月の失業率を３．６％と発表。

７５年１０月以来の低水準に。

１７日�ブリティッシュ・テレコム（ＢＴ）、米

ＡＴ＆Ｔとの関係拡大のための交渉を

行っている旨を明らかに。

１８日�ブレア首相、ロシアのカシヤノフ首相

とロンドンで会談。

１９日�ガーディアン紙、世論調査結果を発表。

労働党の支持率は３４％に低下。保守党

支持率は３８％と逆転。
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２０日�中銀、９月の金融政策委員会議事録を

公表。賛成５、反対４で金利据え置き

を決定したことが明らかに。

２１日�ブリティッシュ・エアウェイズ

（ＢＡ）、ＫＬＭオランダ航空との合併

交渉打ち切りを発表。

２４～２８日�労働党、党大会開催。

〈８ 月〉

１０日�雇用・連帯省、一部のグリコール・

エーテルの工業的使用を制限する内容

の政令（デクレ）を１０月までに公布す

る旨公表。

１１日�ＩＮＳＥＥ、７月の消費者物価は前月比

で０．２％減、前年同月比で１．７％増と発

表。

１８日�次世代携帯電話（ＵＭＴＳ規格）の事

業割当てについて、競争入札でなく資

格審査形式を採用し、同詳細を官報に

掲載。

�雇用・連帯省発表統計によれば、時短

法の施行により実質労働時間は減少し、

人手不足も深刻化する一方で、給与水

準が頭打ちになっていることが判明。

２２日�ユヴァルト貿易担当閣外相、２０００年上

半期の貿易黒字を３２３億フラン（前期

比４０．８％減）と発表。

�経済・財政・産業省、国の経済競争力

が大幅に強化されたとする統計を発表。

２３日�公務員省、２００１年度（暦年）予算枠内

で１万７，０００口の公務員ポストを新設

する方針である旨公表。

２４日�ジョスパン内閣、夏期休暇明けの初閣

議を招集。今後の政策運営につき協議。

２５日�三菱電気、フランスをはじめとする国

外での携帯電話端末の生産台数を１５０

％引き上げるため、２００億円を投資す

ると発表。

フランス
ＦＲＡＮＣＥ

２８日�シラク大統領、ＥＵ議長国として外交

指針を示す演説の中で、「欧州憲法」

の制定を再度提唱。

２９日�政府、シュベヌマン内相の辞任を正式

に発表。後任にダニエル・ヴァイヤン

議会担当相を任命。

３１日�ファビウス経済・財政・産業相、２００１

年から３年間で総額１２０億フランの規

模となる大型減税案を公表。過去５０年

で最大。

〈９ 月〉

１日�アコール・グループ（ホテル、企業

サービス）、日本でのホテル第１号と

なるソフィテル・ジャポンを東京に

オープン。

４日�エール・フランス、ジュネーブ・ニー

ス間の運航を停止。これまで毎日２便

運航。

７日�電力市場自由化に伴い創設された電力

市場規制委員会の圧力により、仏電力

公社（ＥＤＦ）、自由化促進のための主

に送電系統に関する新措置を発表。

�ＩＮＳＥＥ、第２四半期のＧＤＰを前期比

０．７％と発表。従来の予測値１．０％を下

回った。

９日�電気通信規制局（ＡＲＴ）が決定した

第三世代携帯電話事業権割当に関する

政令を公布。全国レベルでの２事業権

を、ファースト・マーク・フランス

（スエズ・リヨネーズ・デ・ゾー、グルー

プ・アルノー、ラリー・カジノ、ＢＮ

Ｐ・パリバ、グループ・ロチルドから

なるコンソーシアム）とフォルテル

（ＵＰＣ、マリアンヌ・ウェンデル、

ＮＲＪからなるコンソーシアム）に付与。

１１日�ジョスパン首相、リヨンでの国連地球

温暖化防止条約第６回締約国会議準備

会合で、フランスは年末までに省エネ

計画に着手すると発表。

９４ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１０



１３日�雇用・連帯相、社会的弱者の救済策に

関する総括を閣議に提出。

１４日�ルノー、「ラグーナ」のニューモデル

である「ラグーナⅡ」のセダン、並び

にステーション・ワゴン・バージョン

を発表。

１９日�仏企業運動（ＭＥＤＥＦ）のセイエー

ル会長、政府に対し週３５時間労働制の

適用にモラトリアムを設けるよう要請。

�欧州司法裁判所、仏企業の訴えに単を

発する接待費の付加価値税（ＶＡＴ）

還付の禁止について、仏政府の主張を

退け、還付に応じるよう判決。

２０日�政府、２００１年度（暦年）予算案を閣議

決定。歳出は１兆６，９００億フランと、

名目で前年度比１．５％増、インフレを

考慮した実質で０．３％増加。

２４日�大統領任期を７年から５年に短縮する

国民投票、賛成多数で可決。

〈８ 月〉

１日�アウクスブルク地方裁判所、キリスト

教民主同盟（ＣＤＵ）の不正献金疑惑

に関して賄賂などの罪で起訴された武

器輸出業者シュライバー被告への裁判

開始を決定。

�独版「グリーンカード制度」開始。

ＥＵ域外からのＩＴ関連技術者に最大２

万人まで特別就労ビザを発給。

１１日�政府と各州政府、極右勢力による外国

人襲撃事件の増加を受け、極右政党の

非合法化を検討する委員会を開催。

１４日�コール前首相、闇献金疑惑を受け、１０

月３日にドレスデンで開催される統一

１０周年記念式典に参加しない意向を表

明。

１６日�政府、極右対策に向こう３年間で

７，５００万マルクの予算措置を講じるこ

ドイツ
ＧＥＲＭＡＮＹ

とを閣議決定。

２３日�第２次世界大戦中、毒ガスなどを生産

したＩＧファルベンの清算法人、強制

労働者に補償をすることを明らかに。

今後、独自の財団を５０万マルクで設立。

�東部ドイツを歴訪中のシュレーダー首

相、テューリンゲン州の強制収容所跡

で犠牲者に献花。人種主義を批判。

２８日�ＣＤＵの裏金疑惑を調査する連邦議会

の特別委員会、ショイブレ前党首、バ

ウマイスター元会計担当を証人喚問。

２９日�国内カトリック教会の最高機関である

ドイツ司教会議、ナチス時代にユダヤ

人らを強制労働に従事させたことに対

し、補償金を拠出すると発表。被害者

に直接支払う計画。

�裏金疑惑を調査する特別委員会、２８日

に引き続き、両氏を証人喚問。献金を

受けた経緯などは食い違ったままで、

疑惑の解明にはつながらず。

３０日�ハレ上級地方裁判所、モザンビーク人

に対する殺人罪に問われた極右のドイ

ツ人に終身刑、少年２人に禁固９年の

判決。

３１日�連邦会計監査院、ハノーバー国際博覧

会の財政状況を調査する意向を示す。

万博終了時の赤字額は１１～１２億ユーロ

に達する見通し。

〈９ 月〉

４日�フィッシャー外相、ＥＵ拡大について

国民投票を行う可能性を否定。

１２日�フィッシャー外相、トリポリを訪れ、

リビアに対し謝意を表す。リビアが

フィリピンでの人質交渉に参加するこ

とで、フィリピン・ホロ島でイスラム

過激派に監禁されていたドイツ人が解

放されたことを受けて。

１４日�連邦内務省、極右団体「ブラッド・ア

ンド・オナー」のドイツ支部とその青
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年組織を非合法化したと発表。

１６日�世界最大のビール祭り「オクトーバー

フェスト」、ミュンヘンで開幕。

１８日�シュレーダー首相、２００１年末までに国

内全学校にパソコンを配備するとした

情報技術（ＩＴ）の利用促進策を発表。

同政策には、国立図書館でのパソコン

無料利用や行政サービスのネット提供

も含む。

２１日�連邦大蔵省、９月の月例報告で２０００年

の実質ＧＤＰ成長率を２．７５％から約３

％に上方修正。

２２日�連邦環境省、９８年５月から中断してい

た使用済み核燃料のフランス輸送を年

内に再開することを表明。

�シュレーダー首相、独訪問中のアマー

ト首相と会談。ＥＵ拡大が両国にとっ

て最重要課題のひとつであるとの認識

で一致。

２５日�シュレーダー首相、ロシアでプーチン

大統領とユーゴスラビア大統領選など

につき会談。

２６日�トラックやバスの運転手ら、油価高騰

に抗議しベルリンでデモ。

２８日�ベルリンの連邦参議院議事堂、完成。

同院の本会議は今後、ベルリンで開催。

〈８ 月〉

８日�ディーニ外相、リビアのトリポリでカ

ダフィ大佐と会談。両国の政治、経済

関係の強化を確認。

１４日�アマート首相、ローマでイスラエルの

ベンアミ外相代行と会談。中東和平努

力への支持を続けると表明。

１９日�世界青少年週間の祈りの集会、ローマ

で開催。２００万人超の若者が参加。

２２日�ミラノの財務警察、アニメキャラク

ター「ポケモン」関連グッズの偽物を

イタリア
ＩＴＡＬＹ

生産、輸入、販売していた業者２４人を

告発。

２４日�次世代携帯電話入札への参加申請、締

切り。８企業・グループが申請文書を

提出。

３１日�ローマのフランチェスコ・ルッテリ市

長、与党・中道左派連合の次期首相候

補に出馬することを表明。

〈９ 月〉

１３日�中道左派連合、１０月１４日の連合大会に

て次期首相候補を発表することで合意。

１５日�政府、燃料費高騰に対するストを回避

するため、トラック運転手組合と燃料

税引き下げなどで合意。

２４日�警察当局、密入国を企てトルコ籍の貨

物船に乗っていた５２７人を収容。大半

がクルド人。

２５日�アマート首相、中道左派連合の次期首

相候補にルッテリ・ローマ市長を推す

と表明。

２７日�ディーニ外相、公式訪問中の白南淳・

朝鮮民主主義人民共和国外相と会談。

両国間の投資促進・保護、経済協力、

科学協力の３協定に調印。

２９日�２００１年度（暦年）予算法案、閣議決定。

所得税、法人税減税など、２８兆リラに

のぼる大幅な減税を予定。アマート首

相、減税分は景気拡大に伴う税収増、

脱税摘発の強化などで賄える、と説明。

２０００年の実質ＧＤＰ成長率を２．８％、

２００１年を２．９％と予測。

〈８ 月〉

３０日�通信会社ＫＰＮ、２０００年前半期の最終

損益が１，９００万ユーロの赤字に転落。

次世代携帯電話事業の高額での免許落

札が負担。政府、年内の同社株の売り

オランダ
ＮＥＴＨＥＲＬＡＮＤＳ
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出しの中止を決定。

〈９ 月〉

１２日�議会下院、同性愛の結婚を認める法案

を可決。２００１年早々にも施行の見通し。

２０日�欧州委、オペル・オランダがオランダ

以外のＥＵ加盟国からの新車販売を拒

否したとして同社に４，３００万ユーロの

罰金を決定。

〈８ 月〉

２日�日産自動車、追浜工場、九州工場、丸

山工場内の樹脂燃料タンクの生産設備

をベルギーの化学品メーカー、ソルベ

イ社の日本法人に譲渡すると発表。

〈８ 月〉

２２日�中銀、主要政策金利（貸出金利）を

０．２ポイント引き上げ、４．９％にするこ

とを決定。２３日から実施。

２８日�経済省、経済見通しを発表。実質

ＧＤＰ成長率見通しは、２０００年、２００１

年とも１．８％。

２９日�中銀、主要政策金利を０．２ポイント引

き上げ、５．１％にすることを決定。３０

日から実施。

�大蔵省、２００１年度予算案発表。１２６億

クローネの黒字（ＧＤＰ比２．８％）の見

込み。

〈９ 月〉

２日�中銀、主要政策金利を０．１ポイント引

き下げ、５．０％にすることを決定。６

日から実施。

２６日�中銀、主要政策金利を０．１ポイント引

き上げ、５．１％にすることを決定。２７

ベルギー
ＢＥＬＧＩＵＭ

デンマーク
ＤＥＮＭＡＲＫ

日から実施。

２８日�国民投票で通貨統合参加を否決。参加

賛成４６．９％、反対５３．１％。

２９日�中銀、主要政策金利を０．５ポイント引

き上げ、５．６％にすることを決定。即

日実施。

〈８ 月〉

１５日�中央統計局、７月の消費者物価上昇率

を６．２％と発表。過去１５年間で最高の

水準を高進。

〈８ 月〉

１８日�電話業界最大手のテレフォニカ、ドイ

ツ携帯電話市場に参入。落札価格は８４

億ユーロ。

〈９ 月〉

１１～１４日�国王夫妻、ポルトガルを公式訪問。

１９日�原油高への抗議で、農業団体や漁業団

体が３４都市で大規模なデモを実施。石

油精製所などへの交通を遮断するほか、

港湾を封鎖。

２３日�政府、２００１年度予算案を採択。「赤字

ゼロ」を目指す画期的なもの。

〈８ 月〉

７日�中央銀行の発表によると、２０００年１～

４月の対ポルトガル外国直接投資受け

入れ額は１兆６８９億２，８００万エスクード

（前年同期比４７％増）。うち製造業へ

の投資が６１．３％、主要な投資国は、ド

イツ、英国、フランス。

１４日�国家統計院（ＩＮＥ）によると、燃料価

アイルランド
ＩＲＥＬＡＮＤ

スペイン
ＳＰＡＩＮ

ポルトガル
ＰＯＲＴＵＧＡＬ
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格、交通料金の値上げにより、７月の

消費者物価上昇率は前年同月比３．２％

増に。

２２日�ＩＮＥ、６月の工業生産を前年同期比

２．１％の減少と発表。最も減少したの

は製造業で、うち耐久消費財が７．２％

減、投資財が６．９％減。

１９日�ＩＮＥによると、２０００年１～５月の貿易

は前年同期比で、輸出が９．９％増と

なったのに対し、輸入が１８．１％もの増

加、貿易赤字は３３．６％増に。

〈９ 月〉

１２日�グテーレス首相、内閣を一部改造。財

務経済省を財務省と経済省に分割、モ

ウラ財務経済大臣を財務大臣に、ポル

トガル電力のソーサ会長を経済大臣に

起用。

〈８ 月〉

２８日�林野火災が深刻化。アルバニア国境か

ら南部にかけて１５万ヘクタールを焼失。

〈９ 月〉

３日�カンボジア船籍の貨物船、ギリシャ沖

約４０キロの海上で沈没。乗組員が１人

死亡したほか、多量の石油が流出。

５日�中銀、金利の引き下げを発表。主要政

策金利の短期買いオペ金利を０．７５ポイ

ント下げ７．５％に。２００１年１月のユー

ロ導入に向け、ユーロ圏との金利収れ

んを図る措置。

７日�パパンドレウ外相、ベオグラードでミ

ロシェビッチ大統領と会談。２４日に

ユーゴで行われる大統領選、議会選挙

が公正に行われるよう要請。

２６日�国内のフェリー、エーゲ海のパロス島

沖で座礁し沈没。死者は６０人以上。

ギリシャ
ＧＲＥＥＣＥ

２７日�司法当局、沈没したフェリーの船長ら

を拘束。業務上過失致死などで取り調

べ。

〈８ 月〉

２１日�ウィーン西約９０キロのペヒラルンで、

観光バスとトラックが衝突。夏休み旅

行中の生徒８人が死亡。

３１日�オーストリア国営テレコム、次世代携

帯電話事業免許の入札を１１月６～１０日

に実施すると発表。最低価格は７億

３，７６０万ユーロ。

〈９ 月〉

８日�シュッセル首相、ＥＵ「賢人委員会」

の報告を受け、制裁の即時解除を要求。

１２日�シュッセル首相、ＥＵの外交制裁の解

除に対し、歓迎の意を表明。

１３日�自由党のハイダー前党首、「ＥＵの外

交制裁は何の効果ももたらさなかっ

た」と批判。

〈８ 月〉

２４日�米国フォード傘下のボルボ・カーズ、

同社製乗用車「Ｓ８０」の前輪サスペン

ションに問題があるとして１１万６，０００

台のリコールを発表。

〈９ 月〉

５日�欧州委、ボルボによる仏ルノーのト

ラック部門子会社ＲＶＩ買収を承認。

１２日�エリクソン、米国マイクロソフトと携

帯型インターネット端末の技術開発や

販売の協力などを目的とした合弁会社

の発足を発表。本社はストックホルム。

１９日�政府、２００１年度予算案を発表。好調な

オーストリア
ＡＵＳＴＲＩＡ

スウェーデン
ＳＷＥＤＥＮ
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スウェーデン経済を背景に労働環境の

改善、教育、福祉、環境に重点。

２８日�ステンレス大手アベスタ・シェフィー

ルド、フィンランドの金属大手オウト

クンプのステンレス部門と合併するこ

とで合意したと発表。世界第２位のス

テンレスメーカー誕生へ。社名は「ア

ベスタポラリト」。

〈８ 月〉

８日�ノ キ ア、 デ ィ ジ タ ル 加 入 者 線

（ＤＳＬ）のサービスなどの強化を目

的とし米インターネット関連技術会社、

ディスカバリー・コムを買収すること

で合意したと発表。

１１日�ハロネン大統領、アラファトパレスチ

ナ解放機構議長とヘルシンキで会談。

２６日�未婚の母として知られるハロネン大統

領、長年のパートナーのペンティ・ア

ラヤルビ氏（政府系研究所主任研究

員）と結婚。

〈９ 月〉

５日�ニューヨークで開幕した国連ミレニア

ム総会（第５５回総会）の議長にホルケ

リ元首相が選出。

１３日�トランスペアレンシー・インターナ

ショナル、世界各国の汚職ランキング

を発表。フィンランドが汚職と縁の薄

い国の第一位に。

フィンランド
ＦＩＮＬＡＮＤ

〈８ 月〉

８日�国連の対シエラレオネ共和国経済制裁

に伴い、ダイヤモンドの輸入を禁止。

３０日�クレディ・スイス、米証券会社ドナル

ドソン・ラフキン・アンド・ジェン

レットを買収した旨発表。

〈９ 月〉

２２日�ユーロ相場支援への協調介入に不参加

を表明。

２４日�外国人制限案、エネルギー課税案など

問う国民投票実施。いずれも否決。

〈８ 月〉

９日�対中銀預金金利と対市中銀行翌日物貸

出金利を０．５ポイント引き上げ、それ

ぞれ、６．７５％、８．７５％とすることを決

定。１０日から実施。

２９日�日本・ノルウェーの産業協力に向け、

官民合同会合を開催。

〈９ 月〉

２０日�対中銀預金金利と対市中銀行翌日物貸

出金利を０．２５ポイント引き上げ、それ

ぞれ、７％、９％とすることを決定。

２１日から実施。

スイス
ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ

ノルウェー
ＮＯＲＷＡＹ
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統計資料

主 要 経 済 指 標

英 国 フランス ドイツ イタリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ４．４ ２．３ ９．３ ２．７ １．８ １２．４ ２．３ ２．７ ９．６ ２．２ ３．９ １１．１
９５年 ２．８ ２．９ ８．０ ２．１ １．８ １１．８ １．７ １．７ ９．４ ２．９ ５．４ １１．６
９６年 ２．６ ３．０ ７．２ １．５ １．７ １２．３ ０．８ １．４ １０．４ １．１ ４．０ １１．６
９７年 ３．５ ２．８ ５．５ ２．０ １．２ １２．５ １．５ １．９ １１．４ １．８ ２．０ １１．７
９８年 ２．６ ２．６ ４．７ ３．２ ０．７ １１．９ ２．２ １．０ １１．１ １．５ ２．０ １１．８
９９年 ２．１ ２．３ ４．３ ２．９ ０．５ １１．２ １．５ ０．６ １０．５ １．４ １．７ １１．４

１９９９年１～３月 １．６ ２．５ ４．５ ＊０．４ － － ０．８ － － １．１ １．３ １１．９
４～６月 １．７ ２．３ ４．４ ＊０．８ － － １．３ － － １．１ １．６ １１．７
７～９月 ２．３ ２．２ ４．２ ＊１．０ － － １．５ － － １．３ １．７ １１．１
１０～１２月 ２．８ ２．２ ４．１ ＊０．８ － － ２．３ － － ２．２ ２．１ １１．１

２０００年１～３月 ３．０ ２．１ ４．０ ＊０．７ － － ３．４ － － ３．０ ２．４ １１．４
４～６月 ３．１ ２．１ ３．８ ＊０．７ － － ３．１ － － ２．６ ２．６ １０．８

１９９９年７月 － ２．２ ４．２ － ０．４ １１．２ － ０．６ １０．３ － １．７ －
８月 － ２．１ ４．２ － ０．５ １１．３ － ０．７ １０．３ － １．７ －
９月 － ２．１ ４．２ － ０．７ １１．１ － ０．７ １０．１ － １．８ －
１０月 － ２．２ ４．１ － ０．８ １１．０ － ０．８ ９．９ － ２．０ －
１１月 － ２．２ ４．１ － ０．９ １０．８ － １．０ １０．０ － ２．０ －
１２月 － ２．２ ４．０ － １．３ １０．６ － １．２ １０．３ － ２．１ －

２０００年１月 － ２．１ ４．０ － １．６ １０．５ － １．６ １１．０ － ２．２ －
２月 － ２．２ ４．０ － １．４ １０．２ － １．８ １０．９ － ２．４ －
３月 － ２．０ ３．９ － １．５ １０．０ － １．９ １０．６ － ２．５ －
４月 － １．９ ３．８ － １．３ ９．９ － １．５ ９．８ － ２．３ －
５月 － ２．０ ３．８ － １．５ ９．８ － １．４ ９．３ － ２．５ －
６月 － ２．２ ３．８ － １．７ ９．６ － １．９ ９．１ － ２．７ －
７月 － ２．２ ３．７ － １．７ ９．７ － １．９ ９．３ － ２．６ －
８月 － － － － １．８ ９．６ － １．８ ９．３ － ２．６ －

スペイン ポルトガル ギリシャ オランダ

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ２．３ ４．７ ２４．２ ０．８ ５．２ ６．９ １．５ １０．９ ９．６ ３．２ ２．７ ７．５
９５年 ２．７ ４．７ ２２．９ １．９ ４．２ ７．３ ２．０ ８．９ １０．０ ２．３ ２．０ ７．０
９６年 ２．３ ３．６ ２２．２ ３．０ ３．１ ７．３ ２．６ ８．２ ９．８ ３．１ １．４ ６．６
９７年 ３．８ ２．０ ２０．８ ３．６ ２．２ ６．７ ３．２ ５．５ １０．３ ３．８ ２．２ ５．５
９８年 ４．０ １．８ １８．８ ３．９ ２．８ ５．０ ３．５ ４．８ ９．９ ４．１ ２．０ ４．１
９９年 ３．７ ２．３ １５．９ ３．０ ２．５ ４．４ ※３．５ ２．６ １１．７ ３．９ ２．２ ３．２

１９９９年１～３月 ３．６ １．８ １７．０ ２．８ ２．８ ４．８ － － － ３．０ ２．２ ３．７
４～６月 ３．７ ２．３ １５．６ ２．８ ２．５ ４．５ － － － ３．１ ２．２ ３．１
７～９月 ３．８ ２．４ １５．４ ３．２ ２．０ ４．２ － － － ３．６ ２．３ ３．１
１０～１２月 ３．９ ２．７ １５．４ ３．２ ２．０ ４．１ － － － ４．６ ２．１ ２．９

２０００年１～３月 ４．１ ２．９ １５．０ － １．８ ４．４ － － － ４．７ ２．０ ３．０
４～６月 － ３．２ １４．０ － ２．５ ３．８ － － － ４．１ － －

１９９９年７月 － ２．２ － － ２．１ － － ２．１ － － ２．１ ３．１
８月 － ２．４ － － １．９ － － ２．０ － － ２．６ ３．１
９月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．０ － － ２．２ ３．０
１０月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．２ － － ２．１ ３．０
１１月 － ２．７ － － ２．０ － － ２．６ － － ２．２ ２．７
１２月 － ２．９ － － ２．０ － － ２．７ － － ２．２ ２．９

２０００年１月 － ２．９ － － ２．１ － － ２．６ － － ２．０ ２．９
２月 － ３．０ － － １．８ － － ２．９ － － ２．０ ３．１
３月 － ２．９ － － １．５ － － ３．１ － － １．９ ２．９
４月 － ３．０ － － ２．１ － － ２．６ － － １．９ ２．８
５月 － ３．１ － － ２．６ － － ２．９ － － ２．４ ２．４
６月 － ３．４ － － ２．９ － － ２．７ － － ２．７ ２．４
７月 － ３．６ － － ３．２ － － ２．６ － － ２．８ －
８月 － ３．６ － － － － － ２．９ － － － －

１）ＧＤＰ成長率は前年比および前年同期比 ＊は前期比 ※は推定値
２）消費者物価上昇率は前年比、前年同期比および前年同月比
３）ポルトガルの実質ＧＤＰ成長率・四半期の値は、９９年より半期（１月～６月、７月～１２月）平均値
資料：各国統計による。ドイツのＧＤＰ成長率は９９年４月よりＥＵ基準に変更。
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統計資料

ベルギー ルクセンブルク デンマーク アイルランド オーストリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

２．４ ２．４ １３．９ ９．１ ２．２ ２．６ ５．５ ｎ．ａ． ７．２ ５．５ ２．４ １４．１ ２．４ ３．０ ６．５
２．３ １．５ １４．１ ４．１ １．９ ２．９ ２．８ ｎ．ａ． ７．２ ８．３ ２．５ １２．１ １．７ ２．２ ６．６
０．９ ２．１ １３．８ ５．３ １．４ ３．３ ２．５ ２．０ ６．８ ７．７ １．６ １１．５ ２．０ １．９ ７．０
３．２ １．６ １３．３ ７．５ １．４ ３．７ ３．１ １．９ ５．６ １０．７ １．５ ９．８ １．２ １．３ ７．１
２．９ １．０ １２．６ ７．５ １．０ ３．３ ２．５ １．３ ５．２ ８．９ ２．４ ７．４ ２．９ ０．９ ７．２
※２．５ １．１ １１．７ － １．０ ３．１ １．７ ２．１ ５．２ ９．８ １．６ ５．６ ２．１ ０．６ ６．７
－ － － － － － ０．７ １．４ ５．４ ８．８ － ６．０ １．０ ０．５ ８．５
－ － － － － － ２．３ １．７ ５．４ ８．１ － ５．７ １．４ ０．４ ６．２
－ － － － － － １．３ ２．３ ５．２ １１．０ － ５．５ ２．５ ０．５ ５．３
－ － － － － － ２．４ ２．８ ４．９ － － ５．１ ３．３ １．０ ６．６
－ － － － － － １．７ ２．９ ４．９ － － － ３．９ １．６ ７．７
－ － － － － － － － － － － － － ２．１ ５．３
－ ０．７ １２．０ － △０．２ ２．９ － ２．０ ５．２ － １．２ ５．６ － ０．４ ５．３
－ ０．９ １２．７ － １．３ ２．９ － ２．４ ５．２ － １．４ ５．５ － ０．５ ５．３
－ １．２ １２．２ － １．７ ３．１ － ２．４ ５．１ － １．５ ５．４ － ０．５ ５．４
－ １．３ １１．８ － １．９ ３．１ － ２．６ ５．０ － １．５ ５．２ － ０．８ ５．８
－ １．５ １１．３ － １．９ ３．１ － ２．７ ４．９ － ２．１ ５．１ － ０．８ ６．６
－ １．９ １１．３ － ２．４ ３．１ － ３．１ ４．９ － ３．４ ５．０ － １．４ ７．３
－ １．８ １１．３ － ３．２ ３．３ － ２．８ ５．０ － ４．０ ４．９ － １．２ ８．４
－ ２．０ １１．０ － ２．７ ３．２ － ２．８ ４．９ － ４．３ ４．９ － １．７ ８．０
－ ２．３ １０．６ － ２．８ ３．１ － ３．０ ４．８ － ４．６ ４．８ － １．９ ６．６
－ ２．０ １０．６ － ２．７ ２．９ － ２．９ ４．７ － ４．９ ４．７ － １．９ ５．９
－ ２．２ １０．１ － ２．６ ２．８ － ２．８ ４．８ － ５．２ ４．６ － １．８ ５．３
－ ２．８ １０．１ － ３．３ ２．７ － － － － ５．５ ４．５ － ２．７ ４．７
－ ２．８ １１．２ － ３．４ ２．７ － － － － ６．２ ４．４ － ２．８ ４．５
－ ２．９ － － － － － － － － ６．２ － － ２．７ ４．６

スウェーデン フィンランド スイス ノルウェー アイスランド

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

３．３ ２．２ ８．０ ４．５ １．１ １６．６ １．０ ０．９ ４．７ ５．７ １．４ ５．４ ２．０ １．７ ４．７
３．９ ２．５ ７．７ ４．０ １．０ １５．４ ０．８ １．８ ４．２ ３．７ ２．４ ４．９ ３．２ １．７ ５．０
１．３ ０．５ ８．１ ４．１ ０．６ １４．６ ０．０ ０．８ ４．７ ４．８ １．３ ４．９ ４．９ ２．３ ４．４
１．８ ０．５ ８．０ ５．６ １．２ １２．７ １．７ ０．５ ５．２ ３．５ ２．６ ４．１ ４．５ １．８ ３．９
２．９ △０．１ ６．５ ４．９ １．４ １１．４ ２．１ ０．０ ３．９ ２．０ ２．２ ３．２ ５．０ １．９ ２．８
３．８ ０．４ ５．６ ３．５ １．２ １０．２ １．７ ０．８ ２．７ ０．８ ２．３ ３．２ ４．４ ３．４ １．９
４．５ △０．１ ５．７ ２．７ ０．７ １０．９ １．０ ０．３ ３．３ ０．８ ２．３ ３．１ － １．４ ２．４
４．１ ０．２ ５．４ ３．４ １．２ １１．７ １．１ ０．３ ２．７ ０．９ ２．５ ３．３ － １．９ ２．３
４．１ ０．７ ６．０ ２．８ １．１ ８．９ １．６ ０．６ ２．４ ０．７ ２．３ ３．２ － ４．１ １．９
３．８ １．１ ５．２ ３．５ １．７ ９．３ ３．１ １．１ ２．３ ０．９ ２．０ ３．４ － ５．３ １．６
３．９ ０．８ ５．４ ５．２ ２．７ １１．０ ３．９ １．６ － １．０ ２．９ ３．９ － ５．８ １．８
－ ０．８ ４．４ － ３．０ １１．１ ３．８ － － ２．６ ２．９ ３．３ － ５．５ １．４
－ ０．２ ６．４ － １．２ ８．６ － ０．７ ２．５ － １．９ ３．３ － ３．２ －
－ ０．７ ６．１ － １．１ ９．０ － ０．９ ２．４ － １．９ ３．３ － ４．１ －
－ １．０ ５．５ － １．１ ９．１ － １．２ ２．３ － ２．１ ３．１ － ４．９ －
－ ０．９ ５．２ － １．３ ９．５ － １．２ ２．３ － ２．５ ３．２ － ５．３ －
－ ０．９ ５．２ － １．６ ９．４ － １．３ ２．４ － ２．８ ３．３ － ５．０ －
－ １．３ ５．３ － ２．０ ９．１ － １．７ ２．５ － ２．８ ３．７ － ５．６ －
－ ０．５ ５．７ － ２．２ １０．６ － １．６ ２．６ － ２．９ ３．６ － ５．８ －
－ ０．９ ５．４ － ２．７ １１．３ － １．６ ２．４ － ３．２ ３．８ － ５．６ －
－ １．０ ５．１ － ３．１ １１．２ － １．５ ２．３ － ２．５ ４．０ － ５．９ －
－ ０．９ ４．７ － ２．７ １１．０ － １．４ ２．１ － ２．６ ３．６ － ５．０ －
－ １．０ ４．１ － ２．９ １１．９ － １．６ １．９ － ２．８ ３．４ － ５．９ －
－ ０．８ ５．１ － ３．５ １０．３ － １．９ １．８ － ３．３ ３．２ － ５．５ －
－ ０．８ ５．２ － ３．７ ７．８ － ２．０ １．８ － ３．３ ３．３ － ５．６ －
－ － － － － － － １．３ １．８ － ３．２ － － － －

注１：９７年１月からのオーストリアの消費者物価上昇率は、調整品目・方法をＥＵ基準に合わせるとともに
９６年＝１００としたＣＰＩに基づく新統計。

注２：アイルランドの実質ＧＤＰ成長率は、９６年より中銀からＣｅｎｔｒａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＯｆｆｉｃｅ統計値に変更。
注３：デンマークの失業率は９９年１０月よりＥＵ基準に変更。
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★本会の許可なく無断転載および複製を禁じます。
★本誌掲載の論文・論旨は、必ずしも本会の公式見解ではないことをお断りします。

○ＣＪＥＴＲＯ２０００ＰｒｉｎｔｅｄｉｎＪａｐａｎ

２０００年１０月２日現在

国 名 通 貨 略 号 交換レート 備考

ユーロ圏１１カ国 ユーロ ＥＵＲ ９６．９６

フ ラ ン ス 仏フラン Ｆ．ＦＲ． １４．７８ ６．５５９５７

ド イ ツ 独マルク Ｄ．Ｍ． ４９．５８ １．９５５８３

イ タ リ ア 伊リラ ＬＩＴ． ５．０１ １，９３６．２７

オ ラ ン ダ オランダ・ギルダー Ｄ．ＧＬ． ４４．００ ２．２０３７１

ベ ル ギ ー ベルギー・フラン Ｂ．ＦＲ． ２４０．３５ ４０．３３９９

ス ペ イ ン スペイン・ペセタ Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ ５８．２７ １６６．３８６

ポ ル ト ガ ル ポルトガル・エスクード Ｐ．ＥＳＣ ０．４９ ２００．４８２

アイルランド アイルランド・ポンド ＩＲＥＬＡＮＤ£ １２３．１１ ０．７８７５６４

オーストリア オーストリア・シリング Ａ．ＳＣＨ． ７．０５ １３．７６０３

フィンランド フィンランド・マルカ ＭＡＲＫＫＡ １６．３１ ５．９４５７３

英 国 英ポンド ＳＴＧ．£ １６３．５３

デ ン マ ー ク デンマーク・クローネ Ｄ．ＫＲ． １３．１０

ギ リ シ ャ ドラクマ ＤＲ． ０．２８

ス イ ス スイス・フラン Ｓ．ＦＲ． ６３．５６

スウェーデン スウェーデン・クローネ Ｓ．ＫＲ． １１．６０

ノ ル ウ ェ ー ノルウェー・クローネ Ｎ．ＫＲ． １２．２３

アイスランド アイスランド・クローネ Ｉ．ＫＲ． １．３１

注：１）交換レートは、現地通貨当たりの円貨額（売り相場）を表示。
ユーロ圏１１カ国の備考欄は、１ＥＵＲに対する各国通貨の交換レート。

２）イタリア、ベルギー、スペインはそれぞれ１００ＬＩＴ．、１００Ｂ．ＦＲ．、１００Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ当たりの円貨額。
出所：東京三菱銀行ＥＸＣＨＡＮＧＥＱＵＯＴＡＴＩＯＮＳ（Ｏｐｅｎｉｎｇ）、ただしギリシャ、アイスランドはＦＩＮＡＮＣＩＡＬ

ＴＩＭＥＳホームページ“ＦＴ．ｃｏｍ”による１０月２日現在のレート。
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